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第４章 佐世保市における子ども子育て支援関連施設の状況 

 

第１ 佐世保市における幼稚園・保育所の設置状況 

  １ はじめに 

佐世保市における幼稚園・保育所の設置状況等について明らかにする。

なお、幼稚園保育所の詳細については「第５章 佐世保市における具体

的な取り組み」において論じる。 

  ２ 佐世保市における幼稚園・保育所の一覧 

    佐世保市における幼稚園・保育所の一覧は以下の通りである。 

 

施設類型 施設名称 所在地 運営母体 備考 

幼保連携型認

定こども園 

比良幼保園 佐 世 保 市 比 良 町 ２

０－７ 

学校法人有浦学園   

幼保連携型認

定こども園 

みなとこども園 佐 世 保 市 若 葉 町 １

３－１０ 

社会福祉法人光洋会 （H30）幼保連携型認定こども園へ

移行 

幼保連携型認

定こども園 

光の子グレース

こども園 

佐 世 保 市 上 原 町 １

２－５ 

学校法人恵光学園   

幼保連携型認

定こども園 

赤崎青い実幼児

園 

佐 世 保 市 赤 崎 町 ５

９６－２０ 

社会福祉法人蓮華園   

幼保連携型認

定こども園 

江迎幼稚園・保

育園 

佐 世 保 市 江 迎 町 長

坂５０－１ 

学校法人英知学園   

幼保連携型認

定こども園 

江迎青い実幼児

園 

佐 世 保 市 江 迎 町 猪

調９１５ 

社会福祉法人蓮華園   

幼保連携型認

定こども園 

御堂青い実幼児

園 

佐 世 保 市 鹿 町 町 土

肥ノ浦８７－１ 

社会福祉法人蓮華園   

─ 81 ─



82 
 

幼保連携型認

定こども園 

歌ヶ浦青い実幼

児園 

佐 世 保 市 鹿 町 町 下

歌ヶ浦９８４－１ 

社会福祉法人蓮華園   

幼保連携型認

定こども園 

小佐々幼稚園・

保育園 

佐 世 保 市 小 佐 々 町

臼ノ浦７３－５ 

社会福祉法人叡智の会 （H29）幼保連携型認定こども園へ

移行 

幼保連携型認

定こども園 

九州文化学園幼

稚園 

佐 世 保 市 上 町 ８ －

３５ 

学校法人九州文化学園   

幼保連携型認

定こども園 

昭徳こども園 佐 世 保 市 長 畑 町 ３

９６－１ 

社会福祉法人愛心福祉会 （H31）幼保連携型認定こども園へ

移行 

幼保連携型認

定こども園 

ＣＡＮＤＹこど

も園 

佐 世 保 市 上 町 ３ －

１６ 

社会福祉法人愛育会 （R03）幼保連携型認定こども園へ

移行 

幼保連携型認

定こども園 

双葉こども園 佐 世 保 市 広 田 三 丁

目３１－１１ 

社会福祉法人双葉幼児園 （R03）幼保連携型認定こども園へ

移行 

幼稚園型認定

こども園 

深信幼稚園 佐 世 保 市 城 間 町 ３

０５－２ 

学校法人正蓮寺学園   

幼稚園型認定

こども園 

早岐幼稚園 佐 世 保 市 早 岐 二 丁

目２９－１７ 

学校法人吉永学園   

幼稚園型認定

こども園 

花高幼稚園 佐 世 保 市 花 高 三 丁

目２－７ 

学校法人佐世保実業学園 （H29）幼稚園型認定こども園へ移

行 

幼稚園型認定

こども園 

さつき幼稚園 佐 世 保 市 大 塔 町 １

９７１ 

学校法人有浦学園   

幼稚園型認定

こども園 

東明幼稚園 佐 世 保 市 江 上 町 ９

３３－１ 

学校法人光武学園   

幼稚園型認定

こども園 

大宮幼稚園 佐 世 保 市 白 岳 町 １

４８－５ 

学校法人古賀学園   

幼稚園型認定 松円幼稚園 佐 世 保 市 松 川 町 １ 学校法人円通寺学園   
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こども園 －５ 

幼稚園型認定

こども園 

アソカ幼稚園 佐 世 保 市 光 月 町 １

－４ 

学校法人アソカ学園   

幼稚園型認定

こども園 

桜の聖母幼稚園 佐 世 保 市 俵 町 ２ ２

－１２ 

学校法人聖和女子学院   

幼稚園型認定

こども園 

柚木幼稚園 佐 世 保 市 柚 木 町 ２

３７２ 

学校法人柚木幼稚園   

幼稚園型認定

こども園 

東大野幼稚園 佐 世 保 市 松 原 町 １

５ 

学校法人大野学園   

幼稚園型認定

こども園 

大野幼稚園 佐 世 保 市 田 原 町 ７

－２０ 

学校法人谷川学園   

幼稚園型認定

こども園 

アソカ北幼稚園 佐 世 保 市 田 原 町 ２

０３ 

学校法人アソカ学園   

幼稚園型認定

こども園 

菊の香幼稚園 佐 世 保 市 瀬 戸 越 四

丁目１４０１ 

学校法人西海学園   

幼稚園型認定

こども園 

皆瀬幼稚園 佐 世 保 市 踊 石 町 １

８７－１ 

学校法人谷川学園   

幼稚園型認定

こども園 

日野幼稚園 佐 世 保 市 日 野 町 １

００５ 

学校法人英知学園   

幼稚園型認定

こども園 

東相浦幼稚園 佐 世 保 市 新 田 町 ６

１８－１３ 

学校法人ブリッジ学園   

幼稚園型認定

こども園 

相浦幼稚園 佐 世 保 市 上 相 浦 町

７－１１ 

学校法人ブリッジ学園   

幼稚園型認定

こども園 

いしだけ幼稚園 佐 世 保 市 船 越 町 １

８９２－１ 

学校法人吉住学園   
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幼稚園型認定

こども園 

早岐くりのみ幼

稚園 

佐 世 保 市 権 常 寺 一

丁目９－７ 

学校法人くりのみ学園 （R05）幼稚園型認定こども園へ移

行 

保育所型認定

こども園 

やまずみ幼児園 佐 世 保 市 山 祇 町 ９

－３２ 

社会福祉法人愛心福祉会 （H30）保育所型認定こども園へ移

行 

保育所型認定

こども園 

島地シティ夜間

保育園 

佐 世 保 市 島 地 町 ５

－１０ 

社会福祉法人蓮華園   

保育所型認定

こども園 

佐世保ステーシ

ョン保育園 

佐 世 保 市 白 南 風 町

１－１６ 

社会福祉法人蓮華園   

保育所型認定

こども園 

ぽっぽこども園 佐 世 保 市 大 野 町 ２

３１－１ 

社会福祉法人日昇会 （H28）保育所型認定こども園へ移

行 

保育所型認定

こども園 

森のほいくえん 佐 世 保 市 小 佐 世 保

町４２８－１０ 

社会福祉法人笑顔会 （H28）保育所型認定こども園へ移

行 

保育所型認定

こども園 

吉井にじいろこ

ども園 

佐 世 保 市 吉 井 町 吉

元５４０－１ 

社会福祉法人ひなたの会 （H31）保育所型認定こども園へ移

行 

保育所型認定

こども園 

塩浜青い実幼児

園 

佐 世 保 市 塩 浜 町 ７

－６ 

社会福祉法人蓮華園 （H30）認可保育所設置、（R02）保育

所型認定こども園へ移行 

保育所型認定

こども園 

有福保育園 佐 世 保 市 有 福 町 ７

７３－１ 

社会福祉法人有寿福祉会 （R03）保育所型認定こども園へ移

行 

保育所 大黒保育所 佐 世 保 市 稲 荷 町 ２

－２５ 

佐世保市・ 

社会福祉法人光洋会 

  

保育所 早岐保育所 佐 世 保 市 広 田 二 丁

目１－１ 

佐世保市   

保育所 上相浦保育所 佐 世 保 市 上 相 浦 町

５－１３ 

佐世保市   

保育所 大野保育所 佐 世 保 市 瀬 戸 越 二 社会福祉法人つばさ会   
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丁目３－６ 

保育所 光の子乳児保育

園 

佐 世 保 市 早 苗 町 ５

５１－７ 

社会福祉法人光の子福祉

会 

  

保育所 日野保育園 佐 世 保 市 日 野 町 ７

８０－５ 

社会福祉法人日野進徳会   

保育所 保育所海光園 佐 世 保 市 大 和 町 ８

９８ 

社会福祉法人清風園   

保育所 進徳保育園 佐 世 保 市 元 町 ５ －

２４ 

宗教法人教法寺   

保育所 みどり保育園 佐 世 保 市 吉 岡 町 １

４９４ 

社会福祉法人若竹寮   

保育所 三浦保育園 佐 世 保 市 三 浦 町 ８

－８ 

社会福祉法人三浦保育会   

保育所 江永保育園 佐 世 保 市 江 永 町 ５

８０ 

社会福祉法人江永福祉会   

保育所 天竜保育園 佐 世 保 市 折 橋 町 １

０－２５ 

社会福祉法人親愛会   

保育所 ひばり保育園 佐 世 保 市 十 郎 新 町

８０－１ 

社会福祉法人光福祉会   

保育所 天神保育園 佐 世 保 市 天 神 二 丁

目２７２－４９ 

社会福祉法人長崎たちば

な会 

  

保育所 すみれ保育園 佐 世 保 市 光 町 １ －

４４ 

社会福祉法人慈光福祉会   

保育所 須佐保育園 佐 世 保 市 須 佐 町 １

－９ 

社会福祉法人 

佐世保市社会福祉協議会 
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保育所 相浦保育園 佐 世 保 市 相 浦 町 １

５３－１ 

社会福祉法人相浦福祉会   

保育所 藤原幼児園 佐 世 保 市 藤 原 町 ４

０－８ 

社会福祉法人佐世保愛育

会 

  

保育所 菫ヶ丘幼児園 佐 世 保 市 黒 髪 町 ２

－１０ 

社会福祉法人菫ヶ丘子供

の家 

  

保育所 あさひ保育園 佐 世 保 市 瀬 戸 越 三

丁目２６０－２ 

社会福祉法人つばさ会   

保育所 春日幼児園 佐 世 保 市 春 日 町 １

５－４６ 

社会福祉法人春日福祉会   

保育所 新田保育園 佐 世 保 市 新 田 町 ４

８７－３ 

社会福祉法人新光会   

保育所 花高保育園 佐 世 保 市 花 高 一 丁

目２６９－１０ 

社会福祉法人恵光園福祉

会 

  

保育所 椎木保育園 佐 世 保 市 椎 木 町 ３

００－２ 

社会福祉法人椎木保育園   

保育所 アトム保育園 佐 世 保 市 花 園 町 ２

０５－２ 

社会福祉法人幼老育成会   

保育所 もみじが丘保育

園 

佐 世 保 市 も み じ が

丘町４１－１１ 

社会福祉法人くろかみ福

祉会 

  

保育所 愛光保育園 佐 世 保 市 松 原 町 ２

２３－１ 

社会福祉法人サンタマリ

ア会 

  

保育所 針尾保育園 佐 世 保 市 針 尾 西 町

２６０－１ 

社会福祉法人針尾福祉会   

保育所 かいぜ保育園 佐 世 保 市 皆 瀬 町 ９ 社会福祉法人一幸福祉会   
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４－１ 

保育所 ルンビニ保育園 佐 世 保 市 崎 岡 町 ２

８２１ 

社会福祉法人針尾福祉会   

保育所 佐世保中央保育

園 

佐 世 保 市 梅 田 町 ７

－２０ 

社会福祉法人徳和会   

保育所 世知原保育園 佐 世 保 市 世 知 原 町

栗迎２６３ 

社会福祉法人世知原幼児

福祉会 

  

保育所 ゆりかご保育園 佐 世 保 市 世 知 原 町

栗迎８９－９ 

社会福祉法人国見福祉会   

保育所 吉井北保育園 佐 世 保 市 吉 井 町 直

谷１０６５－１ 

社会福祉法人 

佐世保市社会福祉協議会 

  

保育所 おはしほいくえ

ん 

佐 世 保 市 吉 井 町 橋

川内４８６－５ 

社会福祉法人たちばな会   

保育所 ひとみ保育園 佐 世 保 市 吉 井 町 立

石２９０－１ 

社会福祉法人ひとみ保育

園 

  

保育所 宇久幼児園 佐 世 保 市 宇 久 町 平

２３６６－１ 

社会福祉法人宇久幼児園   

保育所 純心保育園 佐 世 保 市 小 佐 々 町

楠泊４１１－５ 

社会福祉法人純心聖母会   

保育所 大崎保育園 佐 世 保 市 大 潟 町 ５

２８－１０ 

社会福祉法人サンタマリ

ア会 

  

保育所 三川内保育園 佐 世 保 市 塩 浸 町 １

３－２ 

社会福祉法人和敬会   

保育所 日宇保育所 佐 世 保 市 大 和 町 ４

５４－２ 

社会福祉法人針尾福祉会   
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保育所 柚木保育所 佐 世 保 市 柚 木 町 ２

０７９－１ 

社会福祉法人一幸福祉会   

保育所 御船保育園 佐 世 保 市 御 船 町 １

－１３ 

社会福祉法人長崎たちば

な会 

  

保育所 にじいろ保育園 佐 世 保 市 白 岳 町 １

４８－５ 

学校法人古賀学園   

保育所 楠栖保育所 佐 世 保 市 小 佐 々 町

楠泊５９１ 

社会福祉法人針尾福祉会   

保育所 めばえ保育園 佐 世 保 市 広 田 一 丁

目２７－２２ 

一般社団法人ゆめの輪   

保育所 保育サロンたん

ぽぽ 

佐 世 保 市 権 常 寺 町

１０９３－２ 

一般社団法人 

保育サロンこどものその

たんぽぽ 

  

保育所 こばと幼稚舎 佐 世 保 市 早 岐 一 丁

目４－１２ 

株式会社ＣｏＣｏＮｉ   

保育所 私立保育園マミ

ー 

佐 世 保 市 天 神 町 １

１９３－４ 

一般社団法人マミー   

保育所 させぼ駅前保育

園 

佐 世 保 市 三 浦 町 ２

－１ ２Ｆ 

一般社団法人すくすくｃ

ｏｍ 

  

保育所 太陽の子保育園 佐 世 保 市 湊 町 ７ －

５ 

特定非営利活動法人 

太陽の子保育園 

  

保育所 ベ ビ ー ホ ー ム 

ちびっ子の家 

佐 世 保 市 瀬 戸 越 町

１２３５ 

一般社団法人ベビーホー

ム 

  

保育所 大野ベビーセン

ター 

佐 世 保 市 田 原 町 ８

－３５ 

特定非営利活動法人 

大野ベビーセンター 
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保育所 さくら保育園 佐 世 保 市 大 野 町 ２

１－９ 

特定非営利活動法人さく

ら保育園 

  

保育所 さつき保育園 佐 世 保 市 日 宇 町 ２

８８４－１ 

社会福祉法人童心福祉会   

幼稚園 白南風幼稚園 佐 世 保 市 山 祇 町 ３

８７ 

佐世保市   

幼稚園 潮見幼稚園 佐 世 保 市 潮 見 町 ２

０－３３ 

学校法人潮見幼稚園   

幼稚園 潜竜聖母幼稚園 佐 世 保 市 江 迎 町 田

ノ元５０３－６ 

宗教法人カトリック・カ

リタス修道会 

  

幼稚園 黒髪くりのみ幼

稚園 

佐 世 保 市 黒 髪 町 ５

９８－１ 

学校法人くりのみ学園   

 

 ３ 各施設の利用定員等 

（１）各施設の認可定員 

  各施設の２０１５（平成２７）年度から２０２１（令和３）年度までの認

可定員は以下の通りである。 

 
 

施設名称 認可定員 

（収容定員） 

H27.

4.1 

H28.

4.1 

H29.

4.1 

H30.

4.1 

H30.1

0.1 

R2.4

.1 

R3.4

.1 

R3.5

.1 
 

比良幼保園 110 110 110 110 110 120 115 115 
 

光の子グレース

こども園 

210 180 185 185 185 185 175 175 
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赤崎青い実幼児

園 

145 155 155 155 155 165 165 165 

 

江迎幼稚園・保育

園 

125 125 125 115 115 75 75 75 

 

江迎青い実幼児

園 

105 105 105 105 105 105 105 105 

 

御堂青い実幼児

園 

105 105 105 105 105 95 95 95 

 

歌ヶ浦青い実幼

児園 

55 55 55 55 55 55 55 55 

 

九州文化学園幼

稚園 

252 252 252 264 264 270 270 270 

 

小佐々幼稚園・保

育園（H29 から幼

保連携型認定こ

ども園） 

90 90 105 115 115 125 125 125 

 

みなとこども園

（H30 から幼保

連携型認定こど

も園） 

100 100 100 110 110 115 115 115 

 

昭 徳 こ ど も 園

（H31 から幼保

連携型認定こど

も園） 

70 70 70 70 70 80 85 85 

 

ＣＡＮＤＹこど 120 120 120 120 120 120 120 120 
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も園（R3 から幼

保連携型認定こ

ども園） 
 

双葉こども園（R3

から幼保連携型

認定こども園） 

150 150 160 160 160 160 160 160 

 

島地シティ夜間

保育園 

45 50 50 50 50 40 40 40 

 

佐世保ステーシ

ョン保育園 

50 50 50 50 50 50 50 50 

 

ぽっぽ保育学院

（H28 から保育

所型認定こども

園） 

90 90 90 90 90 90 90 90 

 

森のほいくえん

（H28 から保育

所型認定こども

園） 

60 60 60 60 60 60 80 80 

 

やまずみ幼児園

（H30 から保育

所型認定こども

園） 

90 90 90 90 90 90 90 90 

 

吉井にじいろこ

ども園（H31 から

保育所型認定こ

70 70 70 70 70 70 70 70 
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ども園） 
 

塩浜青い実幼児

園（R2 から保育

所型認定こども

園） 

        100 100 100 100 

 

有福保育園（R3

から保育所型認

定こども園） 

110 110 110 110 110 110 100 100 

 

大宮幼稚園 210 210 210 210 210 210 210 210 
 

松円幼稚園 120 120 120 120 120 120 120 120 
 

アソカ幼稚園 140 140 140 140 140 140 140 140 
 

桜の聖母幼稚園 180 180 180 180 180 180 180 180 
 

深信幼稚園 80 80 80 80 80 80 80 80 
 

早岐幼稚園 105 105 105 105 105 105 105 105 
 

東明幼稚園 70 70 70 70 70 70 70 70 
 

さつき幼稚園 210 210 210 210 210 210 210 210 
 

柚木幼稚園 45 45 45 45 45 45 45 45 
 

東大野幼稚園 280 280 280 280 280 280 280 280 
 

大野幼稚園 245 245 245 245 245 245 245 245 
 

アソカ北幼稚園 245 200 200 200 200 200 200 200 
 

菊の香幼稚園 160 160 160 160 160 160 160 160 
 

皆瀬幼稚園 200 200 200 200 200 200 200 200 
 

日野幼稚園 220 220 220 220 220 220 220 220 
 

東相浦幼稚園 140 140 140 140 140 140 140 140 
 

相浦幼稚園 140 140 140 140 140 140 140 140 
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いしだけ幼稚園 90 90 90 90 90 90 90 90 
 

花高幼稚園（H29

から幼稚園型認

定こども園） 

280 280 140 140 140 140 140 140 

 

潮見幼稚園 90 90 90 90 90 90 90 90 
 

聖 心 幼 稚 園

（ H29.3.31 閉

園） 

110 110             

 

潜竜聖母幼稚園 - 60 60 60 60 60 60 60 
 

早岐くりのみ幼

稚園（R2 から新

制度移行） 

- - - - - 240 240 240 

 

黒髪くりのみ幼

稚園（R2 から新

制度移行） 

- - - - - 140 140 140 

 

天 神 幼 稚 園

（R3.3.31 閉園） 

70 70 70 70 70 70 70 70 

 

白南風幼稚園 85 85 85 85 85 85 85 85 
 

三 川 内 幼 稚 園

（ H29.3.31 閉

園） 

35 35             

 

中 里 幼 稚 園

（ H29.3.31 閉

園） 

70 70             

 

世 知 原 幼 稚 園 35 35             
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（ H29.3.31 閉

園） 
 

針 尾 幼 稚 園

（ H29.3.31 閉

園） 

35 35             

 

小 佐 々 幼 稚 園

（ H29.3.31 閉

園） 

35 35             

 

大野保育所 130 120 120 120 120 120 120 120 
 

光の子乳児保育

園 

40 40 40 40 40 40 40 40 

 

日野保育園 130 130 130 130 130 130 130 130 
 

保育所 海光園 45 45 45 45 45 45 45 50 
 

進徳保育園 80 80 80 80 80 80 80 80 
 

みどり保育園 60 60 60 60 60 60 60 60 
 

三浦保育園 65 65 65 65 65 65 65 65 
 

江永保育園 60 60 60 60 60 60 60 60 
 

天竜保育園 45 45 45 45 45 45 45 45 
 

ひばり保育園 60 60 60 60 60 60 60 60 
 

天神保育園 120 120 120 120 120 120 120 120 
 

すみれ保育園 70 70 70 70 70 70 70 70 
 

須佐保育園 70 70 70 70 70 70 70 70 
 

相浦保育園 105 105 105 105 105 105 105 105 
 

藤原幼児園 90 90 90 90 90 90 90 90 
 

菫ケ丘幼児園 160 160 160 160 160 160 160 160 
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あさひ保育園 90 80 80 80 80 80 80 80 
 

春日幼児園 130 130 130 130 130 130 130 130 
 

新田保育園 120 120 120 120 120 120 120 120 
 

花高保育園 160 160 160 160 160 160 160 160 
 

椎木保育園 100 100 100 100 100 100 120 120 
 

アトム保育園 90 90 90 90 90 90 90 90 
 

もみじが丘保育

園 

120 120 120 120 120 120 120 120 

 

愛光保育園 90 90 90 90 90 80 80 80 
 

針尾保育園 80 80 80 80 80 80 70 70 
 

かいぜ保育園 140 140 140 140 140 140 140 140 
 

ルンビニ保育園 160 160 210 210 210 210 210 210 
 

佐世保中央保育

園 

70 70 70 70 70 70 70 70 

 

世知原保育園 60 60 60 60 60 60 60 60 
 

ゆりかご保育園 50 50 50 50 50 50 50 50 
 

吉井北保育園 60 60 60 60 60 60 60 60 
 

おはしほいくえ

ん 

50 60 60 60 60 60 60 60 

 

ひとみ保育園 50 50 50 50 50 30 50 50 
 

宇久幼児園 20 30 20 20 20 20 20 20 
 

純心保育園（旧：

神崎社会館） 

45 50 50 50 50 50 40 40 

 

大崎保育園 50 50 50 50 50 50 50 50 
 

三川内保育園 70 70 70 70 70 70 70 70 
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日宇保育所 270 270 280 280 280 280 280 400 
 

柚木保育所 80 80 80 80 80 80 80 80 
 

御船保育園 110 110 110 110 110 110 110 110 
 

にじいろ保育園 60 60 60 60 60 60 60 60 
 

楠栖保育所 90 90 90 90 90 90 90 90 
 

めばえ保育園 42 45 45 45 45 49 60 60 
 

保育サロンたん

ぽぽ 

20 20 20 20 20 20 20 20 

 

こばと幼稚舎 20 30 30 49 49 59 59 59 
 

私立保育園マミ

ー 

60 66 66 66 66 66 66 66 

 

させぼ駅前保育

園 

39 40 40 40 40 50 50 50 

 

太陽の子保育園 27 30 30 30 30 30 30 30 
 

ベ ビ ー ホ ー ム 

ちびっ子の家 

20 20 20 20 20 20 20 20 

 

大野ベビーセン

ター 

25 25 25 25 25 25 20 20 

 

さくら保育園 36 36 36 36 36 36 36 36 
 

さつき保育園 60 60 60 60 60 60 60 60 
 

し と ね 保 育 所

（ H28.3.31 閉

園） 

30               

 

早岐保育所 60 60 60 60 60 60 60 60 
 

大黒保育所 100 100 100 100 100 100 100 100 
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上相浦保育所 60 60 60 60 60 60 60 60 
 

黒島こども園 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

浅子保育所 19 19 19 12 12 12 12 12 
 

高島保育所 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

宇久ふたば保育

所（H28.3.31 閉

園） 

12               

 

させぼＤａｙＮ

ｕ ｒ ｓ ｅ ｒ ｙ

（H29.11 から小

規模保育事業Ａ

型） 

      18 18 18 18 18 

合計 10 ，

269 

10 ，

255 

9 ，

875 

9 ，

927 

10 ，

027 

10，

392 

10，

418 

10，

543 

 

（２）利用定員 

  各施設の２０２１（令和３）年度の利用定員は以下の通りである。 

 
 

施設名称 利用定員 

R3.5.1 

1 号 2 号 3 号 計 

0 歳

児 

1.2

歳児 
 

比良幼保園 45 30 10 30 115 
 

光の子グレースこども園 30 85 10 50 175 
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赤崎青い実幼児園 45 70 15 35 165 
 

江迎幼稚園・保育園 15 35 5 20 75 
 

江迎青い実幼児園 25 47 9 24 105 
 

御堂青い実幼児園 15 50 6 24 95 
 

歌ヶ浦青い実幼児園 15 25 3 12 55 
 

九州文化学園幼稚園 125 85 10 50 270 
 

小佐々幼稚園・保育園（H29 から幼

保連携型認定こども園） 

35 55 10 25 125 

 

みなとこども園（H30 から幼保連携

型認定こども園） 

15 50 10 40 115 

 

昭徳こども園（H31 から幼保連携型

認定こども園） 

15 38 9 23 85 

 

ＣＡＮＤＹこども園（R3 から幼保

連携型認定こども園） 

15 45 20 40 120 

 

双葉こども園（R3 から幼保連携型

認定こども園） 

9 76 20 55 160 

 

島地シティ夜間保育園 10 25 3 12 50 
 

佐世保ステーション保育園 15 30 5 15 65 
 

ぽっぽ保育学院（H28 から保育所型

認定こども園） 

15 45 15 30 105 

 

森のほいくえん（H28 から保育所型

認定こども園） 

15 44 12 24 95 

 

やまずみ幼児園（H30 から保育所型

認定こども園） 

15 45 9 36 105 

 

吉井にじいろこども園（H31 から保 15 35 10 25 85 

─ 98 ─



99 
 

育所型認定こども園） 
 

塩浜青い実幼児園（R2 から保育所

型認定こども園） 

15 70 6 24 115 

 

有福保育園（R3 から保育所型認定

こども園） 

10 50 10 40 110 

 

大宮幼稚園 120 80     200 
 

松円幼稚園 100 20     120 
 

アソカ幼稚園 105 35 9 16 165 
 

桜の聖母幼稚園 150 20     170 
 

深信幼稚園 50 10 3 17 80 
 

早岐幼稚園 45 20     65 
 

東明幼稚園 25 45 4 21 95 
 

さつき幼稚園 180 30     210 
 

柚木幼稚園 30 15     45 
 

東大野幼稚園 50 29 6 15 100 
 

大野幼稚園 70 54 6 30 160 
 

アソカ北幼稚園 75 80 9 31 195 
 

菊の香幼稚園 60 22 0 8 90 
 

皆瀬幼稚園 100 80 6 34 220 
 

日野幼稚園 150 40 6 20 216 
 

東相浦幼稚園 75 30 6 24 135 
 

相浦幼稚園 120 20 0 20 160 
 

いしだけ幼稚園 80 10     90 
 

花高幼稚園（H29 から幼稚園型認定

こども園） 

80 30     110 
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潮見幼稚園 90       90 
 

聖心幼稚園（H29.3.31 閉園）           
 

潜竜聖母幼稚園 60       60 
 

早岐くりのみ幼稚園（R2 から新制

度移行） 

180       180 

 

黒髪くりのみ幼稚園（R2 から新制

度移行） 

90       90 

 

天神幼稚園（R3.3.31 閉園）           
 

白南風幼稚園 85       85 
 

三川内幼稚園（H29.3.31 閉園）           
 

中里幼稚園（H29.3.31 閉園）           
 

世知原幼稚園（H29.3.31 閉園）           
 

針尾幼稚園（H29.3.31 閉園）           
 

小佐々幼稚園（H29.3.31 閉園）           
 

大野保育所   67 13 40 120 
 

光の子乳児保育園   7 13 20 40 
 

日野保育園   65 10 55 130 
 

保育所 海光園   23 8 19 50 
 

進徳保育園   40 10 30 80 
 

みどり保育園   33 9 18 60 
 

三浦保育園   30 3 32 65 
 

江永保育園   29 6 25 60 
 

天竜保育園   22 3 20 45 
 

ひばり保育園   36 6 18 60 
 

天神保育園   60 5 55 120 
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すみれ保育園   38 7 25 70 
 

須佐保育園   30 10 30 70 
 

相浦保育園   60 5 40 105 
 

藤原幼児園   45 10 35 90 
 

菫ケ丘幼児園   75 20 65 160 
 

あさひ保育園   40 10 30 80 
 

春日幼児園   65 10 55 130 
 

新田保育園   60 17 43 120 
 

花高保育園   85 15 60 160 
 

椎木保育園   60 18 42 120 
 

アトム保育園   45 15 30 90 
 

もみじが丘保育園   65 15 40 120 
 

愛光保育園   42 10 28 80 
 

針尾保育園   40 10 20 70 
 

かいぜ保育園   70 15 55 140 
 

ルンビニ保育園   110 30 70 210 
 

佐世保中央保育園   35 5 30 70 
 

世知原保育園   20 5 15 40 
 

ゆりかご保育園   15 5 10 30 
 

吉井北保育園   30 10 20 60 
 

おはしほいくえん   36 7 17 60 
 

ひとみ保育園   15 6 9 30 
 

宇久幼児園   15 1 4 20 
 

純心保育園（旧：神崎社会館）   20 6 14 40 
 

大崎保育園   25 5 20 50 
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三川内保育園   32 10 28 70 
 

日宇保育所   210 60 130 400 
 

柚木保育所   35 15 30 80 
 

御船保育園   60 20 40 120 
 

にじいろ保育園   12 13 35 60 
 

楠栖保育所   40 15 35 90 
 

めばえ保育園   39 3 18 60 
 

保育サロンたんぽぽ   7 3 10 20 
 

こばと幼稚舎   29 6 24 59 
 

私立保育園マミー   36 6 24 66 
 

させぼ駅前保育園   29 7 14 50 
 

太陽の子保育園   16 4 10 30 
 

ベビーホーム ちびっ子の家   3 7 10 20 
 

大野ベビーセンター   7 3 10 20 
 

さくら保育園   18 6 12 36 
 

さつき保育園   20 5 35 60 
 

しとね保育所（H28.3.31 閉園）           
 

早岐保育所   20 8 32 60 
 

大黒保育所   39 13 48 100 
 

上相浦保育所   25 5 30 60 
 

黒島こども園     0 5 5 
 

浅子保育所     2 10 12 
 

高島保育所     2 10 12 
 

宇久ふたば保育所（H28.3.31 閉園）           
 

さ せ ぼ Ｄ ａ ｙ Ｎ ｕ ｒ ｓ ｅ ｒ ｙ     6 12 18 
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（H29.11 から小規模保育事業Ａ

型） 

合計 2，684 3，935 834 2，621 10 ，

074 

 

【意見】 

 佐世保市においても人口減少が進んでおり、児童の数も年々減少している。

定員数に満たない保育所については統廃合を含めた検討をする必要がある。 

 

【意見】 

 少子高齢化により児童数は減少する一方で、一般市民が求めるニーズは多様

化している。地域に身近にある保育所の特性を生かし、一時保育事業や子ども

食堂の併設など保育所を多機能化することによることのメリットは大きいと

考えられることから、保育所の多機能化に向けて情報提供を行うとともに、多

機能化を目的とした補助金制度の創設を検討すべきである。 

 

【意見】    

 佐世保市においては民間団体が運営する保育所等は多く存在していること

から、佐世保市が運営する保育所については、その役割、民間の保育所等の役

割分担を明確にすべきである。例えば、入所する児童の中には発達障がい（そ

の疑いを含む。）など対応が困難な児童が一定数存在し、対応する職員や保育所

等の負担となっている面は否めない。そこで、障がいなどを抱える対応困難な

児童について、佐世保市が運営する保育所が優先的に受け入れることが考えら

れる。この点、公立保育所においては加配保育士の人件費など、受け入れ態勢

を整えており、医療的ケア児や障がい児の入所について相談があった場合、児

童発達支援センターすぎのこ園の紹介や、公立保育所で受入れができることを
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伝えているなどしているが、どこの保育所に通わせるかは最終的には保護者の

任意ではあるものの、公立保育所で受け入れた場合の保護者・児童のメリット

を十分に理解してもらえるような説明（資料作成を含む）を行うべきである。 

 

 ４ 保育料の徴収 

 （１）保育料の金額決定 

   助産施設及び母子生活支援施設入所者負担金並びに保育料徴収規則に

より定まっている。 

 （２）保育料の徴収手続及び徴収管理 

  ア 保育料の徴収手続及び徴収管理の内容 

    保育料の徴収手続及び徴収管理については、２０１０（平成２２）年

５月に「子ども未来部保育所保育料徴収管理マニュアル」が定められ、

詳細な手続きが定められている。以後複数回改訂が行われている。保育

所保育料の滞納整理の流れが明らかになるフロー図は以下の通りであ

る。 
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   また、債権管理の期限を定めた管理表は以下の通りである。 
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イ 滞納処分の実績等 
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（ア）収納率等 

佐世保市における調定額・収納率等は以下の通りである。 

 

① 私立の保育料 

 

    ② 公立の保育料 

年度 区分 調定額 収入額 不納⽋損額 未収入額 収納率（％）

現年度 1,294,148,060 1,253,667,510 0 40,480,550 96.87

過年度 78,401,855 24,687,205 1,295,420 52,419,230 31.49

計 1,372,549,915 1,278,354,715 1,295,420 92,899,780 93.14

現年度 1,240,160,530 1,205,830,710 0 34,329,820 97.23

過年度 92,899,780 19,497,070 1,153,140 72,249,570 20.99

計 1,333,060,310 1,225,327,780 1,153,140 106,579,390 91.92

現年度 1,217,353,190 1,184,770,040 0 32,583,150 97.32

過年度 106,595,010 22,609,900 23,378,160 60,606,950 21.21

計 1,323,948,200 1,207,379,940 23,378,160 93,190,100 91.20

現年度 1,191,239,910 1,158,851,620 0 32,388,290 97.28

過年度 93,190,100 29,275,940 1,067,600 62,846,560 31.42

計 1,284,430,010 1,188,127,560 1,067,600 95,234,850 92.50

現年度 1,146,294,240 1,116,058,090 0 30,236,150 97.36

過年度 95,234,850 30,947,816 2,093,380 62,193,654 32.50

計 1,241,529,090 1,147,005,906 2,093,380 92,429,804 92.39

現年度 830,413,680 808,499,830 0 21,913,850 97.36

過年度 92,393,644 27,309,714 2,317,700 62,766,230 29.56

計 922,807,324 835,809,544 2,317,700 84,680,080 90.57

現年度 483,021,540 472,532,250 0 10,489,290 97.83

過年度 84,680,080 27,148,940 1,660,100 55,871,040 32.06

計 567,701,620 499,681,190 1,660,100 66,360,330 88.02

現年度 433,817,250 425,994,690 0 8,026,630 98.20

過年度 66,360,330 19,112,130 4,922,770 42,325,430 28.80

計 500,177,580 445,106,820 4,922,770 50,352,060 88.99

現年度 448,888,150 439,785,660 0 9,102,490 97.97

過年度 50,352,060 13,215,200 5,113,460 32,023,400 26.25

計 499,240,210 453,000,860 5,113,460 41,125,890 90.74

Ｒ3

H30

R1

Ｒ2

H26

Ｒ4

H27

H28

H29
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（イ）滞納処分の実績 

  佐世保市における２０１７（平成２９）年度から２０２２（令和４）年度

の滞納処分の実績は以下の通りである。２０２２（令和４）年は相当数の財

産調査は行っているものの、差押に至った事例はない。 

年度 区分 調定額 収入額 不納⽋損額 未収入額 収納率（％）

現年度 61,256,550 60,404,150 0 852,400 98.61

過年度 544,800 299,700 0 245,100 55.01

計 61,801,350 60,703,850 0 1,097,500 98.22

現年度 60,129,820 59,714,500 0 415,320 99.31

過年度 1,097,500 731,060 0 366,440 66.61

計 61,227,320 60,445,560 0 781,760 98.72

現年度 56,153,930 55,608,990 0 544,940 99.03

過年度 781,760 699,160 0 82,600 89.43

計 56,935,690 56,308,150 0 627,540 98.90

現年度 38,626,660 38,282,300 0 344,360 99.11

過年度 627,540 345,200 0 282,340 55.01

計 39,254,200 38,627,500 0 626,700 98.40

現年度 20,216,670 20,153,310 0 63,360 99.69

過年度 626,700 291,980 32,800 301,920 46.59

計 20,843,370 20,445,290 32,800 365,280 98.09

現年度 23,033,120 22,779,200 0 253,920 98.90

過年度 365,280 304,840 0 60,440 83.45

計 23,398,400 23,084,040 0 314,360 98.66

現年度 31,334,520 31,334,520 0 0 100.00

過年度 314,360 292,630 0 21,730 93.09

計 31,648,880 31,627,150 0 21,730 99.93

Ｒ3

H28

H29

H30

Ｒ4

Ｒ1

Ｒ2
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【意見】 

滞納者や関係する保育所等からの事情聴取により、滞納の理由が貧困や多重

債務等の可能性が否定できない場合には、社会福祉法人佐世保市社会福祉協議

会が佐世保市より委託を受けて実施している生活困窮者自立相談支援事業の

活用を進める（ことをマニュアルに盛り込む）など、積極的に滞納者の生活再

建、その後の回収を目指すべきである。 

   

５ ＡＩによる保育所利用調整 

（１）ＡＩ導入に至る経緯 

保育所の利用については、 

 

① 利用希望者が申請書を提出する 

② 佐世保市が選考を行い希望施設へ打診する 

③ 施設の回答を踏まえて佐世保市が通知書を作成する 

④ 通知書を利用希望者へ郵送する 

 

という過程を経る。 

預預金金
調調査査

貯貯金金
調調査査

給給与与
調調査査

生生命命保保険険
等等調調査査

売売掛掛金金等等
調調査査

互互助助会会費費
調調査査

預預貯貯金金
差差押押

給給与与債債権権
差差押押

生生命命保保険険
契契約約差差押押

平成29年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成30年度 230 115 0 0 0 0 22 1 0 0

平成31年度

（令和元年度）

令和2年度 111 180 12 0 0 0 50 0 2 0

令和3年度 85 82 19 3 1 1 29 0 2 2

令和4年度 65 58 0 4 0 0 8 0 0 0

滞滞納納処処分分実実績績
（（件件数数））

00 0

財財産産調調査査 差差押押

008 84 5 2 4

滞滞納納処処分分
のの執執行行停停

止止
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この一連の作業のうち、特に、入所選考作業については、公平性を確保

しながら入所選考基準に照らして行う必要があることから、子育て世帯

が多く住む地方自治体においては、選考に膨大な時間を要するなど大き

な負担となっていた。 

この問題点を解決するために、佐世保市では、従来、職員が手作業で行   

っていた保育所入所選考作業についてＡＩ（人工知能）を導入している。 

（２）ＡＩ導入のメリット 

ア 作業効率化 

上記のとおり、従来の入所選考は行政職員の手作業によって行われて

きたことから、膨大な時間を要していた。地方自治体によっては延べ１

０００時間以上を要するケースもあった。 

入所選考をＡＩに担わせることによって、作業時間の大幅な短縮が見

込まれ、職員の負担軽減、ひいては経費削減にも繋がるというメリット

がある。 

イ 公平性の確保 

従来の入所選考においては、意図せずとも行政職員の恣意的な判断が

なされる可能性を払拭できないという問題も存在していた。 

ＡＩを導入することによって、選考条件を元に恣意的な判断を入れる 

ことなく処理を行うことが可能になることから、入所選考の公平性を確

保することができるというメリットがある。 

ウ その他 

保育所入所選考の作業量が短縮されることによって、入所希望者の申

し込みから選考決定に至るまでの期間が短縮されることになるが、これ

は、保育所入所を希望する市民にとってのメリットということができる。 

（３）ＡＩ導入に対する保育所からの意見 

佐世保市内の保育所の園長らが集う会議（園長会議）において、近時、

─ 110 ─



111 
 

ＡＩ導入後の利用調整に関する話題が挙がっており、その内容としては、 

 

① 選考過程が不鮮明である 

② 恣意的な判断がなされているのではないか 

③ 柔軟な対応がなされていない 

 

など、総じて批判的なものであるとのことであった。また、同様の質問

が、「令和４年度佐世保市保育会」からもなされている。 

 

【評価】 

 保育所選考にＡＩを導入したことについては、職員の負担軽減に繋がるのみ

ならず、経費削減、申請から通知に至るまでの期間短縮など、行政サービスの

質向上にも資するものであることから、評価することができる。 

 

【意見】 

 保育所選考にＡＩを導入したことに対して批判的な意見が保育所から出て

いる点についても留意する必要がある。 

 まず、選考過程が不鮮明であるという点についてであるが、上記令和４年度

佐世保市教育会からの質問に対する佐世保市の回答によると、保育所選考の手

段がＡＩに変わっただけであり、内容は従来の利用調整と異なるものではない

とのことであった。佐世保市の回答が事実であるにも関わらず、選考過程が不

鮮明という意見が保育所側から出ているというのであれば、保育所側のＡＩへ

の理解不足が原因となっていることが考えられる。佐世保市としては、保育所

選考にＡＩを利用することの意義及びその手順・方法などについて、保育所を

含む関係機関に説明し理解を促すよう努めていただきたい。 

 また、保育所選考に際して佐世保市の恣意的な判断がなされているのではな
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いかという意見についてであるが、既に述べたとおり、ＡＩ導入のメリットの

一つに、行政側の恣意的な判断を排除し選考過程の公平性の確保をすることが

出来るという点がある。それにも関わらず、このような意見が保育所側からな

されていることについては、佐世保市としても重く受け止める必要がある。 

 確かに、ＡＩ自体は入力されたデータを選考基準に基づき機械的にアウト  

プットを行うのであるから、恣意的な判断を行うことはない。しかし、ＡＩを

利用する際の選考基準等のインプットが恣意的なものである場合、ＡＩはその

恣意的な選考基準を元に利用調整結果をアウトプットすることになる。それゆ

え、選考基準が恣意的なものとならぬよう細心の注意を払う必要がある。 

なお、保育所等からは、ＡＩ導入以前からも利用調整に際して恣意的な判断が

なされているのではないかとの疑念が挙がっているところである。佐世保市と

しても、そのような疑念を持たれることが無いよう、ＡＩ利用を含む選考過程

について保育所に対して十分な説明を行っていただきたい。 

さらに、保育所からこのような意見が挙げられる理由の一つとして、保育所

が重視している項目が選考基準において重要項目に設定されていないという

ことが考えられる。一例として、保育所へ事前見学に訪れてくれた世帯を優先

的に入園させたいという保育所側の要望があったが、入所前の事前見学の有無

という事実は選考基準となっていない。このような、選考基準に対する見解の

相違が、保育所側の不満に繋がっている可能性がある。選考基準については、

公平性を確保する必要があることは当然であるが、児童を受け入れる立場にあ

る保育所側の意見を尊重したうえで選考基準を設定することもまた重要であ

る。佐世保市としても、保育所側の要望も踏まえた選考基準の見直しをおこな

っていただきたい。 
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第２ 佐世保市における放課後児童クラブの設置状況 

 

 １ はじめに 

   放課後児童クラブとは、児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づき、

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対

し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び

及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る施設である。 

   なお、放課後児童クラブの詳細については「第５章 佐世保市における

具体的な取り組み」において論じる。 

 ２ 佐世保市における放課後児童クラブ 

   佐世保市における放課後児童クラブの一覧は以下の通りである。 

 

児児童童ククララブブ一一覧覧表表  

小小学学校校区区  児児童童ククララブブ名名  住住所所  電電話話番番号号  

宮 You キッズクラブ 城間町 305-2 59-2515 

三川内 
三川内児童クラ

ブ 

口の尾町 698（三

川内小学校内） 
30-8501 

広田 
第 1広田ハーモニ

ークラブ 
広田 1 丁目 33-2 38-3998 

広田 
第 2広田ハーモニ

ークラブ 
広田 1 丁目 33-2 38-3998 

広田 
第 3広田ハーモニ

ークラブ 
広田 1 丁目 33-2 38-3998 
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広田 
放課後児童クラ

ブそらいろ 
広田 1 丁目 37-23 38-8386 

花高 花高学童クラブ 
花高 1 丁目 269

（集会所） 
38-5811 

花高 花高学童教室 花高 3 丁目 2-7 38-0866 

花高 
めばえ学童クラ

ブ 
広田 1 丁目 27-22 39-4744 

花高 
学童教室花高コ

スモスクラブ 
花高 2 丁目 7-1 32-1404 

早岐 
光の子第 1学童ク

ラブ 
上原町 11-5 37-8361 

早岐 
光の子第 2学童ク

ラブ 
上原町 11-5 37-8361 

早岐 
こばと学童クラ

ブ 
早岐 1 丁目 3-6 55-6396 

早岐 
放課後児童クラ

ブそらいろ早岐 
早岐 2 丁目 41-65 090-6292-4508 

江上 とうめいキッズ 江上町 933-1 58-4011 

針尾 
第一学童クラブ

ぽーしゃな 
針尾西町 260-1 58-4344 

針尾 
第二学童クラブ

ぽーしゃな 
針尾西町 260-1 58-4344 
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黒髪 
キ ッ ズ ク ラ ブ

KURINOMI 
黒髪町 598-1 31-7412 

黒髪 
学童教室黒髪コ

スモスクラブ 
黒髪町 43-32 32-1404 

大塔 
もみじが丘児童

クラブ 

もみじが丘町 41-

11 
33-3301 

大塔 
大塔児童クラブ

いちにのさん 
日宇町 2896-1 80-3802 

日宇 
学童教室コスモ

スクラブ 
白岳町 148-5 32-1404 

日宇 
放課後児童クラ

ブそらいろ日宇 
日宇町 712 090-7536-2096 

天神 
愛和学童クラブ

天神教室 
天神 2 丁目 19-45 25-1520 

天神 
学童教室天神コ

スモスクラブ 
天神 5 丁目 28-16 32-1404 

港 
マミー学童クラ

ブ 
天神町 1193-4 34-4406 

港 
児童クラブいち

にのさん港 

天神町 1899 番地

4 
80-3802 

福石 
学童くらぶふら

っと 
大和町 205-7 59-6441 
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木風 
児童クラブ楓の

森 
木風町 696 番地 4 55-6753 

潮見 
みなとっ子児童

クラブ 
若葉町 13-10 31-3291 

白南風 
やまずみ児童ク

ラブ 
山祗町 9-32 31-7816 

小佐世保 ぼちぼちくらぶ 小佐世保町 18-1 22-9898 

祗園 
みっきー学童教

室 
高天町 6-4 23-5207 

祇園 
学童くらぶみら

いキッズ第 1教室 

祇園町 2-11ICCさ

せぼビル 1、2 階 
22-0086 

祇園 
学童くらぶみら

いキッズ第 2教室 

祇園町 2-11ICCさ

せぼビル 3 階 
22-0086 

山手 山手児童クラブ 折橋町 10-25 23-0832 

山手・清水 
児童クラブいち

にのさん山手 
折橋町 3 番地 11 80-3802 

春日 
きくのか学童ク

ラブ 

瀬 戸 越 4 丁 目

1401 番地 
080-6452-7123 

春日 
きくのか第 2学童

クラブ 

瀬 戸 越 4 丁 目

1401 番地 
080-6452-7123 

清水 あおぞらランド 
保立町 12-31（総

合教育センター
24-7811 
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敷地内） 

清水 
くすのき児童ク

ラブ 
保立町 12-9 090-8834-4502 

大久保 桜山児童クラブ 
東 大 久 保 町 212

（町内会集会所） 
23-3336 

金比良 
ことひら児童ク

ラブ 

御船町 364-5（児

童交流センター

ことひら内） 

080-5802-1845 

赤崎 赤崎児童クラブ 
鹿子前町 330（赤

崎小学校内） 
28-7887 

赤崎 
赤崎さんさんク

ラブ 
鹿子前町 917-1 070-2412-5910 

船越 船越児童クラブ 船越町 736-1 090-1513-5910 

日野 
日野きのこ学童

クラブ 

日野町 1308（日野

小学校内） 
080-8589-4671 

日野 
Happy ひの児童ク

ラブ 
日野町 858-9 55-3404 

相浦 信愛児童クラブ 新田町 254-10 47-6047 

相浦 相浦児童クラブ 
上相浦町 3-9（相

浦小学校内） 
47-8420 

相浦 
Happy あいのうら

児童クラブ 
木宮町 3-6 55-4431 
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相浦西 
相西きのこ学童

クラブ 

相浦町 794（相浦

西小学校内） 
59-8802 

相浦西 
相西きのこ第 2学

童クラブ 
相浦町 1035-1 090-5728-1488 

相浦西 
相浦ひまわり学

童クラブ 
相浦町 1889 47-3950 

中里 中里児童クラブ 
中里町 356（中里

小学校内） 
47-6113 

中里 なかざとキッズ 中里町 342 55-8178 

中里 
Happy なかざと児

童クラブ 
中里町 342 番地 2 55-5218 

皆瀬 
かいぜ学童クラ

ブ 
皆瀬町 106 40-6789 

大野 
ちあふるキッズ

ぽっぽ 
大野町 225-3 59-6710 

大野 
第 1がんばりクラ

ブ 
田原町 7-20 49-3006 

大野 
第 2がんばりクラ

ブ 
田原町 7-20 49-3006 

大野 
キ ッ ズ ク ラ ブ

ASOKAKITA 
田原町 203 番地 49-4822 

大野 さくらんぼ児童 大野町 20-2 080-3997-8873 
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クラブ 

柚木 柚木児童クラブ 柚木町 2372 番地 46-0484 

世知原 
世知原児童クラ

ブ 

世 知 原 町 栗 迎

104-17（世知原健

康館内） 

76-2144 

  

小佐々 
こさざ児童クラ

ブ 

小佐々町西川内

532-2 
68-3458 

楠栖 くすっ子クラブ 
小佐々町楠泊 526

（楠栖小学校内） 
090-9577-8450 

浅子 
あさごっこクラ

ブ 

浅子町 58（浅子小

中学校内） 
68-3546 

江迎 江迎児童クラブ 江迎町長坂 50-1 65-2415 

猪調 
江迎青い実幼児

園児童クラブ 

江迎町猪調 915番

地（江迎青い実幼

児園内） 

66-8822 

鹿町 鹿町っ子クラブ 
鹿町町深江 730-1

（鹿町小学校内） 
65-3311 

歌浦 歌浦児童クラブ 

鹿町町下歌ヶ浦

791-11（歌浦小学

校内） 

080-5278-4136 

吉井北 
しいのき児童ク

ラブ 

吉井町直谷 798-1

（しいのきの館
64-3230 
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内） 

吉井南 
放課後児童クラ

ブよしいのき 

吉井町前岳 27-3

（吉井南小学校

内） 

80-1150 
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第５章 佐世保市における具体的な取り組み 

 

 第１ 母子保健の推進と安心な育児環境の充実 

 

  １ 妊娠・出産等に関する知識の普及 

（１）幼児期から思春期における「いのちの教育」の推進 

佐世保市では、性に関する質問が多くなる幼児期に正しい性の知識

を伝える幼児向け性の健康教育「いのちのお話会」を実施している。 

ア 対象 

４歳児（年中児）とその保護者 

イ 日程 

各園から希望の日程の申込を受け、子ども保健課において日程調整   

を行う。日程が決まったのち、保護者等に園から案内を行う。 

ウ 内容 

ボランティアスタッフである「いのちのお話会実践スタッフ」が各園

に出向き、以下の内容の講話等を行う。 

（ア）幼児を対象とするもの 

① 男の子と女の子の体の違い・プライベートゾーンについて 

② いのちの誕生と大切さについて 

③ 胎児人形の抱っこ体験（１５分程度） 

   （イ） 保護者を対象とするもの 

    幼児向けの講話の後に、保護者向けの講話が行われる。 

エ その他 

「いのちのお話会」を実践するボランティアスタッフを養成するた

めに、全４回の研修を実施している。 

オ 実績 
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令和４年度の「いのちのお話会」の開催実績は以下のとおりである。 

 

 

開催場所 新・旧 開催日 開催時間 子ども 保護者 兄弟児

保育
士、幼
稚園教
諭等

満足度

1 佐世保中央保育園 旧 R4.6.8(水） 10：00～ 17 0 3

2 アトム保育園 旧 R4.6.10(金) 9：30～ 15 15 1 93.9

3 藤原幼児園 旧 R4.7.2(土） 9：30～ 21 11 1 3 97.3

4 かいぜ保育園 旧 R4.7.9(土） 10：00～ 19 15 4 93.5

5 世知原保育園 新 R4.7.20(水） 10：00～ 20 2 4 95.0

6 大黒保育所 旧 R4.1011(火） 9：30～ 16 8 1 2 90.0

7 大黒保育所 旧 R4.1012(水） 9：30～ 10 7 3 100.0

8 愛光保育園 旧 R4.9.30（金） 10：00～ 15 13 5 97.7

9 菫ケ丘幼児園 旧 R4.11.24（木） 10：00～ 13 4 3 100.0

10 菫ケ丘幼児園 旧 R4.11.25（金） 10：00～ 12 4 4 100.0

小計
（保育所）

158 79 2 32 96.4

11 桜の聖母幼稚園 旧 R4.6.3(金） 10：00～ 26 11 3 0 91.4

12 桜の聖母幼稚園 旧 R4.6.6(月） 10：00～ 27 11 0 2 96.8

13 花高幼稚園 旧 R4.6.17(金） 10：00～ 21 19 0 2 96.6

14 菊の香幼稚園 旧 R4.9.5(月） 10：00～ 16 12 3 2 95.0

15 御堂青い実幼児園 旧 R4.10.4(火） 10：00～ 14 4 0 3 95.0

16 御堂青い実幼児園 旧 R4.10.5(水） 10：00～ 11 5 0 5 92.0

17 東大野幼稚園 旧 R4.10.14(金） 10：00～ 13 6 3 1 90.0

18 江迎青い実幼児園 旧 R4.12.20(火） 10：00～ 17 4 5 100.0

19 江迎青い実幼児園 旧 R4.12.21(水） 10：00～ 17 4 3 100.0

20 松円幼稚園 旧 R5.1.17(火） 10：00～ 17 6 0 96.7

21 松円幼稚園 旧 R5.1.26(木） 10：00～ 15 4 2 2 97.5

22 早岐幼稚園 旧 R4.10.6（木） 10：00～ 14 5 0 3 99.5

23 早岐幼稚園 旧 R4.10.18(火） 10：00～ 13 2 1 3 100.0

24 歌が浦青い実幼児園 旧 R4.12.19(月） 10：00～ 14 5 3 98.3

小計
（認定こども園）

235 98 12 34 96.3

合計 393 177 14 66 96.4

令令和和44年年度度いいののちちののおお話話会会開開催催実実績績

認
定
こ
ど
も
園

保
育
所
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（２）ライフデザイン構築のための支援 

佐世保市では、市内の高校生や大学生等に対して、妊娠・出産等に関す

る医学的・科学的に正しい知識の普及活動などを通じ、ライフデザイン

の構築に係る意識啓発を行うとともに、母子健康手帳交付時や乳幼児健

康診査時において、それぞれの家庭の状況等を確認しながら、必要に応

じ、家族計画に係る指導・啓発を行っている。 

（３）食育による子育て支援 

   ア 我が国における食育の基本的な枠組み 

（ア）食育基本法 

食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来にわ     

たる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力のある社会の実現に寄 

与することを目的として、２００５（平成１７）年６月に公布、同年７

月に施行された。 

同法において、食育は、生きる上での基本であって、知育、徳育及び

体育の基礎となるべきものと位置付けられるとともに、様々な経験を

通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生

活を実践することができる人間を育てるものであると謳われ、食育の

推進に当たっては、国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、

「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に

付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践する

ことが重要。また、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っている

こと、「食」に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、

感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない、とされてい

る。 

（イ）食育推進基本計画 

２００６（平成１８）年から食育推進基本計画が策定されている。 

─ 123 ─



124 
 

２０２１（令和３）年３月には、食育推進会議において「第４次食育推

進基本計画」が策定された。同計画では、２０２１（令和３）年度から

おおむね５年間を対象とし、食育の推進に当たって取り組むべき新た

な重点事項（①生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、②持続可

能な食を支える食育の推進、③「新たな日常」やデジタル化に対応した

食育の推進）を規定している。 

（ウ）妊産婦や乳幼児に対する食育の推進 

厚生労働省では、２０２３（令和５）年３月に成育医療等基本方針（成

育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針）を

変更し、国民への啓発等を推進する「健やか親子２１」を成育医療等基本

方針に基づく国民運動として位置付けており、成育過程にある人や妊産

婦に対して、食育の取組を推進している。 
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イ 佐世保市における食育の取り組み 

食育推進の一環として、講師を招いて離乳食講座を実施している。 

 

 

 

【意見】 

新型コロナウイルス感染症の影響によるテレワークの増加等により、在宅時

間が増加するなど、家庭における食育の重要性が高まっており、農林水産省が

実施した意識調査においても、自宅で食事を食べる回数が増えたとの調査結果

がでている。 

地方自治体としても、食育の推進は重要な課題であるところ、佐世保市では、

食育推進の一環として離乳食講座を定期的に実施してはいるものの、施設のキ

ャパシティー等の問題もあり、親子を含めて毎回２０名程度の利用者数に留ま

っており、佐世保市としては、同講座をライブ中継する等オンラインでの受講
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を可能とする、同講座をアーカイブ化し佐世保市民が何時でも視聴することが

できるようにするなど、第４次食育推進基本計画の重点事項としても定められ

ている、「デジタル化に対応した食育の推進」を図り、食育活動の推進を目指す

べきである。 

 なお、農林水産省の意識調査によると、全世代を通じて一定割合がデジタ

ル技術を活用した食育の利用を行っており、インターネットを通じて料理 レ

シピや食に関する情報を取得していることが見て取れることから、佐世保市と

しても、ホームぺージやアプリを通じて、食育に関する情報を積極的に発信し

ていくことが有益であると考えられる。 
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２ 母子への切れ目ない支援と育児不安の軽減 

（１）安全で健やかな妊娠・出産への支援 

佐世保市では、安全で健やかな妊娠・出産への支援を行うため、以下の

事業を実施している。 

ア 産科医療機関等の各機関との連携及び情報共有 

（ア）概要 

妊娠中から出産後まで関わりが深い産科医療機関と行政が情報を 

共有しながら、妊婦・産婦に寄り添い、妊娠中～産後までサポートし、

児童虐待防止に努めている。 

（イ）内容 

市内の産婦人科医療機関３か所に対し、母子保健コーディネータ   

ーが毎月市内の各医療機関を巡回し、質問票の回収を行い、各医療機関

スタッフとの情報共有を図り、切れ目のない支援を行っている。 

具体的には、出産後４日目と１か月後に質問票（Ⅰ「育児支援チェ

ックリスト」Ⅱ「エジンバラ産後うつ病質問票、Ⅲ赤ちゃんへの気持

ち質問票）を対象者（産婦）に記入してもらい、産科医療機関スタッ

フにより対象者に聞き取りを実施、ハイリスク者を抽出し、支援が必

要なケースについて市に育児支援連絡票や情報提供書を提出してい

る。市の保健師・助産師による電話、家庭訪問等を実施し、情報提供

のあった産婦人科医療機関に支援方針を報告年に１回、産科医療機

関と市とで情報・報告会を実施している。 

（ウ）実績 

ａ 質問票回収数 
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年

度  

質問

票  

育児支

援  

連絡票  

情報提供

書  

R2 2227 53 53 

R3 2927 74 74 

R4 3592 69 69 

 

ｂ 支援方法 

 

年

度  

訪

問  

電話 /健

診  

 未把

握  

R2 50 3 0 

R3 64 9 1 

R4 58 9 2 

 

イ 不妊治療助成事業 

佐世保市では、不妊治療を行っている者に対する経済的支援を行って

いる。 

（ア）一般不妊治療助成事業 

ａ 概要 

不妊治療のうち、一般不妊治療（人工授精）について、特定不妊治療

同様、医療保険が該当せず１回の治療費が高額であることから、治療に

要する費用の一部を助成することにより、治療希望者の経済的負担の

軽減を図ることを目的として実施されてきた。 

２０１８年（平成３０）年より事業が開始し、年度ごとに治療費の二 
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分の一を補助（但し治療費１０万円（補助額５万円）が上限）していた

（所得制限７３０万円まで）。２０１９（令和１）年度からは治療費５万

円（補助額２万５千円）に減額され、２０２２（令和４）年度に一般不妊

治療に保険が適用されるに至ったことから、本事業は廃止となった。 

ｂ 助成件数 

本事業の助成件数は以下のとおりである。 

 

  Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

一般不妊治療 ６５ ８８ ６２ ６２ ０ 

（単位：件） 

 

ｃ 助成額 

本事業の助成額は以下のとおりである。 

 

  Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

一般不妊治療 1、447、355  1、954、545  1、071、595  1、092、910 ０ 

（単位：円） 

 

ｄ 事業実績（効果） 

２０２１（令和３年）度に一般不妊治療費の助成を受けて妊娠した

世帯の数は、１７世帯 （申請世帯数の２８．８％）であった。そのう

ち、特定不妊治療へ移行された世帯は２世帯で、一般不妊治療のみで

妊娠した世帯は１５世帯 （申請世帯数の２５．４％）となっている。 

公益社団法人日本産婦人科医会のホームページによれば、人工授

精における１周期あたりの妊娠率は５～１０％となっていることか

らすると、佐世保市の一般不妊治療による妊娠（母子手帳交付）の割
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合は比較的高い傾向にある。 

なお、特定不妊治療へ移行した５世帯のうち、妊娠した世帯は２世

帯（申請世帯数の４０．０％）であった。 

全体の助成額に対する母子手帳交付一世帯（妊娠に至った世帯）あ

たりの金額は７２、８６１円となっており、費用対効果は大きいとい

える。 

また、一般不妊治療助成申請者のうち母子手帳交付者数等は以下 

の通りである。なお、母子手帳の交付期間は各年度４月１日～翌年３

月３１日である。 

申請件数等の推移は以下の通りである。 

 

項目 単

位 

R３ R２  R 元 H30 

1 申請世帯数 件 59 55  83 57 

2 申請延べ件数 件 62 62  88 65 

3 助成額合計 円 1、092、

910 

1、071、

595 

 1、954、

545 

1、447、

355 

4 特定不妊へ移行した世帯数 件 5 7  17 7 

5 母子手帳交付世帯数（総計） 件 17 17  25 13 

6 母子手帳交付世帯数（一般不妊申請のみ） 件 15 15  16 11 

7 母子手帳交付世帯数（特定不妊申請あり） 件 2 2  9 2 

8 一般不妊治療費助成申請をした世帯（総数）

における母子手帳交付世帯数の割合 

％ 28.8 30.9  30.1 22.8 
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【意見】 

 一般不妊治療に保険が適用されることになったとはいえ、治療を希望する世

帯にとって経済的な負担となることは変わらない。佐世保市としても、本事業

は費用対効果の高いものであったとのことであるから、助成対象を厳選するな

どしたうえで、一般不妊治療に対する助成の継続を検討していただきたい。 

 

（イ）特定不妊治療助成事業  

a 概要 

不妊治療のうち、体外受精・顕微受精（特定不妊治療）については、医

療保険が該当せず１回の治療費が高額であることから、治療を諦めざる

を得ない世帯も少なくなかった。それゆえ、特定不妊治療に要する費用

の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とし

て実施されている。 

２００４（平成１６）年１０月から事業が開始され、以後、助成額や回

9 一般不妊治療費助成申請のみの世帯における

母子手帳交付世帯数の割合 

％ 25.4 27.3  19.3 19.3 

10 一 般 不 妊 治 療 から特 定 不 妊 治 療 へ移 行 した

世帯数の割合 

％ 8.5 12.7  20.5 12.3 

11 一 般 不 妊 治 療 から特 定 不 妊 治 療 へ移 行 した

世帯における母子手帳交付世帯数の割合 

％ 40.0 28.6  52.9 28.6 

12 助成額 合計 /母子手 帳交 付世帯 数（ 一 般不

妊治療のみ） 

円 72.861 71、440  122、

159 

131、

578 

13 助成額合計/申請延べ件数（一般不妊申請の

み） 

円 17、628 17、284  22、211 22、267 
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数の変更、年齢制限の設定、所得制限の撤廃等の改正を繰り返し、２０２

２（令和４）年度に特定不妊治療に対して保険が適用されるに至った。 

なお、２００４（平成１６）年より本事業は開始されたが、佐世保市が

本事業の実施主体となったのは佐世保市が中核市に移行した２０１６

（平成２８）年からである。 

２０２２（令和４）年度からの保険適用に伴い、助成制度は廃止された

ものの、２０２１（令和３）年度（２０２２（令和４）年３月３１日まで）

に治療を開始し、治療終了日が年度をまたぎ、２０２２（令和４）年４月

１日から２０２３（令和５）年３月３１までの間に治療終了となる場合

については、１回に限り従来の助成制度により対応を行っている。また、

２０２４（令和６）年度からは、保険適用外の先端医療について、新たな

助成制度を設ける予定である。 

ｂ 対象者 

本事業は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない

か又は極めて少ないと医師に判断され、指定医療機関において特定不妊

治療を受けた夫婦が対象となるが、法律婚のみならず事実婚の世帯であ

っても助成対象となる。所得制限も存在しない。なお、特定不妊治療を終

了した日に、夫婦の両方またはどちらか一方が佐世保市に居住している

必要がある。 

ｃ 助成内容 

① 夫婦が特定不妊治療のために要した費用（男性不妊治療を除く。）

に対して、３０万円（凍結胚移植（採卵を伴わないものに限る。）及

び採卵したが卵が得られない等の理由により中止した場合にあって

は、１０万円）、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が

４０歳未満であるときは４３歳になるまで助成回数１子ごと６回、

４０歳以上４３歳未満の場合は４３歳になるまで１子ごと３回を限
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度として助成する。 

② 男性不妊治療を行なった場合は、１回の治療につき３０万円（凍結   

胚移植を除く。）を限度として助成する。 

ｄ 助成件数 

本事業の助成件数は以下のとおりである。 

 

  Ｈ２８ H２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ R３ Ｒ４ 

特定不妊治療 １９４ ２２２ １９９ ２２０ １６５ ３０６ 80 

  

ｅ 助成額 

本事業の助成額は以下のとおりである。 

 

  Ｈ２８ H２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

特定不

妊治療 

33、163、

564 

38、172、

998  

34、331、

730 

38、379、

467 

31、731、

093 

64、990、

036 

16 、 400 、

000 

（単位：円） 

 

ｆ 事業実績（効果） 

２０２１（令和３）年度に特定不妊治療費の助成を受けて妊娠した世

帯の数は、８７世帯 （申請世帯数の４４．８％）であった。なお、男性

不妊治療の世帯のうち妊娠した世帯は存在しなかった。 

２０２１（令和３）年度は助成対象の拡大及び助成額の増加の影響に

より、件数・助成額とも増加したものの、母子手帳交付世帯数 （妊娠し

た世帯）の割合は前年度までと変わらず高いままであった。 

厚生労働省の資料によれば、体外受精（特定不妊治療）による出生 

の確率は１３．５％～２２．４％となっており、佐世保市の出生（母子
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手帳交付世帯数）の割合は高いといえる。 

全体の助成額に対する母子手帳交付一世帯（妊娠した世帯）あたりの

金額は７４７、０１２円となっており、費用対効果は大きいといえる

（２０２２（令和４）年度実績は集計中）。 

特定不妊治療助成申請者のうち母子手帳交付者数等は以下の通りで   

ある。なお、母子手帳の交付期間は各年度４月１日～翌年３月３１日ま

でである。 

 
 

項目 単

位 

令和３年

度 

令和２年

度 

令和元年

度 

平成 30

年度 

1 申請世帯数 件 198 116 145 132 

2 申請延べ件数（男性不妊を含む） 件 306 165 222 202 

3 ２のうち男性不妊治療の申請延べ件

数 

件 5 
1 4 4 

4 助成額合計 円 64、

990、036 

31、

731、093 

38、

379、467 

34、

331、730 

5 母子手帳交付世帯数 件 87 52 63 65 

6 男性不妊治療による母子手帳交付世

帯数 

件 0 
0 0 0 

7 特定不妊治療費助成申請をした世帯

における母子手帳交付世帯数の割合 

％ 43.9 44.8 43.4 49.2 

8 助成額合計/母子手帳交付世帯数 円 747、012 610、213 609、198 528、180 

 

【評価・意見】 

 特定不妊治療に対する助成制度は廃止となったものの、令和６年度から保険

適用外の先端医療についての助成制度を設ける予定であることは評価できる。 
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 しかしながら、先端医療に限らず、特定不妊治療は一般不妊治療と比しても

治療費が高額であり、保険適用後も治療を希望する世帯の経済的負担となって

いることは否定できない。佐世保市としても、費用対効果の高い事業であった

ということであれば、対象を厳選するなどしたうえで、保険適用外の先端医療

に限らず、保険適用の対象となる通常の特定不妊治療についても助成継続を検

討していただきたい。 

 

ウ 妊婦健康診査 

（ア）概要 

妊娠月週数に応じ妊婦健康診査を行い、妊婦の健康状態の把握、検査、

計測、保健指導などを実施することによって、異常の早期発見に努めて

いる。 

（イ）内容 

妊婦に対し、母子手帳交付の際に併せて受診券を交付し、妊娠週数に

応じて妊婦健康診査を行っている。その後、妊婦健康診査結果を集計し、

妊婦の健康状態を把握したうえで、妊娠期に多い合併症を踏まえた指導

等を行っている。受診券は１４回分配布されるが、２０２１（令和３）年

度より、多胎妊娠の妊婦には５回分追加の受診券が配布されている。 

（２）乳幼児健康診査の適切な実施 

ア 乳幼児健診 

佐世保市では、乳幼児を対象とする定期検診を行っている。 

（ア）４カ月児健康診査 

ａ 概要 

母子保健法に基づき、生後３～４カ月の乳児を対象に、乳児や保護者

の心身の異常を早期に発見し、健康の保持及び増進を図るとともに、育

児等の不安を解消すること、及び子育て支援調査票により虐待の予防
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や早期発見を行うことを目的に実施されている。 

ｂ 実施実績 

   ２０２０（令和２）年度から２０２２（令和４）年度までの健診回

数等の実績は以下の通りである。なお、集団健診が基本であるが、新

型コロナウイルス感染症の流行に伴い一部医療機関へ委託し受診して

いる（２０２１（令和３年）度：受診者１、６１７人のうち１６８人、

２０２２（令和４）年度：受診者１、５９３人のうち６３人）。 

 

項目  
R2 年

度  

R3 年

度  

R4 年

度  

健診回数

（回）  
45 45 48 

対象者数

（人）  
1833 1659 1633 

受診者数

（人）  
1760 1617 1593 

受診率（％）  96% 97.4% 97.6% 

 

（イ）１歳６カ月児健康診査 

ａ 概要 

母子健康法に基づき、乳幼児や保護者の心身の異常を早期に発見      

し、健康の保持及び増進を図るとともに、育児等の不安を解消する    

ことを目的としている。 

ｂ 実施実績 

   ２０２０（令和２）年度から２０２２（令和４）年度までの健診 

回数等の実績は以下の通りである。 
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項 目  
R2 年

度  

R3 年

度  

R4 年

度  

健診回数

（回）  
40 42 49 

対象者数

（人）  
1881 1639 1855 

受診者数

（人）  
1802 1561 1776 

受診率（％）  95.8% 95.2% 95.70% 

 

（ウ）３歳児健康診査 

ａ 概要 

乳幼児の発育発達及び家庭環境における問題等を早期に発見し、支

援につなげることで、３歳児の健全な育成を図ることを目的としてい

る。２０２０（令和２）年度からは、カウプ指数（乳幼児の肥満度を測

る指標）１８以上の乳幼児に対して小児肥満の指導を開始している。さ

らに、２０２２（令和４）年５月からは、屈折検査を導入し、幼児の弱

視・屈折異常の早期発見に努めている。 
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ｂ 実施実績 

   ２０２０（令和２）年度から２０２２（令和４）年度までの健診回

数等の実績は以下の通りである。 

 

項 目  
R2 年

度  

R3 年

度  

R4 年

度  

健診回数

（回）  
41 44 50 

対象者数

（人）  
1848 1470 2017 

受診者数

（人）  
1717 1332 1863 

受診率（％）  92.9% 90.6% 92.4% 

 

（エ）乳幼一般健康健診 

ａ 概要 

母子健康法に基づき、前期（生後 1～2 か月頃）・後期（生後 9～10 か

月頃）に、委託医療機関にて健診を受けることによって、乳児や保護者の

心身の異常を早期に発見することや健康の保持増進を図り、育児の不安

を解消することを目的としている。検診に際しては虐待の予防や早期発

見にも努めている。 

ｂ 内容 

健康診査の結果、精密検査を必要とする場合は、精密検査も無料で受

けることが可能となっている。委託医療機関で受診をするが、保健師は

委託医療機関の受診結果を確認し、必要に応じて母子のフォローも実施

している。 
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実施状況 

（ａ）実施状況（実数） 

  ２０２０（令和２）年度から２０２２（令和４）年度までの健診 

回数等の実績は以下の通りである。 

 

年度 
乳児健診受診

総数 

前期票（１～２か

月） 

後期票（９～10 か

月） 

令和 2 年

度  
3007 1614(88.0%) 1393(75.9%) 

令和 3 年

度  
2734 1458(87.9%) 1393(77.0%) 

令和 4 年

度  
2583 1381（81.4％）  1202（73.6％）  

                      （）は受診率 
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（ｂ）受診状況内訳（実数） 

 ２０２０（令和２）年度から２０２２（令和４）年度までの健診の 

結果は以下の通りである。  

 

（前期） 

 
受診

数  

異常な

し 

異常あ

り 

令和 2

年  
1614 1446 168 

令和 3

年  
1458 1310 148 

令和 4

年  
1381 1249 132 

 

（後期） 

 
受診

数  

異常な

し 

異常あ

り 

令和 2

年  
1393 1306 87 

令和 3

年  
1276 1191 85 

令和 4

年  
1202 1109 93 
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（ｃ）異常ありの内訳（延べ数）＊重複あり 

ⅰ ２０２０（令和２）年度 

 

（内訳） 

 

  要指導   要観察   経過観察中    要治療    治療中    要精密  

前期  後期  前期  後期  前期  後期  前期  後期  前期  後期  前期  後期  

合計  
6 6 45 61 97 12 12 2 17 1 12 14 

12 106 109 14 18 26 

 

（詳細） 

 

  

 要指導  要観察  
経過観察

中  
 要治療  治療中  要精密  

 
前

期  

後

期  

前

期  

後

期  
前期  

後

期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

小児科疾患  2 4 25 53 83 7 4 2 9 1 8 9 

眼科疾患    2 2   1    1 3 

皮膚科疾患  3  9 1 4  7  5  3  

外科疾患    1  2        

整形疾患  1 1 1  1        

耳鼻科疾患      1 2   2    

泌尿器科疾

患  
 1 7 5 6 3   1   2 
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ⅱ ２０２１（令和３）年度 

 

   （内訳） 

 

  要指

導 

  要観

察  

 経過観察

中  

  要治

療  

  治療

中  

  要精

密  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  
前期  後期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

合

計  

2 6 29 39 77 14 17 7 9 8 16 20 

8 68 91 24 17 36 

 

   （詳細） 

 

要指導  要観察  
経過観察

中  
 要治療  治療中  要精密  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  
前期  

後

期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

小児科疾患  2 5 18 32 71 13 3 3 6 3 4 9 

眼科疾患     1 1      1 4 

皮膚科疾患   1 2 1 2 1 14 2 3 3 4 1 

外科疾患    1  1      3  

整形疾患    1 1    1  1 1  

耳鼻科疾患    2        1  

泌尿器科疾

患  
  5 4 2   1  1 2 6 
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ⅲ ２０２２（令和４）年度 

 

   （内訳） 

 

  要指

導 

  要観

察  

 経過観察

中  

  要治

療  

  治療

中  

  要精

密  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  
前期  後期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

合

計  

4 3 35 46 72 27 11 1 4 4 15 26 

7 81 99 12 8 41 

 

  （詳細） 

 

要指導  要観察  
経過観察

中  
要治療  治療中  要精密  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  
前期  後期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

前

期  

後

期  

小児科疾

患  
2 3 21 43 56 20 3 1 1 3 9 8 

眼科疾患    2   2    1 1 9 

皮膚科疾

患  
2  7  5 2 7  3  1  

外科疾患     1   1    3  

整形疾患    1  1        

耳鼻科疾

患  
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泌尿器科疾

患  
  4 2 10 3     1 9 

 

（ｄ）精密検査結果表 

ⅰ ２０２０（令和２）年度 

 

（前期） 

 
異常な

し 

要観

察  

要治

療  

未受

診  

心雑音  1 2   

鼠径ヘルニ

ア 
 1   

母斑   1   

その他   3   

 計  1 7   

 

（後期） 

 
異常な

し 

要観

察  

要治

療  

未受

診  

貧血      

視力  3 2   

頭囲      

心疾患      

臍ヘルニア     

尿たんぱく 4   1 
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運動発達   1   

停留精巣      

体重  1    

その他      

        

計  
8 3  1 

 

ⅱ ２０２１（令和３）年度 

 

（前期） 

 
異常な

し 

要観

察  

要治

療  

未受

診  

心雑音   1 1  

鼠径ヘルニ

ア 
 1   

母斑    1  

その他  2 1 2 3 

 計  2 3 4 3 

 

（後期） 

 
異常な

し 

要観

察  

要治

療  

未受

診  

貧血  2  3  

視力  2 1   

頭囲      
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心疾患      

臍ヘルニ

ア 
    

尿たんぱ

く 
2 1   

運動発達      

停留精巣   3   

体重    1  

 

ⅲ ２０２２（令和４）年度 

 

（前期） 

 
異常な

し 

要観

察  

要治

療  

未受

診  

心雑音  2 1   

鼠径ヘルニ

ア 
    

母斑      

その他  1 1 1 1 

 計  3 2 1 1 

 

（後期） 

 
異常な

し 

要観

察  

要治

療  

未受

診  

貧血    4  
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視力  5 4  1 

頭囲      

心疾患  1    

臍ヘルニ

ア 
    

尿たんぱ

く 
2    

運動発達      

停留精巣    1  

体重  1 1   

その他  3 1 2 1 

計  12 6 7 2 

 

（３）家庭訪問による支援 

家庭訪問による支援については、ひとり親家庭の支援の箇所にて後述

する。 

（４）子どもに関する相談支援 

佐世保市では、子育て家庭の抱える様々な問題に対応するため、関係

施設や医療機関とも連携しつつ、相談体制を整えている。相談支援を担

う相談員の配置状況は以下のとおりである。 
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子ども子育て応援センター職員配置（２０２３（令和５）年４月１日現

在） 

 

 

（５）児童虐待の未然防止 

ア 児童虐待の定義 

児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児   

童を現に監護するもの)がその監護する児童(１８歳に満たない者)につ   

いて行う次に掲げる行為をいう（児童虐待の防止等に関する法律（児童

虐待防止法）第２条）。 

 

① 身体的虐待（同条第１号） 

児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える

こと。 

② 性的虐待（同条第２号） 

児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為 

相談員職種 配置状況 職種

保健師 3 保健師 子育ての相談、児童虐待の対応等、子ども家庭支援に関すること

（所長含む） 要保護児童対策地域協議会（個別ケース会議）の調整機関業務

社会福祉士 3 社会福祉士 子育ての相談、児童虐待の対応等、子ども家庭支援に関すること

要保護児童対策地域協議会（個別ケース会議）の調整機関業務

心理相談員 1 臨床心理士 児童の心理面、行動・情緒の問題等の相談に関すること

要保護児童対策地域協議会（個別ケース会議）の調整機関業務

家庭相談員 2 保育士等 児童・家庭の福祉についての相談指導に関すること

助産施設の利用相談に関すること、経済面に関すること

DV相談に関すること

教育相談員 1 教員免許 児童の教育、行動の問題等の相談に関すること

要保護児童対策地域協議会（個別ケース会議）の調整機関業務

母子父子生活支援員 1 看護師等 母子父子家庭の子育て、生活全般につていの相談に関すること

要保護児童対策地域協議会（個別ケース会議）の調整機関業務

正
規
職
員

会
計
年
度
任
用
職
員

業務概要
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をさせること。 

③ ネグレクト（養育放棄・怠慢）（同条第３号） 

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の 

放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様

の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 

④ 心理的虐待（同条第４号） 

児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する     

家庭における配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不

法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる

心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的

外傷を与える言動を行うこと。 

 

  イ 児童に対する虐待の禁止 

何人も、児童に対し、虐待をしてはならない（児童虐待防止法第３条）。 

ウ 児童虐待の通告義務等 

（ア）通告義務 

虐待を受けたと思われる児童又は児童虐待を発見した者は、速や

かに、これを市町村、または児童相談所に通告することが義務づけら

れている（児童福祉法第２５条１項、児童虐待防止法第６条１項）。

児童虐待の通告義務は守秘義務違反に優先し、児童虐待を告知する

ことは守秘義務違反には該当しない。 

（イ）秘密漏洩の防止 

児童虐待通告元の秘密を守ることにより、躊躇することなく虐待

の通告が行えるようにとの趣旨から、児童虐待の通告を受けた市町

村または児童相談所は職務上知り得た事項であって当該通告をした
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者を特定させるものを漏らしてはならないとの規定がある（児童虐

待防止法第７条）。 

エ 佐世保市における児童虐待防止の取り組み 

佐世保市では、関係機関向けに「佐世保市児童虐待防止マニュアル」

を策定し、児童虐待の未然防止に取り組んでいる。また、保護者等対し

ては、医師が監修した育児に関する冊子、厚生労働省作成の児童虐待防

止リーフレット、児童虐待防止啓発リーフレットなどを配布し、児童虐

待の未然防止に取り組んでいる。 

（ア）児童虐待防止マニュアルの概要 

ａ 児童虐待の背景 

同マニュアルでは、児童虐待はどの家庭でも起こり得るという  

前提のもと、児童虐待に至る背景を説明している。 

 

要因 内容 

保護者 

●妊娠そのものを受容することが困難（望まぬ妊娠、若年の妊娠） 

●新生児期や乳幼児期に長期入院等で離れて暮らした経験があり、子ども

との愛着形成が十分でない。 

●マタニティーブルーや産後うつ病等精神的に不安定な状況。 

●疾病や精神疾患、知的障がい、アルコール依存等で適切に養育できない。 

●子どもの発育・発達についての知識が乏しく、適切な養育ができない。 

●保護者自身が子どもの頃に虐待を受ける等、不安定な親子関係で育った

体験がある 

●きょうだい間の差別（特定の子どもにだけ拒否感を持つ）がある。 

●攻撃性や衝動性を抑制できない 
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子ども 

●慢性疾患、障がい、未熟児等で保護者が子育ての負担感やストレスを感

じやすい。 

●よく泣く、欲求が強い、よく動くなど、手がかかり、何らかの育てにく

さを持っている子ども 

●乳幼児期の子ども 

家族関

係 

●内縁者や同居人がいる家庭 

●未婚を含む単身家庭 

●子ども連れの再婚家庭 

●離婚、再婚、別居、夫婦不和、ＤＶなど不安定な状況にある家庭 

●転居を繰り返す家庭 

●親族や地域社会から孤立している家庭 

●失業、転職、借金などにより経済不安のある家庭 

●仕事上のストレスや人間関係がうまくいかない 

社会 

●子どもを完璧に育てなければという親へのプレッシャー 

●育児の負担が母親に偏っている 

●近所付き合いが希薄 

  

ｂ 早期発見のポイント 

子どもは虐待にあっている事を話さないことが多いため、周囲の大人

が気付くことが肝要である。また、子どもと保護者の受傷原因の説明が

異なる、保護者の外傷理由の説明が外傷所見と明らかに矛盾している、

保護者の説明が二転三転する、子どもが答えることを渋ったりごまかし

たりしていると感じる（親をかばっているか口止めをされている）場合

には特に注意が必要である。 

 

① 不自然な傷・あざ、特に特徴のある下記外傷所見に注意をする必要 

─ 152 ─



153 
 

がある。 

② 平手打ちによる皮下出血 

平手打ちされた部分のうち指と指の間に線条痕が残る。手の大きさ

にもよるが線条痕間の距離はだいたい２㎝くらいである。 

③ たばこ熱傷の跡 

直径が８㎜で境界鮮明な円形で中央部分に周辺部分よりも深い火    

傷が認められる場合は、たばこを押し付けられた火傷の可能性が高 

い。 

④ 水平線サイン 

熱した液体（沸騰している風呂等）に浸された場合、液体の上縁に 

一致して水平線が形成されて、熱傷の上縁を縁取る。  

⑤ 脱毛（抜毛） 

抜けた毛の毛根が発赤している、脱毛部分が腱膜下血腫によって膨    

隆している等の場合は、頭髪を引き抜かれたことによる脱毛が疑われ  

る。 

 

ｃ 児童虐待の発見から通告・支援 

幼稚園、保育所、認定こども園、学校などの関係機関が児童虐待を発見

した場合の流れは以下のとおりである。 

 

① 虐待の把握 

② 組織内への相談・報告 

③ 組織内での会議・協議 

※ この間、虐待の具体的な内容・写真・日時・子供の心身行動面の 

状況・登園登校状況・保護者の状況等の情報収集及び問題の分析を行

う 
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ここから、緊急性が高い場合は、 

④ 佐世保こども・女性・障害者支援センター（児童相談所（０９５６－

２４－５０８０））に通告を行う。 

緊急性が高くない場合には、 

⑤ 子ども子育て応援センター（０９５６－２５－９７０５）に通告し、

同センターから児童相談所へ送致される。 

 

ｄ 通告後の支援のながれ  

通告から支援までの流れは以下のとおりである。 
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ｅ 児童虐待対応 

（ａ）子どもから事実関係を聴取する際の留意点 

子どもから事実関係を聴取する際の留意点は以下の通りである。 

 

① 聴取のポイントについて関係者で事前によく協議をする。 

② 子どもが安心して話せる環境を作る。 

③ 質問ばかりにならぬよう、また、子どもの負担に留意する。 

④ 性的虐待が疑われる事案については、誰から何をされたのか

という点についてのみ尋ねる。 

  

（ｂ）聴取記録の方法 

   聴取記録の方法は以下の通りとされている。 

 

① 子どもが話したそのままの言葉を記録する。 

② けが等を発見した場合は、養護教諭や看護師による記録や、 

人権に配慮しつつ可能な限り写真撮影（ものさしなど目安になる

ものを一緒に撮り、大きさが確認できることが望ましい）や、大

きさ、色等の状態について記録する。 

 

ｆ 保護者への対応・支援 

子どもの安全を最優先に考えることが原則であるが、虐待している    

保護者を責めるだけでは虐待の解消に繋がらない。虐待をしている親     

が抱えている悩みや問題に寄り添い支援するという考え方が必要と 

なる。 

 

ｇ 在宅支援とモニタリング（見守り） 
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（ａ）意義 

モニタリング（見守り）とは、子どもが所属している機関や地域が 

日常での在宅支援を行う中で、虐待の状況に変化がないかを確認し

ていくことをいう。 

（ｂ）モニタリングの際の留意点 

子どもや家族の疾病、障害、経済的問題等、虐待の要因となる家族   

の問題への幅広い支援が必要となる。関係機関が予測される状況 

や役割分担の確認、情報交換を行いながら支援していくことが肝要

である。また、要保護児童対策地域協議会（要対協）個別ケース検討

会議の実施についての検討も行う。 

特に、幼稚園、保育所、認定こども園、学校など、子どもが所属す   

る各機関は、毎日、子どもと接する立場にあり、子どもとその家族の  

見守りをする中心的な機関となることから、緊急対応が必要な場合

は、子ども子育て応援センターや佐世保こども・女性・障害者支援セ

ンター（児童相談所）に速やかに連絡をする必要がある。これらの機

関は、子どもが安心して社会とつながることができる場所であり、保

護者が一番身近に相談できる存在であるなど、虐待の防止や予防に

おいても大切な役割を担っていることを意識する必要がある。 

ｈ 関係機関との連携の推進 

児童虐待の防止・解消に向けて、民生委員児童委員・主任児童委員、    

病院（かかりつけ医）、乳幼児健診の場、地域の子育て支援の施設等

の機関の協力が必要である。 

なお、２０１６（平成２８）年６月３日に「児童福祉法等の一部を  

改正する法律」（以下改正法）が公布され、改正法により新設された

児童福祉法第２１条の１０の５の規定が同年１０月１日に施行され、

これにより、同法第６条の３第５項に規定する要支援児童等と思わ
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れる者を把握した場合には、保健・医療・福祉・教育の連携の一層の

推進を図るよう明記されている。 

ｉ ＤＶと児童虐待 

２０１４（平成１６）年の児童虐待防止法の改正において、子ども 

の目の前で行われるＤＶは児童への心理的虐待であると規定されて

いる（児童虐待防止法第２条４号）。 

ＤＶ家庭で育った子どもは、緊張、不安や恐怖など、常にストレス   

状態の中で生活を強いられることにより、心理的被害を受けている状

態にあり、様々な心身の症状が表れることがある。子ども自身がＤＶの

巻き添えになり、追いつめられた母親から子どもへの虐待がおきてし

まうこともある。子ども自身が、自分の気持ちの表現や問題解決の手段

として暴力を使うことを学習してしまうこともある。 

ｊ 出産前後における支援 

（ａ）早期支援の重要性 

乳幼児への虐待を未然に防ぐためには、子育てに関する不安感や、不

安定な養育環境を早期に発見し出産前から継続的に支援することが大

切である。出産後の養育について出産前において支援をすることが特

に必要と認められる妊婦は「特定妊婦」として規定されている（児童福

祉法第６条の３第５項）。 

特定妊婦には、子ども保健課保健師を中心に要保護児童対策地域協    

議会を通して、関係機関と情報を共有、見守りをすることで産前、産 

後の切れ目ない支援を行っている。 

（ｂ）妊娠期から乳幼児期の支援制度 

① ままんちさせぼ（子育て世代地域包括支援センター） 

妊娠・産前産後・乳幼児期の子育ては不安や悩みが多い時期である 

ことから、母子保健コーディネーターとママサポーターが、電話相談
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や家庭訪問を行い、産前産後の子育て支援を行っている。 

② 産後ケア事業 

退院直後の母子に対して、乳房ケアや沐浴など専門的な支援を市内      

の産婦人科医療機関や開業助産師などがサポートする、訪問ケア、デ

イケア（３時間コース、７時間コース）、ショートステイなどの制度が

ある。対象となるのは出産退院後２か月以内の佐世保市民である。 

③ 子育て支援センターの巡回相談 

妊婦、乳幼児とその保護者を対象に、定期的に子ども保健課保健師  

が市内の子育て支援センターを巡回している。相談日、場所は佐世保市

役所ホームページから確認することができる。 

 

http://www.city.sasebo.lg.jp/kodomomirai/kodohoke/ikujigakky

u.html  

④ 佐世保市子ども安心ネットワーク協議会（要保護児童対策地域協議   

会） 

佐世保市では、子どもの諸問題に対する取り組みのため、教育分野 

で「佐世保市相談機関連絡協議会」を立ち上げ、関係機関の情報交換と

ネットワークを図ってきた。２０００（平成１２）年に児童虐待防止法

が施行されたことを契機に、同連絡協議会を、「佐世保市こども安心ネ

ットワーク」として発展させ、児童虐待の早期発見、早期対応のために

関係機関の連携強化に努めている。 

また、佐世保市こども安心ネットワークを、２００４年（平成１６）

年の児童福祉法の改正によって同法２５条の２第１項で定められる「要

保護児童対策地域協議会」として位置付けた。 

佐世保市こども安心ネットワークが有効に機能することにより、関   

係機関同士が積極的に情報提供、共有、共通理解を持ち、要保護児童、
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要支援児童、特定妊婦および家族についてのよりよい支援を行うことが

可能となる。 

同協議会は情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき

は、 関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な

協力を求めることができ（児童福祉法第２５条の３）、また、同協議会を

構成する関係機関等の職員等は正当な理由がなく協議会の職務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならないと規定されている（児童福祉法第

２５条の５）。 

⑤ 要保護児童対策地域協議会（要対協）個別ケース検討会議 

ⅰ 意義 

個別ケース検討会議は、児童福祉法２５条の２の１項に基づき設 

置される会議で、ケースに関わっている関係機関が、ケースの情報を

共有し、課題の整理と解決に向けた支援内容を検討するために開催さ

れる。援助方針を決定する必要のある時期や、家族の状況が大きく変

わった時、ケースによっては定期的に開催される場合もある。 

ⅱ 支援対象 

（ⅰ）要保護児童 （児童福祉法第６条の３第８項） 

要保護児童とは、保護者に監護させることが不適当であると認め   

られる児童又は保護者のない児童 (現に監督保護している者がい 

ない児童)ことを意味する。 

 

（具体例） 

・保護者が虐待している児童 

・保護者の著しい無理解又は無関心のため放任されている児童 

・保護者の労働又は疾病などのため必要な監護を受けることのでき    

ない児童 
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・知的障がい又は肢体不自由等の児童で保護者のもとにあっては、

十分な監護が行われないため児童福祉施設に入所して保護・訓

練・治療したほうがよいと認められる児童 

・不良行為（犯罪行為含む）をなし、又はなす恐れのある児童 

・孤児、保護者の遺棄された児童、保護者が長期拘禁中の児童、家     

出した児童等 

 

（ⅱ）要支援児童（児童福祉法第６条の３第５項）  

保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童。 

 

（具体例） 

・ 出産後、間もない時期(おおむね 1 年程度)に育児ストレス、  

産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって子育てに対し強

い不安や孤立感を抱える保護者とその児童 

・ 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭    

など、虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援が必要と認められ 

る保護者とその児童 

・ 乳幼児健康診査未受診の家庭で、その後の受診勧奨にも合理的理      

由なく受診せず、今後の支援を必要と判断される保護者とその児 

童 

・ 児童養護施設等の退所又は里親委託終了により、家庭復帰した後    

の保護者とその児童 

 

（ⅲ）特定妊婦 （児童福祉法第６条の３第５項） 

出産後の養育について出産前から特に支援が必要と認められる妊婦。 
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（具体例） 

・ 要保護児童や支援を養育しているなど、すでに養育の問題があ    

る妊婦 

・ 未婚又はひとり親で親族など身近な支援者がいない妊婦 

・ 妊娠の自覚がない、知識がない妊婦や出産の準備をしていない   

妊婦 

・ 望まない妊娠をした妊婦 、若年妊婦  

・ 精神障がい、知的障がいのある妊婦、アルコールや薬物依存の   

ある妊婦 

・ 経済的に困窮している妊婦  

・ 妊娠届の未提出、母子健康手帳未交付、婦人健康診査未受診  

受又は受診回数の少ない妊婦 

ⅲ 要保護児童対策地域協議会（要対協）開催のタイミング 

   要保護児童対策地域協議会は以下の事項が確認できた段階で適   

宜実施する。 

 

・複数の関係機関による支援が必要と思われる時（情報整理など 

同じ方向性で支援する必要がある時や対応に困難が生じている

時） 

・家族や児童の状況が大きく変化した時 

・進学、就園で所属先が変わり引き継ぎと共に新たな支援体制を構           

築する時 

・転居による所属機関の変更（転園、転校）の場合 

・通告等の新規のケースで複数の機関による情報交換や支援体制 

の確立が必要な時 

・児童養護施設等から退所して家庭に戻る時 
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・地域での見守り支援が必要な時 

ⅳ ケース会議の開催方法等 

ケースに関わっている機関が、必要性を感じた時、要保護児童対     

策地域協議会の『調整機関（子ども子育て応援センター）』に会議

の開催の依頼を行い、依頼を受けた調整機関は、日程調整及び関係

機関への会議出席の依頼を行う。ケース会議の進行方法としては以

下のような流れとなる。 

 

・司会を調整機関で行い、必要に応じ自己紹介を行う。 

・会議要請の機関の担当者が、ケースの概要を説明し、目的を確

認する。事例紹介の際は、事例となったきっかけ、事例概要、

これまでの経過、会議で検討してほしい事などを中心に約１０

分程度で簡潔に述べる。 

・各関係機関で、子どもや家庭の状況を報告し情報共有や虐待の 

重症度、緊急度等のアセスメントを行い、在宅支援の具体的な

方法、緊急時の対応等、支援計画を決定する。 

・各関係機関の役割分担を確認し、ケースの進行管理をする主担

当機関、情報の集約機関の確認を行い、その方法をどの時期ま

でに行えるかについても併せて確認し、次回の会議の時期につ

いて検討する。（会議は、おおむね 1 時間～1 時間半で終了す

る。） 

・会議内容は必ず記録に残す。 

 

また、児童福祉法第２５条の５各号に定められた者は、正当な   

理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら 

ず、同条に違反した場合、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰 
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金に処される可能性がある（児童福祉法第６１条の３）。 

ⅴ 児童虐待防止における各関係機関の役割 

（ⅰ）佐世保市子ども子育て応援センター（子どもの総合相談窓口） 

子ども子育て応援センターは、市町村における児童家庭相談業

務を行っている。概ね１８歳までの子どもや保護者・関係機関な

どの「子どもに関する総合窓口」を担っている。また、 「要保護児

童対策地域協議会」の事務局・調整機関としての役割も担ってい

る。 

同センターのスタッフとしては、①保健師、②心理相談員、③

教育相談員、④家庭相談員、⑤母子父子生活支援員、⑥母子父子

自立支援員が在籍している。 

同センターの相談内としては、育児不安や子どもとの関わり方、

子どもの発達、子どもの心・性格・行動に関すること、児童虐待

に関する相談・通告等がある。 

（ⅱ）佐世保こども・女性・障害者支援センター（児童相談所） 

児童相談所は、１８歳未満の子どもや家庭に関するあらゆる問

題について相談に応じる児童福祉行政の第一線機関であり、児童

福祉司や児童心理司、児童指導員、小児・精神科医等がチームに

なって相談に応じている。特に、児童虐待の対応については、市

とともに児童虐待の通告の受理機関であるとともに、より重篤な

ケースにも対応するために、立ち入り調査や一時保護、在宅指導

や施設入所の措置等、法的対応を含めた専門的支援を行うことが

可能である。 

また、児童相談所では、では、次のような援助（措置・支援）

を行っている。 
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・来所による児童福祉司の助言・指導、社会診断。児童心理司

による心理診断や精神科医による医学診断、カウンセリング

や心理療法、家族療法。 

・児童福祉司や福祉事務所・児童委員の家庭訪問等による在宅

指導。 

・医療・療育等を要する場合の関係他機関への紹介・斡旋。 

・一時保護による保護や治療・指導。 

・児童福祉施設への入所や里親への委託。 

・関係機関と連携し、地域での支援・見守り体制をコーディネ

ート。 

（ⅲ）民生委員・児童委員・主任児童委員 

日頃から子育てに関する相談に応じつつ、地域の子育て支援活

動への参加・協力を行いながら、子育て中の保護者へ地域活動へ

の参加を呼びかけるとともに、関係機関と連携を図りながら保護

者を支援することによって、虐待の発生を予防する。虐待を発見

した場合は、児童相談所や子ども子育て応援センターへ速やかに

通告し、早期発見に努める。 

また、民生委員児童委員を兼務する主任児童委員は、児童相談

所や子ども子育て応援センター、学校等の地域の児童福祉施設に

関する機関等と連携を図り、区域担当の児童委員との連絡調整に

努め活動をサポートする。 

さらに、要保護児童対策地域協議会（佐世保市子ども安心ネッ

トワーク協議会）の趣旨を理解し、個別ケース検討会議への参加

等、他の関係機関と協力して「見守り」等その家庭の支援を行っ

ていく。 

（ⅳ）幼稚園・保育所・認定こども園・学校等（児童福祉施設・学
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童保育等も含む） 

子どもたちが家庭から離れ、同年齢集団の中で、学び、遊び、

生活する場である幼稚園・保育所・認定こども園・学校等は、虐

待を発見しやすい場とも言える。保育士や教師など児童の福祉に

職務上関係のある者は虐待を発見しやすい立場にあることから、

児童虐待の早期発見に努める必要がある。実際に、虐待されてい

る子どもは、自分から「虐待されている」と訴えてくることはほ

とんどないことから、外傷等明らかな場合を除けば、保育士や教

師によって、子どもの雰囲気や様子から虐待が発見されることが

多い。子どもと身近に接する機会が多い保育士等は、虐待等を受

けた子どもや保護者へ寄り添い、継続した支援を行うことも期待

される立場にある。 

（ⅴ）教育委員会 

教育委員会は、幼児、児童、生徒の健全な成長を図るために、

学校、幼稚園、および関係機関と連携し、必要に応じて学校、幼

稚園への指導・助言を行っている。また、要保護児童や児童虐待

に関する教職員に対する研修等も行っている。 

（ⅵ）青少年教育センター 

いじめや学校のことで悩んでいる児童生徒や、不登校や生活態

度で悩んでいる保護者のために相談窓口を開設するとともに、社

会的自立・学校復帰に向けた支援を行う学校適応指導教室(あす

なろ教室)を開設している。 

（ⅶ）医療機関 

虐待を受けたと思われる子どもや特定妊婦と思われる妊婦を

発見した場合は、速やかに児童相談所や子ども子育て応援センタ

ーに通告する体制を整備している。子どもの身体的状況、保護者
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の言動等にも留意しつつ、児童虐待の早期発見に努める必要があ

る。 

（ⅷ）子ども保健課 

妊婦相談、乳幼児健康診査や育児相談等の母子保健事業におい

て、虐待のサインの早期発見に努めるとともに、保護者の不安や

訴えを受け止め、家庭環境等に配慮しながら、各関係機関と連携

する。 

虐待の早期発見のために、妊娠中や新生児期・乳幼児期の健診

等の情報（未受診の情報）は、重要な情報となることから、産婦

人科等関係機関との連携を密に行い常に支援できる体制をとっ

ている。また、妊婦や保護者が精神面で援助を要する場合にも、

障がい福祉課の保健師や精神科の医療機関等と連携して関与を

行う。健診等を糸口に家庭訪問や面接、相談を行い、子どもの安

全等状況確認を行うとともに保護者の子育ての大変さを受け止

め、寄り添い、育児不安が虐待へ移行しないように早期に介入支

援を行う。 

（ⅸ）地域子育て支援センター 

保育所や認定子ども園などに設置されており、地域の在宅の子

育て家庭に対する相談指導や育児支援、情報提供、親子の交流の

促進など住民に身近な子育て支援を行っている。保護者の孤立を

防ぐことにより、虐待の発生予防に努める。 

（ⅹ）警察 

家庭での子どもへの暴行・傷害・虐待事件として警察へ直接通

報される場合の他、家出・徘徊・万引き等の補導や電話相談の背

景に虐待がある場合も少なくないことから、保護・補導した子ど

もの安全が確保できない場合は、児童相談所と協議して、身柄付
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きの通告を行う。 

同様に、児童相談所の調査で重大な犯罪の可能性があると判断

した場合は、警察に通報や告発を行う場合がある。児童相談所に

よる子どもの安全確認・立入調査・一時保護の際、警察官が援助

する場合もある。 

ⅵ 子ども子育て応援センター新規相談件数内訳等 

令和４年度子ども子育て応援センターにおける新規相談件数及

び内訳は以下のとおりである。 
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また、令和４年度子ども子育て応援センターへの相談経路は以下のと

おりである。 

 

 

ⅶ 新規虐待件数の内訳等 

令和４年度の新規虐待相談の件数及び内訳は以下のとおりである。 
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令和４年度の新規虐待相談に対する対応の内訳は以下のとおりで

ある。 

 

 

ⅷ 全国・長崎県・佐世保市における経年的虐待相談件数推移 

児童虐待に関する相談件数推移は以下のとおりである。 

 

 

 

全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は以下のとおり
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である。 
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ⅸ 要保護児童対策地域協議会（個別ケース会議）実績 

要保護児童対策地域協議会個別ケース会議の開催実績は以下

のとおりである。 
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ⅹ 虐待通告対応状況（緊急受理会議実績） 

令和４年度における虐待通告対応状況（緊急受理会議実績）は以下

のとおりである。 

 

 

 

また、緊急受理会議後の対応状況は以下のとおりである。 

 

 

─ 172 ─



173 
 

児童相談所への送致件数等は以下のとおりである。 

 

 

 

 

【評価】 

佐世保市では、佐世保市児童虐待防止マニュアルを策定し、関係機関に児童

虐待防止に係る情報の周知を行っているが、これは、児童虐待の未然防止に

資する取り組みとして高く評価されるべきである。 

 こども基本法（２０２３（令和５）年４月施行）では、第３条３号及び同

４号では、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己

に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活

動に参画する機会が確保されること」（第３条３号）、「全てのこどもについて、

その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が

優先して考慮されること」（同条４号）が基本理念として掲げられており、児

童虐待対応においても、同理念は反映されなければならない。 

 佐世保市における乳幼児・児童の一時保護に係る権限は長崎県立の児童相
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談所が担っており、子どもの権利擁護の主体もまた長崎県であるが、こども

の意見表明権の確保については、「ままんちさせぼ」や「子ども子育て支援セ

ンター」を設置するとともに、今後、「こども家庭センター」の設置に向けて

取り組みを行っていくとのことであるが、これは独自の取り組みとして高く

評価されるべきである。 

 

【意見】 

改正児童福祉法においては、意見表明支援員の設置等に係る努力義務を都道

府県等に課している。もっとも、ここでいう都道府県とは各都道府県、政令指

定都市、児童相談所設置市を指すことから、佐世保市はその対象外である。 

 しかし、児童福祉法改正に係る第 208 回国会閣法第 49 号附帯決議（衆議院）

においても、「意見表明等支援事業が都道府県等の努力義務であるため、子ども

の意見等が適切に反映されないおそれがあることから、導入した自治体と導入

しなかった自治体を科学的に比較して効果測定を行い、適宜その仕組みを改良

していくこと。また、次期児童福祉法改正時に都道府県等の体制が整備される

よう、義務化を含め必要な見直しを検討すること」とされているように、今後

は、義務化も視野に検討が行われる予定であり、その対象が今後佐世保市のよ

うな中核市にも広がる可能性は十分に考えられることもさることながら、何よ

り、意見表明支援員の設置は、子どもの意見表明権の擁立に極めて有益である

と考えられることから、その設置を検討していただきたい。 

 なお、意見表明支援員の設置の際には、同付帯決議にも、「意見表明等支援員

が児童相談所、都道府県その他の関係機関から独立した立場で子どもの自由な

意見・意向の表明を支援することが可能となるよう、独立性及び守秘義務等の

必要な措置を講ずること」、「意見表明等支援員には専門的な知識や技術が求め

られることから、科学的な評価がなされているプログラムにより育成すること

とし、十分な資質を持つ者を活用すること」とあるように、意見表明支援員の
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独立性・専門性を確保できるような施策を実施していただきたい。 

 

オ 支援対象児童等見守り強化事業 

（ア）概要 

佐世保市では、子ども子育て官民連携事業（支援対象児童等見守り強化

事業）の一環として、相対的貧困家庭に対する支援を行っている。同事業

によって、ひとり親世帯等により支援を要する行政の関与を望まない家庭・

子どもに対し、アプローチが可能となり、孤立無援の家庭・子どもに対す

るセーフティーネットとしての役割を果たすことができる。また、不登校

児・生徒と一緒に登校する等、学校や行政では手の届かない支援が可能と

なる。加えて、孤立無援の家庭と地域をつなぐことが可能となる。 

（イ）事業の内容 

ａ 見守り対象 

① 要保護児童対策地域協議会の支援対象児童 

② 子ども食堂が把握している地域社会から孤立しているひとり親家  

 庭 

ｂ 見守りの方法 

子ども食堂での食事の提供、学習支援及び居宅への訪問を通じて子ど

もの状況を把握し、子ども未来部に報告を行っている。 

子ども食堂の運営については、「させぼ子ども食堂ネットワーク」に

業務委託を行っている。 

ｃ 見守り状況の報告内容 

対象児童名、対象児童の区分（未就学・小学生・中学生）、その他「佐

世保市児童虐待防止マニュアル」に記載されている児童観察ポイントを

参考にしつつ、気がかりな点を報告書に記載する。 

（ウ）実施状況 
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ａ 子ども食堂・食材提供等 

 

 

 

ｂ 要保護児童対策地域協議会の支援対象児童及び保護者への支援 
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ｃ ２０２２（令和４）年度子ども食堂利用者数等 
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ｄ 見守りの成果等 

（ａ）要保護児童対策地域協議会の支援対象児童と保護者について 

 

① 個別の悩みや相談に応じることで、今一番何に困っていて、何が 

必要か知ることができ、また、話を聞くことで、信頼関係を築くこと

ができる。 

② 行政サイドが訪問をしても、玄関先や外での対話しかできなかっ

た家庭でも、何度か訪問を重ねることで、家の中に快く招きいれられ
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るようになり、今まで知ることができなかった家庭の中の様子が、少

しずつわかるようになった。 

③ 家にひきこもりがちな子どもには、子ども食堂へ来るように促した

り、また不登校の子に対しては、一緒に付き添って学校へ行き、久しぶ

りに登校することができた。 

④ 家庭訪問へ行き、お年頃の女の子がいるご家庭には生理用品や顔の

パックなど届けて喜ばれている。（『生理の貧困』といわれるが、生理

用品は貧困世帯にとっては優先順位が低く、それよりも食料品の方が

必要で、あるに越したことはないといった感覚のようである。また、本

当に必要な場合でも、なかなか声に出して必要だと言えるものでもな

い。なので、訪問した家庭に女の子がいれば、意をくんで食料と一緒に

届けるように心がけている。とのことであった。） 

⑤ 月１回の訪問により、お互いの信頼関係を徐々に高めていくことが    

でき、行政では到底手の届かないきめ細やかな支援や援助ができてい 

る。 

（ｂ）子ども食堂が把握している地域社会から孤立しているひとり親家庭 

などについて 

 

① 子ども食堂ネットワークからの報告により、それぞれの地域で普段

から活動している各子ども食堂で、気になっている子どもたちの様子

を聞くことができた。 

② 報告があったうちのとあるケースは、障がい福祉課が既に関わって

いるケースではあったが、障がい福祉サービスにまでつながってはい

なかったので、再度応援センターから障がい福祉課へつなげた。 

③ 子ども食堂に来た母親について、本人も難聴で、子ども２人も難聴。

現在３人目の出産を控えているが、行政の介入をよく思っていない様

─ 179 ─



180 
 

子。子ども食堂へ来たときに、育児や出産の相談についてできる限り

の支援をしている。 

 

【評価】 

２０２２（令和４）年国民生活基礎調査の概況（厚生労働省）によると、子

どもの相対的貧困率は近年減少傾向にあり、２０１８年から２０２１年にかけ

て２．５％改善しているとのことである。もっとも、２０１８年から国民生活

基礎調査における可処分所得の計算方法が新基準に切り替わっていること、ま

た、ひとり親世帯の貧困率については未だに４４．５％と高い水準を維持して

いることからすると、我が国における相対的貧困問題が改善傾向にあると評価

することはできない。 

佐世保市におけるひとり親世帯の貧困率のデータは存在しないが、その比率

は決して低いものではないと推測される。そのような中で、子ども食堂等の実

施に対する支援事業を通じて、子どもの相対的貧困の改善に取り組んでいる点

は高く評価されるべきである。 

 

【意見】 

子ども食堂ネットワークの活動実績を見るに、継続して活動実績を積み重ね

ている事業者が存在する一方で、活動実績が乏しい事業者も存在する。その理

由としては、地域差、組織構成、開催回数等によってさまざまであると推測さ

れ、単純な比較ができるものではないものの、佐世保市におけるひとり親世帯

の総数からすると、潜在的なニーズを十分に汲み取れていない可能性が高い。

また、月に１回程度のみ子ども食堂を開催している事業者もあり、そもそも受

け皿としての絶対数が不足しているのではないかという懸念もある。 

子ども食堂の広報方法についても、させぼ子ども食堂ネットワークがパンフ

レットを作成し広報活動を行っている様子は伺われるものの、その他に特段の
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広報活動を行っていないというのであれば、相対的貧困に陥っている子どもや

保護者に対して十分な周知がなされているものとは評価し難い。佐世保市とさ

せぼ子ども食堂ネットワークとは業務委託関係にあることから難しい側面が

あることも理解できるが、佐世保市としてもひとり親世帯に対して上記パンフ

レットを配布する等の積極的な広報活動を行うことや、させぼ子ども食堂ネッ

トワークによる広報活動に対する経済的な支援を行うことなどを検討のうえ、

これまで以上に、支援を必要とする相対的貧困世帯に対する周知を行っていた

だきたい。 

 

（６）ひとり親家庭等の自立促進 

佐世保市では、ひとり親家庭等の自立促進のための各種施策を実施し

ている。 

ア 生活支援 

（ア）保育所への優先入所 

佐世保市では、保育を必要とする事由に応じて点数を付与し、その点

数が高い者を優先的に入所させるという制度を採用している 

ひとり親世帯であるという事実は２６点の加算事由となっている。 

 

【評価・意見】 

上記のとおり、ひとり親世帯であることによって２６点の加算となるが、

これは、他の加算事由、一例として、「主として生計を維持する者の失業（求

職活動中）により、就労の必要性が高い場合」の加算点数が６点であること

からすると、保育所入所の可能性が格段に高くなるといえる。これは、ひと

り親世帯の自立促進のための施策としては効果的なものと評価できる。 

しかしながら、保育所入所の必要性がある世帯はひとり親世帯に限られ   

ないのであるから、加算の点数について見直しの要否を検討するとともに、
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仮に維持するとしても、上記のように、ひとり親世帯を優遇している点につ

いては十分に説明がなされるべきである。 

 

（イ） 病児保育 

佐世保市では、児童が発熱等急な病気になった場合、小児科に併設さ

れた専用スペースにおいて、保育士等が一時的に保育する事業を実施

している（法的根拠は児童福祉法第６条の３第１３項）。 

ａ 概要 

小学６年生までの児童が、当面症状の急変は認められないが、病気 

中又は病気の回復期にあり、保護者が就労等の理由のため自宅で保育

することが困難な場合に一時的に保育を行うものである。 

         国の基準では病院や診療所、保育所等に付設された専用スペースに

おいて、市町村が適当であると認めた場合に実施できるとされている。

佐世保市においては、発熱等の様々な病気の子どもに対し、安全で適切

な処遇を確保するためには、医師の配置及び医療機関との協力体制な

どを常時確保できることが望ましいと判断しており、現在、小児科に病

児保育室を併設する形で事業を実施している。 

また、前日までの予約が必要であり、当日キャンセルが出れば、当日    

でも利用可能である。 

 

【意見】 

利用には前日までの予約が必要としているが、子どもが当日の朝に発熱して

いる場合も多々あるし、当日利用したい場合はキャンセルの有無を小児科に電

話で問い合わせなければならないというのは、保護者にとって見通しが立たず

使い勝手が悪いと考えられる。空き状況の照会や、予約・キャンセルについて

ＩＣＴ化を進めるべきである。   
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ｂ 対象疾患 

  対象となる疾患は以下の通りである。 

 

①感冒、消化不良症（多症候性下痢）等、乳幼児が日常罹患する疾病 

②麻しん、水痘、風しん等の感染症疾患 

③喘息等の慢性疾患 

④熱傷等の外傷性疾患 

 

ｃ 開所時間 

開所時間は午前８時３０分から午後６時００分までとなっている。 

ｄ 休日 

日曜・祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、その他休診日は   

休日となっている。 

ｅ 利用料 

１日あたり２，０００円（兄弟同時利用の２人目以降の児童又は連

続４日目以上利用の１子目は１，０００円 別途連絡票料５００円）

となっているが、市内居住者は利用者の所得及びその他により減額制

度がある。 

（例） 

① 生活保護世帯、非課税世帯  

２０００円減額 

② 兄弟同時利用の２子目以降の児童又は連続４日目以上利用

の１子目  

１０００円減額 
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ｆ 対象施設 

  病児保育を行っている施設は以下の通りである。 

 

施設名 住所 開設年月 利用定
員 

いけだ小児科病児保育室 万徳町 8−15 平成 26 年 4 月 ８人 

かんべ小児科病児保育室 ⽊宮町４−８ 平成 12 年 10
月 ６人 

病児保育ひよこハウス 
(くすもと小児科) 稲荷町 20−10 平成 17 年 4 月 ５人 

さいくさ小児科病児保育室 権 常 寺 一 丁 目 10
−8 

平成 12 年 10
月 ４人 

病児保育室 Teddyʼｓ 
（やまさきこどもクリニッ
ク） 

吉岡町 1747−5 令和 2 年 5 月 ９人 

       ※受入可能人数については、当日の病児の病状、職員数により変動する可能性がある。 
※保育所等の利用児童以外であっても、保護者の就労等の理由により自宅での保育が         

困難な場合は、保育室の当日の空き状況、職員の配置状況等により受け入れている。 
 

ｇ 設置基準・職員配置基準 

（ａ）実施施設の基準 

  実施施設の基準は以下の通り定められている。 

 

① 4 人以上の児童を受け入れるための機能を備えた施設 

② 保育室、観察室、調乳室など専用または兼用施設を備えた施設 

③ 医師の配置及び医療機関との協力体制等を常時確保している 

施設 

 

（ｂ）職員配置基準 

   職員配置の基準は以下の通り定められており、看護師等及び保育

士をともに配置することが必要である。 
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① 看護師等：利用者＝１人：おおむね１０人 

② 保育士 ：利用者＝１人：おおむね３人 

 

ｈ 病児保育事業利用状況 

  ２０２２年（令和４年）度の病児保育事業の利用状況は以下の通り

である。 
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ｉ 病児保育利用に関する市民向けアンケート結果 

以下は、２０１８（平成３０）年に市が実施した市民向けのアンケート

の内、子どもが病気の際の対応についての問いと回答のデータを抜粋し

たものである。 
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（佐世保市子ども・子育て支援に関するアンケート結果報告書より抜粋） 

 

【意見】 

子どもが病気やけがで保育所等を休んだとき、母親が仕事を休んで子どもを

みたが７０．７％、父親が仕事を休んで子どもをみたが１８．６％、いっぽう

病児保育等を利用したは８．２％にとどまっている。さらに、仕事を休んだ父

母の内、病児保育の存在を知っていたと回答した人は９４．３％に上る。つま

り、ほとんどの人が病児保育の存在を知っていたが使わずにあえて仕事を休ん

だということであり、病児保育の利用には消極的であることがうかがえる。そ

の理由としては、他の病児とともにすごすことで新たな感染症等にかかるおそ

れがある、病気の子どもを慣れていない場所に預けることに抵抗があるといっ

た理由が考えられる。 

 保育所等を利用していて子どもの病気のため仕事を休んだ親は８４．６％に

ものぼっているところ、仕事を急に休まなければならないことが、乳幼児を育

てる親が仕事をする上で、もしくは就職活動をする上で大きな障壁になってい

ることは周知の事実である。病児の急変にも対応できるように小児科併設型の

病児保育事業を行っているとのことであるが、保護者の多数がこれを利用せず

仕事を休んでいるという状況は改善されるべきである。 

たとえば、現在佐世保市のファミリーサポートでの病児の預けは不可である
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が、国によりファミサポでも病児を預けられる強化事業が行われている。この

事業の内容や結果等を参考にされ、佐世保市においても訪問型病児保育事業の

実施を検討されたい。一方、国としては働き方改革により子の看護休暇の取得

を進めており、子どもが病気の場合は、可能な限り当該休暇を取得できること

が理想であるから、子どもが病気の時に親が家で子どもをみつつリモートワー

クが可能となるように、広報を通して企業に働きかけを行うことも検討された

い。 

 

（ウ）子育て短期支援事業 

佐世保市では、保護者が疾病、疲労その他の身体上、もしくは精神上ま

たは環境上の理由により、児童を養育することが困難になった場合や、

経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に

利用できるよう支援事業を行っている。 

a 事業概要 

（ａ）事業の目的 

児童を養育している家庭の保護者が疾病等の理由により、一時的に養

育困難となった場合に、児童養護施設等において一定期間、保護・養育す

るもの。 

（ｂ）利用要件 

① 疾病 

② 育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上 

の理由 

③ 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由 

④ 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事 

 由 

⑤ 仕事等で保護者が夜間又は休日不在になる場合 
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（ｃ）事業の種類 

  ① 短期入所生活援助事業（ショートステイ事業） 

    児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童を対象に、宿泊を伴   

うもので、施設で一時的に保護・養育を行う（原則７日以内で、佐世 

保市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範

囲内で延長することができる）。 

  ② 夜間養護等事業（トワイライトステイ事業） 

保護者の仕事等が夜間又は休日となる家庭の児童を対象に、宿泊を   

伴わず、施設において生活指導や、食事の提供を行う（令和元年度か  

ら休日預かりを開始している。 

（ｄ）事業の実施方法 

  ① 利用希望者は市へ申請し、市が決定を行う。 

  ② 事業者は市から委託を受け、市が決定を行う。 

  ③ 事業者は保護・養育終了時に市へ実績報告を行い、委託料及び負担

金について、それぞれ市及び保護者へ請求する（基準額は下記図参照）。 

  ④ 事業者が児童を学校等へ送迎した場合、１日あたり１８６０    

円の委託料を支払う。 

（e）基準額 

  子育て短期支援事業基準額は以下のとおりである。 
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(f) 事業実績 

子育て短期支援事業の過去５年間の事業実績は以下のとおりである。 

 

 

 

【意見】 

 子育て短期支援事業の過去５年間の利用実績によると、ショートステイ事業

の「令和２年度生活保護等世帯２歳児以上」において顕著であるが、例年、利

用者数と延べ人数に相当程度の乖離があり、一部の利用者が複数回に渡って支

援事業を利用しているため、実際の利用者は少数に留まる事が伺える。また、

トワイライトステイ事業についても、令和３年度は全世帯を通じて利用者数が

０人であるなど、利用者が例年ごく少数に留まっていることが伺える。 

 その理由としては、制度の周知不足、利用に至るまでの手続きの煩雑さ、他

の類似サービスの存在など種々想定されるものの、ショートステイ事業及びト

ワイライトステイ事業の内容は、宿泊を伴う預かりの実施など、ファミリーサ

ポートセンター等他の類似サービスには無い特色を備えていることから、潜在

的ニーズは決して低く無いものと考えられる。佐世保市としても、子育て短期

支援事業の利用者数が低い水準に留まっている理由を分析したうえで、子育て

支援を必要とする世帯が同事業を活用できるよう取り組んでいただきたい。 
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（エ）経済的支援 

ａ 児童扶養手当 

後述のとおり。 

ｂ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

（ａ）概要 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助 

長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的とした、修学資

金などの貸付制度である。 

（ｂ）貸付対象 

① 佐世保市内に居住していること 

② 児童扶養手当を受給しているか、同程度の経済状況であるこ   

 と 

③ 原則として、税や過去に貸し付けた福祉資金の滞納がないこ 

 と 

④ 返済の意思及び能力があると認められること 

⑤ 連帯保証人 

・原則として同一生計に属せず佐世保市内在住の人で、保証意  

思のある人 

・貸付時に６０歳以下で、償還終了時に７０歳までの人 

・原則として、税や過去に貸し付けた福祉資金の滞納がない人 

（ｃ）償還 

償還開始前に、償還開始のお知らせが送付される。借受人が滞納 

された場合には、連帯借受人及び連帯保証人に対しても請求が行わ

れる。 
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貸付金一覧は以下の通りである。 
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佐世保市における貸付実績は以下の通りである。 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 貸付実績 （単位：円）

区　　分

新　規　分 継　続　分 合　　　　計 新　規　分 継　続　分 合　　　　計 新　規　分 継　続　分 合　　　　計

資金種別 人員 金　　額 人員 金　　額 人員 金　　額 人員 金　　額 人員 金　　額 人員 金　　額 人員 金　　額 人員 金　　額 人員 金　　額

事業開始資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　個人分 0 0 0 0 0 0

  団体分 0 0 0 0 0 0

事業継続資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　個人分 0 0 0 0 0 0

  団体分 0 0 0 0 0 0

修学資金 25 7,346,137 21 7,438,566 46 14,784,703 6 3,824,642 36 10,801,148 42 14,625,790 4 1,794,990 27 8,608,076 31 10,403,066

　高校分 16 3,080,655 13 4,181,916 29 7,262,571 1 340,980 22 6,101,090 23 6,442,070 2 751,992 15 4,401,360 17 5,153,352

　専修分 0 0 0 0 2 1,042,998 5 1,334,628 7 2,377,626

　高専・大学分 9 4,265,482 8 3,256,650 17 7,522,132 5 3,483,662 14 4,700,058 19 8,183,720 7 2,872,088 7 2,872,088

　大学院分 0 0 0 0 0 0

技能習得資金 7 3,729,440 0 0 7 3,729,440 1 703,000 0 0 1 703,000 1 565,000 0 0 1 565,000

　一般分 1 276,000 1 276,000 0 0 0 0

　一括分 6 3,453,440 6 3,453,440 1 703,000 1 703,000 1 565,000 1 565,000

　特別分 0 0 0 0 0 0

修業資金 0 0 4 2,340,792 4 2,340,792 0 0 0 0 0 0 1 816,000 0 0 1 816,000

　一般分 4 2,340,792 4 2,340,792 0 0 1 816,000 1 816,000

　特別分 0 0 0 0 0 0

就職支度資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　一般分 0 0 0 0 0 0

　特別分 0 0 0 0 0 0

医療介護資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　医療分・一般分 0 0 0 0 0 0

　医療分・特別分 0 0 0 0 0 0

　介護分 0 0 0 0 0 0

生活資金 2 1,560,000 0 0 2 1,560,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　一般分 0 0 0 0 0 0

　技能分 2 1,560,000 2 1,560,000 0 0 0 0

住宅資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　一般分 0 0 0 0 0 0

　特別分 0 0 0 0 0 0

転宅資金 1 228,493 0 0 1 228,493 1 184,600 0 0 1 184,600 0 0 0 0 0 0

就学支度資金 16 4,124,123 0 0 16 4,124,123 8 2,795,034 0 0 8 2,795,034 3 323,880 0 0 3 323,880

　小・中学校分 0 0 0 0 0 0

　公立高校分 3 357,877 3 357,877 0 0 1 123,880 1 123,880

　私立高校分 6 1,490,756 6 1,490,756 2 514,544 2 514,544 0 0

　専修分 0 0 0 0 2 200,000 2 200,000

　高専分 0 0 0 0 0 0

  国公立大学分 1 348,500 1 348,500 0 0 0 0

　私立大学分 6 1,926,990 6 1,926,990 5 2,065,890 5 2,065,890 0 0

　国公立大学院分 0 0 0 0 0 0

　私立大学院分 0 0 0 0 0 0

　修業施設分 0 0 1 214,600 1 214,600 0 0

結婚資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　計 51 16,988,193 25 9,779,358 76 26,767,551 16 7,507,276 36 10,801,148 52 18,308,424 9 3,499,870 27 8,608,076 36 12,107,946

令和3年度貸付状況 令和4年度貸付状況令和2年度貸付状況
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【意見】 

母子父子寡婦福祉資金貸付を受けるためには連帯保証人が必要となってい

る。税金を原資とする貸し付けであり、回収可能性を高めるためにも連帯保証

人を求めること自体は適切であると考えられるが、連帯保証人を佐世保市内在

住の者に限る必要性はないので、条件から除外すべきである。 

 

【意見】 

連帯保証人の条件として貸付時に６０歳以下で、償還終了時に７０歳までの

人である必要とされている。しかしながら、平均寿命の長さや高齢者の就労が

増えている昨今の状況からすると、貸付時・償還終了時の年齢上限が厳格に過

ぎることから、年齢の上限の引き上げを検討すべきである。 

 

（オ）福祉医療費 

病院や薬局にかかった際に支払った医療費の一部を助成する制度

（福祉医療費制度）のうち、ひとり親世帯に対する２０２２（令和４）

年度支給実績は以下のとおりである。 

 

（カ）就業支援  

佐世保市では、ひとり親家庭の母または父の経済的な自立を支援する

件数 支給額 ①件数 ②支給額 ①件数 ②支給額 ①件数 ②支給額 ①件数 ②支給額 ①件数 ②支給額

⼊院 118 4,591,026 146 5,152,657 116 3,996,487 104 3,447,111 109 4,016,293 129 4,566,490

通院 19,196 41,235,783 18,296 40,769,071 19,389 42,342,967 19,092 41,695,410 24,751 52,845,702 22,125 48,533,099

⼊院 61 1,735,600 84 2,530,642 96 3,450,998 98 3,377,829 101 3,549,873 78 3,178,073

通院 14,288 23,514,200 13,484 21,173,219 14,157 22,697,380 13,498 21,714,307 14,306 24,062,207 17,431 28,410,067

（市単） 63 120,033 34 69,590 58 92,090 52 78,730 87 90,418 129 237,390

⼊院 10 896,060 1 23,430 5 229,885 6 230,815 10 541,090 10 325,099

通院 871 1,964,897 920 2,094,130 967 2,256,121 987 2,345,515 1,090 2,452,526 1,045 2,575,040

⼊院 9 504,891 6 205,109 7 321,742 7 321,742 19 541,195 1 80,308

通院 631 1,465,847 579 1,041,740 640 1,332,070 632 1,312,480 511 1,254,554 691 1,495,908

35,247 76,028,337 33,550 73,059,588 35,435 76,719,740 34,476 74,523,939 40,984 89,353,858 41,639 89,401,474

寡婦 ⼊院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35,247 76,028,337 33,550 73,059,588 35,435 76,719,740 34,476 74,523,939 40,984 89,353,858 41,639 89,401,474

※R４予算不⾜額については流⽤予算で対応

福祉医療費　年度別支給実績

令和2年度予算 令和４年度予算　 令和４年度決算　

⼦

⼩計

総合計

令和2年度決算　 令和3年度決算　

⺟

⼦

⽗

令和3年度予算　
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ための事業（母子家庭等自立支援事業）を実施している。 

ａ 高等促進給付金等 

（ａ）概要 

就業に結びつきやすい対象資格を取得するため、修業年限１年以    

上の養成機関で修業している場合、修業期間中の生活の負担軽減の   

ために給付金を支給する制度（４年間上限）。市民税非課税世帯には 

月額１００，０００円を支給し、市民税課税世帯には月額７０，

５００円を支給する。（修業期間の最後の１２ケ月は４万円加算あ

り。） 

修業を終えた者には、修了支援給付金を市民税非課税世帯は、５

０，０００円、市民税課税世帯に２５，０００円支給する。本事業

にかかる費用のうち４分の３は国庫からの補助金で賄われている。 

また、コロナ禍による国の経済的緊急支援として２０２１（令和   

３）年度に対象資格が拡充され、修業期間６ケ月以上の訓練及びデ   

ジタル分野（シスコシステムズ認定資格、ＬＰＩ認定資格など）等  

の民間資格も対象となった（２０２２（令和４年）度も事業継続）。 

（ｂ）対象者 

以下の全ての要件を満たす者である。 

 

① ２０歳未満の児童を扶養し、児童扶養手当の支給を受けている    

か又は同様の所得水準にある母子家庭の母、父子家庭の父 

② 養成機関において１年以上のカリキュラムを修業し、対象資格 

の取得が見込まれる者 

③  「就業又は育児」と「修業」の両立が困難であると認められる 

 者 

④ 過去に当該給付金の支給を受けたことがない者 
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（ｃ）対象資格（２２種） 

   対象資格は以下の２２種類ある。 

 

看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、准看護  

師、柔道整復師、はり師、きゅう師、栄養士、管理栄養士、歯科衛生

士、社会福祉士、精神保健福祉士、美容師、言語聴覚士、助産師、保

健師、理容師、歯科技工士、臨床検査技師、調理師 

 

ｂ 自立支援教育訓練給付金 

（ａ）概要 

就業に必要な資格を取得するため、受講前に市が指定した対象講座   

について、受講修了後に受講に要した経費の一部を給付する制度。 

対象講座受講経費の６０％（ハローワークから２０％の一般教育

訓練給付金が支給される場合はその差額）に相当する額を支給する。

（一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付対象の場合は最大

２０万円。専門実践教育訓練給付対象の場合は修学年数×４０万円、

最大１６０万円。いずれも下限１万２００１円）。本事業にかかる費

用のうち４分の３は国庫からの補助金で賄われている。 

（ｂ）対象者 

以下の全ての要件を満たす者 

 

① ２０歳未満の児童を扶養し、児童扶養手当の支給を受けている      

又は同等の所得水準にある母子家庭の母及び父子家庭の父 

② 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると 

認められる者 
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③ 過去に当該給付金の支給を受けたことがない者 

 

（ｃ）対象講座 

以下の雇用保険制度の指定教育訓練講座が対象となる。 

 

① 一般教育訓練 

② 英語検定、簿記検定、Web クリエーターなど 

③ 特定一般教育訓練 

④ 介護職員初任者研修、社労士、税理士など 

⑤ 専門実践教育訓練 

⑥ 看護師、美容師、介護福祉士、社会福祉士、保育士など 

 

ｃ 母子父子自立支援プログラム策定事業 

（ａ）概要 

相談者の就労を中心とした支援を実施する。相談者の状況・ニー

ズに応じた自立支援計画書を策定し、同計画書に基づきハローワー

ク等関係機関と連携し、児童扶養手当受給者等の自立を促進する。 

（ｂ）対象者 

就労を希望する、あるいは就労が必要な児童扶養手当受給者（生

活保護受給者を除く） 
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ｄ 支援実績 

母子家庭等自立支援事業の支援実績は以下のとおりである。 

 

 

【意見】 

  母子家庭等自立支援事業の利用は例年合計２０から３０件程度にとどま

っている。市民のニーズは多いと考えられることから、広報の不足などが原

因であると考えられるので、対応を検討すべきである。 

 

継続 7 件 8,504,000 円 継続 11 件 17,195,000 円 継続 11 件 13,996,000 円

新規 8 件 7,087,500 円 新規 14 件 13,738,000 円 新規 5 件 4,788,000 円

計 15 件 15,591,500 円 計 25 件 30,933,000 円 計 16 件 18,784,000 円

看護師 4 件 8 件 3 件

准看護師 7 件 5 件 3 件

美容師 3 件 5 件 5 件

管理栄養⼠ 1 件 0 件 0 件

柔道整復師 0 件 2 件 2 件

言語聴覚⼠ 0 件 1 件 0 件

保育⼠ 0 件 2 件 2 件

介護福祉⼠【特例】 0 件 2 件 1 件

0 件 0 円 2 件 61,560 円 3 件 151,017 円

介護職 0 件 1 件 3 件

保育⼠ 0 件 0 件 0 件

医療事務 0 件 0 件 0 件

宅建取引⼠ 0 件 1 件 0 件

キャリアコンサルタント 0 件 0 件 0 件

15 件 15,591,500 円 27 件 30,994,560 円 19 件 18,935,017 円

9 件 10 件 6 件

正規雇⽤ 1 件 3 件 1 件

非正規雇⽤ 5 件 7 件 3 件

（継1、新1）

（継0、新0）

（継2、新0）

（継0、新1）

Ｒ4年度　決算

（継3、新0）

（継2、新1）

（継3、新2）

⺟⼦⽗⼦⾃⽴支
援プログラム策定 雇⽤

形態

（継2、新1）

合計

（継0、新1）

⾃⽴支援教育訓
練給付⾦ 資

格
内
訳

高等職業訓練
促進給付⾦

⺟⼦家庭等⾃⽴支援事業　実績

（継0、新2）

（継0、新2）

Ｒ2年度　実績 Ｒ3年度　実績

（継2、新2） （継5、新3）

資
格
内
訳

（継0、新2）

（継0、新1）

（継3、新4） （継3、新2）

（継3、新2）
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（キ）相談支援 

ａ 概要 

佐世保市では、母子・父子自立支援員による相談支援を実施してい

る。 

母子・父子自立支援員の主な業務は、 

 

① 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対 

し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと 

② 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対

し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと 

 

である（母子及び父子並びに寡婦福祉法）。 

また、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世

代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」（平成２６年法律第 

２８号）により母子及び寡婦福祉法が改正され、「母子自立支援員」

が現在の「母子・父子自立支援員」へ改称されるとともに、都道府県、

市及び福祉事務所設置町村に対して、母子・父子自立支援員の人材の

確保及び資質の向上を図るよう努力義務が規定されるに至った。 
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ｂ 実績 

母子・父子自立支援員による相談指導等件数は以下のとおりであ 

る。 

 

 

 

 

 

 

１　母子家庭・寡婦

前年度（月）か 今年度（月）の 前年度（月）か 今年度（月）の 前年度（月）か 今年度（月）の

の繰越件数  新規相談件数 の繰越件数  新規相談件数 の繰越件数  新規相談件数

Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ) Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ) Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ)

 住　　　 宅
病気
障害
その他
配偶者等の暴力
そ の 他
求職・転職 0 30 30 124 25 25 156 24 24 92
資格取得・ 0 64 64 234 96 96 456 75 75 374
職場の悩み
その他

結　　　 婚
養　育　費
借　　　 金
そ  の   他

小　 計 0 94 94 358 0 121 121 612 0 99 99 466
養　　　 育 保育所入所

虐待
その他

教　　　 育
非　　　 行
就　　　 職
そ　の　 他

小　 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貸付 0 160 160 488 147 147 324 189 189 310
償還 9 9 13
貸付 0 3 3 12 9 9 14 2 2 4
償還

公 的 年 金
児 童 扶 養 手 当

生 活 保 護
税

そ 　の　 他 0 9 9 9 8 8 16 11 11 13
小　 計 0 172 172 509 0 164 164 354 0 211 211 340

売 店 設 置（法第２５条）  
た ば こ 販 売（法第２６条）
母子世帯向公営住宅（法第２７条）
母子・父子福祉施設の利用
母子生活支援施設（児童福祉法第３８条）

小　 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　 合　　　　　計 0 266 266 867 0 285 285 966 0 310 310 806

Ｒ２

 合    計 相談回数

Ｒ３

 合    計 相談回数

そ
の
他

生
活
一
般

医 療 ・ 健 康

家 庭 紛 争

就　　　 労

児
　
童

経
済
的
支
援
・
生
活
援
護

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

　　　母子・父子自立支援員相談指導等件数

 合    計 相談回数
　 区　　　　　　　　　　分

Ｒ４

２　父子家庭

前年度（月） 今年度（月） 前年度（月） 今年度（月） 前年度（月） 今年度（月）
の繰越件数 新規相談件 の繰越件数 新規相談件 の繰越件数 新規相談件

Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ) Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ) Ａ Ｂ Ｃ (Ａ＋Ｂ)
住　　　 宅

病気
障害
その他
配偶者等の暴力
そ の 他
求職・転職
資格取得・職業訓練
職場の悩み
その他

結　　　 婚
養　育　費
借　　　 金
そ  の   他

小　 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
養　　　 育 保育所入所

虐待
その他

教　　　 育
非　　　 行
就　　　 職
そ　の　 他

小　 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貸付 0 9 9 30 3 3 7 1 1 3
償還 5 5 5 1 1 1

公 的 年 金
児 童 扶 養 手 当

生 活 保 護
税

生 活 福 祉 資 金
そ 　の　 他 2 2 3

小　 計 0 9 9 30 0 10 10 15 2 0 2 4
父子世帯向公営住宅（法３１条の8）
母子・父子福祉施設の利用

小　 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　 合　　　　　計 0 9 9 30 0 10 10 15 2 0 2 4

Ｒ３

 合    計 相談回数

Ｒ４Ｒ２

 合    計 相談回数 相談回数

児
　
童

経
済
的
支
援
・
生
活
援
護

父子福祉資金貸付金

そ
の
他

 合    計
　 区　　　　　　　　　　分

生
活
一
般

医 療 ・ 健 康

家 庭 紛 争

就　　　 労
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（ク）乳児家庭全戸訪問事業 

ａ 概要 

佐世保市では、生後４か月までの乳児のいる全ての家庭に、育児不

安や悩みの軽減を図るため、子育て支援の情報提供や育児相談など

を目的として家庭訪問を行う乳児家庭全戸訪問事業を実施している。 

ｂ 対象 

生後２～３か月までの乳児のいる全ての家庭が対象となっており、

ひとり親世帯には限定されていない。 

ｃ 内容 

保健師、助産師、家庭訪問員のいずれかが家庭訪問を行い、子ど 

もの発育・発達のこと、育児のこと、産後の体調などの相談に応じ、

地域の子育て支援サービス等の情報提供を行う。各家庭から利用料

金等の徴収は行っていない。必要に応じて保健師へ情報提供を行い、

継続した支援を行えるよう取り組んでいる。 

ｄ 家庭訪問員の人数及び訪問実績 

家庭訪問員数は以下の通りである。 

 

 
令和 2 年

度  

令和 3 年

度  

令和 4 年

度  

本

庁  
11 8 9 

江

迎  
5 5 3 

合

計  
16 13 12 
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家庭訪問員の訪問実績は以下の通りである。コロナ禍の影響で、

蔓延防止期間は訪問できず、電話連絡のみとなった期間がある。ま

た、達成率については、保健師・助産師・訪問員を合わせた実績で

ある。 

 

 
令和 2 年

度  

令和 3 年

度  

令和 4 年

度  

訪問  113 131 757 

電話  958 959 291 

達成

率  
88.5 87 86 

 

ｅ 家庭訪問員への研修会及び講演会 

  家庭訪問員向けに、家庭訪問のロールプレイ、子育てに関する助言等

を行う随時研修会・講演会を行っている（例えば、２０２２（令和４）

年１２月１９日の講演会の内容は「産後の母のからだとこころの変化に

ついて」 講師：南島原市助産師）。 

また、開催件数は以下の通りである。 

 

 
令和 2 年

度  

令和 3 年

度  

令和 4 年

度  

研修

会  

本庁 5/江迎

10 
12 12 

講演

会  
0 0 1 
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 ３ 子どもの療育と発達支援 

（１）子ども発達センターと地域での障がい児支援 

ア 子ども発達センターの概要 

佐世保の子どもたちと家族の「笑顔」、「ふれあい」、「成長」を確か  

なかたちで支えていくことを目指し、１９９８（平成１０）年に発足  

した（長崎県佐世保市常磐町６番１号（サンクル４番館）所在）。 

同センターは、すべての子どもたちの心身の健やかな発達を促進

するため、保育士等による育児相談や親子遊び、情報提供等を行う

「親子交流部門」と、小児科医を中心に各専門職員が外来診療、通所

支援、施設支援、療育指導等を行う「療育部門」を大きな２つの柱と

して子育て支援サービス及び医療等の療育サービスを提供している 

イ 沿 革 

１９８８（昭和６３）年  

保健所において療育相談開始(佐世保共済病院整形外科医) 

１９９５（平成７）年６月  

療育相談として県立こども医療福祉センター(旧整肢療育園) 

医師による小児整形相談を開始 

１９９５（平成７）年１０月 

療育相談に小児発達・情緒系相談を追加 

１９９６（平成８）年１０月  

子育て広場「一歩いっぽ」(現わいわい広場)をふれあいセンター   

に開設 

１９９７（平成９）年７月 

子ども発達センター設立検討協議会報告書 

１９９８（平成１０）年４月 
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佐世保市子ども発達センター開設(理学療法士・作業療法士・保

育士各１名) 

１９９８（平成１０）年１０月  

常勤医師着任、作業療法士１名増員 

１９９９（平成１１）年４月  

保育士１名増員 

臨床心理士によるカウンセリング開始 

２０００（平成１２）年４月  

作業療法士 1 名増員、言語聴覚士 1 名新規配置 

小児科２診体制開始 

耳鼻科診療開始 

２０００（平成１２）年１２月  

女性企画課移転によりスペース拡張(約５００㎡→９００㎡) 

２００１（平成１３）年４月  

地域子育て支援センター開設 

保育士１名増員、言語聴覚士１名増員 

２００１（平成１３）年８月  

保育士１名増員 

２００３（平成１５）年４月  

小児科医師常勤２名体制 

２００３（平成１５）年１１月  

理学療法士 1 名増員 

２００６（平成１８）年４月  

常勤小児精神科医１名配置(平成２４年３月まで) 

２００７（平成１９）年４月  

常勤臨床心理士１名配置 
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２０１４（平成２６）年４月  

常勤医師１名増員(３名体制) 

２０１５（平成２７）年２月  

常盤町サンクル４番館に移転・供用開始 

２０１８（平成３０）年３月  

電子カルテシステム運用開始 

２０２１（令和３）年４月  

子ども未来部組織再編に伴いすぎのこ園を所管 

 

ウ 職員配置 

    子ども発達センターにおける職員配置は以下の通りである。 
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エ 子ども発達センターの具体的な取り組み 

（ア）親子交流部門について 

ａ わいわい広場 

主に子育て中の乳幼児の親子を対象に、無料で広場を解放してい

る。土曜日と年末年始を除き、平日は午前９時００分から午後４時

（水曜のみ午後５時）まで、日曜祝日は午前１０時から午後４時ま

での時間帯を利用することができる。 

わいわい広場の利用時間中は保育士が常駐しており、子育てに関

する相談・遊びの紹介・情報提供等を行っている。また、乳幼児向

けの玩具や絵本、育児雑誌等の配備し、絵本の貸し出しも行ってい

る。 

ｂ 小グループ「のびのび」 

乳幼児の親子５組程度を対象にした小グループの子育て支援を

行っている。具体的な取り組みとしては、月２回、６回を１クール

（１クール中はメンバーを固定する）で、臨床心理士によるミニ講

和や保育士による親子遊び、育児相談を行っており、親子のふれあ

い遊びや、ママトーク、ミニ講和などのプログラムを通して、情報

交換や交流促進雄場を設定し、友達作りや育児不安軽減に資する事

も目的としている。 

ｃ 運動面に心配のある親子支援「もみじ」 

お座りが不安定、はいはいが苦手など運動面に心配のある 1 歳半

までの子どもと保護者を対象とし、家庭でもできる体を使った動き

を促す遊びや親子ふれあい遊びの紹介を行っている。また、保護者

の情報交換の場としても活用されている。 

ｄ 双子以上乳幼児親子支援「ツインズちゃん」 

双子以上の乳幼児の親子や双子を妊娠している母親を対象に、同
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じ体験をしている親同士で情報交換や体験談の報告を行っている。

また、保育士や臨床心理士等が育児相談に応じ、同じ月齢の子ども

たち同士で遊んで交流をするなど、子育ての悩みや楽しさを皆で分

かち合う活動を行っている。令和５年度は、多胎児育児の支援の１

つとして、先輩ママとのお話会（２回）やパパママ学級（日曜開催

１回）を行った（参加者は先輩ママとのお話会（６組１９名）、パ

パママ学級（７組２８名））。 

ｅ 毎日のふれあい遊び・お集り「わくわく」 

平日の午前１１時３０分から午後０時まで、わいわい広場にて、

その日に広場を利用している子どもたちの年齢・月齢に合わせたふ

れあい遊びや体操、親子でのお楽しみ（ゲームや運動遊び等）を行

っており、育児不安の軽減や乳幼児の健やかな成長の一助となるよ

う取り組んでいる。 

ｆ 育児講座・育児相談 

未就学の乳幼児を持つ保護者を対象に育児講座、育児相談を行っ

ている。育児講座は、乳幼児の親子を対象とした育児講座（２４回）、

子育てサポーター・民生委員児童委員等や地域で子育てを支援する

方を対象とした講座（１回）、地域の方と広場利用者との交流会（２

回）、父親の育児参加を促すための「父親向け育児講座」（１回）や

「パパママ学級」（２回）、「多胎児向けパパママ学級」（１回）の計

３１回実施し、受講者は合計５３２名であった。  

育児相談は、わいわい広場や「のびのび」や「ツインズちゃん」

「もみじ」等の支援事業の現場において、保育士等が行った。年間

相談件数は２，７５４件で、そのうち一番多かった相談は生活環境

（家庭地域、保育所幼稚園、子育て支援等）の１，０６３件であっ

た。次いで基本的生活習慣５９８件、発育・発達の問題４４２件の
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相談があった。育児電話相談は１７件、個別育児相談は６件、保育

士訪問は０件（未実施）であった。 

ｇ その他の活動 

その他にも、子育て支援センターとして、備品貸し出し及びリサ

イクル、すくすく親子教室、ボランティア活動育成、子育て情報誌

「シ―ユーだより」発行、子育てサポーター等支援、保育資源の紹

介、子育て支援連絡会などの各種活動を行っている。 

（イ）療育部門について 

ａ 診療科 

（ａ）概要 

保険医療機関(診療所)として、心身の発達や心理・行動面に心配

のある子どもについて、医師の診察や検査情報を総合的に検討した

上で、運動療法・作業療法・言語聴覚療法・心理療法などを実施し

ている（保険適用可）。また、児童福祉法の児童発達支援事業によ

る小グループ指導も行っている。 

保健、福祉、医療機関はもとより、保育、教育機関との連携・調

整にも努めており、必要に応じて園、学校などを訪問し、地域の中

でよりよい生活がおくれるよう支援を行っている。 

２０２２（令和４）年度の利用者数は２０２１（令和３）年度よ

り約３％増えて ２１３２人となっており、相談内容は運動、言語、

学習、行動など多岐に渡っている。主な相談内容は自閉症３８％、

多動２２％、精神遅滞８％、重症心身障がいを含む運動障がい７％

であった。 

受け入れ後の処遇は、医師のみのフォローが８２％で多数を占め

ており、高度な医学的検査については、佐世保市総合医療センター、

佐世保中央病院、佐世保共済病院などにも協力を依頼している。 
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２０１６（平成２８）年度末に当時の所長が退職したことに伴い、

常勤医師が３名から２名に減少しており、欠員常勤医師の確保が大

きな課題となっている。 

２０２２（令和４）年度は新患日を原則月７回に設定し、他にも

緊急性の高いものは可能な限り受け入れを行っている。２０２２

（令和４）年度に初めて受診した子どもは３３１人であり６歳以上

が２０９人(６３％)で、就学後の相談が半数を超えている。主な紹

介元は、佐世保市子ども未来部の乳幼児健診、学校、病院等であり、

紹介元と連携を密にとるよう心がけている。 

約７割の家庭に保護者支援が必要で、環境の不安定要因にはきょ

うだいの障害、ひとり親、親の精神疾患、児童虐待など様々な要素

がある。 

療育部門の現在の課題は、申し込みから初回診察までの待ち期間

６～８か月と長いことが挙げられる。医師のみでフォローするケー

スが多いことも、新規相談を増やせない一因となっていることから、

リハビリ受け入れ枠を増やして医師のみでフォローするケースを

減らすなどの取り組みを行っている。 

ｂ 小児科・精神科（総合相談） 

原則としてすべての新規相談の子どもと応対し、健康面・発達面 

の評価や療育の方向づけを行っている。療育サービスを開始した後

は定期的に経過をみて、保護者の相談に応じ、セラピーの効果を確

認している。診察は予約制で、原則として月曜から金曜まで毎日行

っている。精神科の専門医と長崎県立こども医療福祉センターから

派遣された小児神経発達専門医からも支援を受けている。 

ｃ 整形外科 

みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家の整形外科医
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の支援を受け、肢体不自由の子どもの整形外科的チェックやリハビ

リ指導、補装具作製及び手術に関する相談、診断書作成などを行って

いる。 

（２）すぎのこ園での障がい児支援 

ア すぎのこ園の概要 

発達に課題のある就学前の児童を対象にした通園施設であり、子ども

発達センターと連携を図りながら、集団生活の中で、子どもの個性を大

切にした保育を行うことを指針としている。概ね２歳から就学前までの

児童のうち、言語や日常生活での行動が気掛かりな児童、集団生活が難

しい児童、支援を必要としている児童を入園対象としている。 

すぎのこ園では、 

 

①子どもの健康に留意し、快適に過ごす 

②生活に必要な基本的生活習慣を身に付ける 

③遊びを通して様々な経験をする 

④集団の中で色々な人と触れ合い楽しく過ごすこと 

 

を目標としている。 

２０２１（令和３）年度より地域支援担当職員を配置し、相談・訪問・

研修会・保育士等実習生の受け入れ・関係機関との連携・職員のスキルア

ップ等を行っている。 

イ 施設の沿革 

昭和３７年８月 佐世保市竹辺町８１０番地において、精神薄弱児

通園施設「竹辺学園」として発足。定員６０名。 

昭和５３年５月 学校教育法改正にともなう県立養護学校設立を機

に 、 佐 世 保 市 金 比 良 町 １ 番 ５ 号 に 移 転 。      
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名称を「佐世保市立すぎのこ園」と改め、通園対象

児を３歳から就学までとする。定員３０名。 

昭和５７年８月 佐世保市大黒町４番７号に移転。 

昭和６２年６月 現在地に園舎新築移転。 

        同時に心身障害者通園事業「佐世保市立愛育園」を

統合し、対象児をおおむね２歳から就学までとす

る。定員３０名。 

平成２４年４月 児童福祉法及び障害者自立支援法の一部改正によ

り、「知的障害児通園施設」から「児童発達支援セ

ンター」となる。 

ウ 職員の配置状況 

常勤職員として、保育士１１名、調理用務１名、運転手１名、非常勤

職員として、保育士４名、調理員１名、事務員１名、看護師１名が在籍

している。 

エ 主な年間行事 

  

４４月月  入園おめでとう会 

５５月月  乗馬体験・園外保育 

６６月月  運動会・家庭訪問 

７７月月  七夕会 

８８月月  夏まつり 

９９月月  園外保育・個別面談 
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1100

月月  

親子遠足 

1111

月月  

お遊戯会 

1122

月月  

クリスマス会 

１１月月  作品展出品 

２２月月  豆まき会・クラス参観・個別面談 

３３月月  ひな祭り会・卒園式・お別れ会 

★毎月：誕生会・身体測定・避難訓練 

★随時：療育相談 

★年２回：整形外科診察・内科健診・歯科健

診・総合避難訓練 

★理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

による療育指導 

  

オ 一日の流れ 

  一日の流れは概ね以下の通りである。 

 

 １０：００ 登園（排泄・検温・水分補給） 

       朝のあつまり 

       保育活動 

 １１：３０ 給食・はみがき 
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 １２：３０ 昼寝または午後の活動 

 １４：００ おやつ 

       帰りのあつまり 

 １４：３０ 降園 

 

カ 年齢別・性別・障害の別 

 

 

 

キ 地域の子育て環境や支援体制の構築 

すぎのこ園では、児童発達支援センターとしての機能を生かし、地域

の子育て環境や支援体制の構築を図っている。具体的な取り組みは以

下のとおりである。 

 

（ア）相談業務 

保育所・幼稚園等からの相談を受け付けている（２０２２（令和４）

年度８件、２０２３（令和５）年度７件）。 

（イ）訪問業務 
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保育所・幼稚園等への訪問を行っている（２０２２（令和４）年度

４２件、２０２３（令和５）年度５４件） 

（ウ）研修会の実施 

ａ 二水会（保育所・幼稚園・児童発達支援事業所の職員を対象と 

した研修会）を年５回開催し、平均６３名が参加している。 

ｂ 児童発達支援事業研修を行っている（参加者２０名）。 

ｃ 特別支援サークル with との共催による研修会（２０２３（令和

５）年１０月 月１回程度開催し、６０名程度が参加している）。 

ｄ 見学会（対象：障害児通所支援事業所職員）を実施し、３６名が    

参加した。 

ｅ 見学会（対象：保育所、幼稚園等職員）を実施し、３５名が参加     

した。 

ク 保育士等実習受け入れ 

すぎのこ園では、保育士等の実習受け入れを行っており、２０２２

（令和４）年度は９名、２０２３（令和５）年度は７名を予定している。 

ケ 関係機関との連携 

児童発達支援センター等連絡会を年１回、長崎県で実施している。発

達障がい関係者連絡会を年１回、佐世保で実施している。子育て世代包

括支援センター、子ども家庭総合支援拠点としての役割を必要性が生

じた際に担っている。 

コ 職員のスキルアップ 

園内研修を月１回以上行っている。 

サ すぎのこ園の特色 

すぎのこ園では、クラス担任のすべてが保育士であるという強み

を活かし、児童発達支援ガイドライン（厚生労働省）に基づき、園生

活における基本的生活習慣の確立や遊びを通した運動・コミュニケ

─ 214 ─



215 
 

ーション・社会性等を育んでいる。また、子ども２名に対して保育士

１名を配置するという、国の基準（子ども４名に対して保育士１名）

よりも手厚い体制を整えており、丁寧な支援が可能となっている。 

シ 他の保育所との類似点及び相違点 

すぎのこ園も、保育所保育指針（厚生労働省）に則って運営を行っ  

ているという点では同様であるが、他の保育所とは以下の点で異な

る。 

相談支援事業所から提供された障がい児支援利用計画をもとに、

一人一人の個別支援計画を作成している。その際、いわゆる「保育の

５領域（保育目標を５つの領域に分けたもの）」を、「健康・生活」、

「運動・感覚」、 「認知・行動」、 「言語・コミュニケーション」、 「人間

関係・社会性」に区分し、支援計画を立てている。なお、保育所保育

指針における５領域では、その区分は「健康」、 「人間関係」、 「環境」、

「言葉」、「表現」とされている。 

他の保育所と同様にクラスは存在するが、単純に年齢で分けるの

ではなく、子どもの特性に応じたクラス編成を行っており、子ども

の特性に合った保育環境を整えている。 

すぎのこ園内の２クラス及び遊戯室については、感覚統合療法（学

習障害児や自閉症を含めた発達障害の子のための治療・訓練法）を

行うための感覚統合遊具（「スイング」という。）を吊り下げることが

可能であり、子どもの特性にあった保育活動を行っている。 

保育室のみならず、廊下、子ども用トイレに床暖房を設置し、這っ

て移動する児童や体温調整が苦手な児童が室内と廊下、トイレとの

気温差で体調を崩すことなく過ごすことができるよう配慮している。 
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【評価】 

通常の基準（児童４名に対して保育士１名）よりも手厚い体制を整え、きめ

細やかな支援を可能としている点は高く評価できる。また、いわゆる５領域に

ついても独自の基準を採用し、障がい児支援を行っている点も意欲的な取り組

みとして評価できる。 

 

ス 保育のねらい 

すぎのこ園では、 「すぎのこ園保育計画」を策定し、保育目標の達成

のための具体的な取り組みを行っている。 
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４ 経済的支援の充実 

（１）児童手当・児童扶養手当制度の適切な実施 

ア 児童手当 

（ア）意義 

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等に

おける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や

かな成長に資することを目的とする制度である。 

（イ）支給基準 

ａ 支給手当の月額 

 

 

 

ｂ 所得制限 

児童を養育している者の所得が一定以上の場合、児童手当は支給

されない。但し、児童手当支給の所得制限については将来的には撤

廃し、制度の拡充を図る方針である旨が政府より表明されている。 

児童手当の額

（１人当たり

月額）

児童手当 ３歳未満 一律15,000円

３歳以上 10,000円

小学校修了前 （第３子以降は

15,000円）

中学生 一律10,000円

特例給付 児童の年齢に

かかわらず

受給者の所得が 児童の年齢に

所得上限限度額以上 かかわらず

（受給者の所得が
所得制限限度額未満）

（受給者の所得が
所得制限限度額以上、
所得上限限度額未満）

認定区分 児童の年齢

0円

一律5,000円
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ｃ 新規支給申請件数 

児童手当の新規支給申請件数は、２０２０（令和２）年度が１２５   

６件、２０２１（令和３）年度が１１３７件、２０２２（令和４）年  

度が１０５５件であった。 

（エ）支給件数及び支給金額 

 

(単位︓円）
R2年度予算  R2年度決算  R3年度予算  R3年度決算 R4年度予算  R4年度決算

49,354 49,954 49,233 47,496 47,024 44,684
単価（円） 15,000 740,310,000 749,310,000 738,495,000 712,410,000 705,360,000 670,200,000

156,565 155,477 152,762 149,503 143,144 144,418
単価（円） 10,000 1,565,650,000 1,554,770,000 1,527,620,000 1,494,960,000 1,431,440,000 1,444,060,000

35,846 34,385 36,458 34,352 35,795 34,355
単価（円） 15,000 537,690,000 515,775,000 546,870,000 515,265,000 536,925,000 515,325,000

63,360 62,773 64,228 62,953 62,594 62,516
単価（円） 10,000 633,600,000 627,730,000 642,280,000 629,530,000 625,940,000 625,160,000

305,125 302,589 302,681 294,304 288,557 285,973
3,477,250,000 3,447,585,000 3,455,265,000 3,352,165,000 3,299,665,000 3,254,745,000

6 30 36 11 12 8
単価（円） 15,000 90,000 450,000 540,000 165,000 180,000 120,000

384 394 375 454 435 457
単価（円） 10,000 3,840,000 3,940,000 3,750,000 4,540,000 4,350,000 4,570,000

237 215 201 298 303 268
単価（円） 10,000 2,370,000 2,150,000 2,010,000 2,980,000 3,030,000 2,680,000

627 639 612 763 750 733
6,300,000 6,540,000 6,300,000 7,685,000 7,560,000 7,370,000

1,371 1,552 1,279 1,631 691 977
単価（円） 5,000 6,855,000 7,760,000 6,395,000 8,175,000 3,455,000 4,905,000

5,309 5,588 5,049 5,821 3,284 3,651
単価（円） 5,000 26,545,000 27,940,000 25,245,000 29,135,000 16,420,000 18,315,000

1,952 1,713 1,590 1,618 855 919
単価（円） 5,000 9,760,000 8,565,000 7,950,000 8,095,000 4,275,000 4,595,000

2,780 2,743 2,672 2,958 1,660 1,968
単価（円） 5,000 13,900,000 13,715,000 13,360,000 14,790,000 8,300,000 9,840,000

11,412 11,596 10,590 12,028 6,490 7,515
57,060,000 57,980,000 52,950,000 60,195,000 32,450,000 37,655,000

317,164 314,824 313,883 307,095 295,797 294,221
3,540,616,000 3,512,105,000 3,514,515,000 3,420,045,000 3,339,675,000 3,299,770,000

総計

特
例
給
付
（
所
得
制
限
超
過
）

3歳未満
人数

3歳以上
（1・2⼦）

人数

3歳以上
（3⼦）

人数

中学⽣
人数

⼩計

児
童
⼿
当
（
施
設
⼊
所
）

3歳未満
人数

3歳以上
人数

中学⽣
人数

⼩計

　児童⼿当 予算・決算額推移(R2年度〜R4年度）

児
童
⼿
当
（
一
般
受
給
者
）

3歳未満
人数

3歳以上
（1・2⼦）

人数

3歳以上
（3⼦）

人数

中学⽣
人数

⼩計
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ア 児童扶養手当 

（ア）意義 

父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同

じくしていない児童（１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで

の間にあるもの、一定の障がいを有する場合は２０歳未満）について手

当を支給する制度であり、ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を

促進することを目的としている。 

（イ）支給基準 

ａ 支給手当の月額 

扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

（カッコ内は例） （万円） （万円） （万円） （万円）

０人

１人

（児童１人の場合 等）

２人

３人

４人

５人

①所得制限限度額

（児童１人 ＋ 年収103万円
以下の配偶者の場合 等）

（児童２人 ＋ 年収103万円
以下の配偶者の場合 等）

（前年末に児童が
生まれていない場合 等）

660

（児童３人 ＋ 年収103万円
以下の配偶者の場合 等）

（児童４人 ＋ 年収103万円
以下の配偶者の場合 等）

1162

1048 1276

736 960 972 1200

774 1002 1010 1238

1040

②所得上限限度額

622 833.3 858 1071

875.6 896 1124

698 917.8 934

812
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ｂ 所得制限 

 

 

 

児童１人 児童２人 児童３人

４４，１４０円 ５４，５６０円 ６０，８１０円

４４，１３０円
～１０，４１０円

５４，５４０円
～１５，６２０円

６０，７８０円
～１８，７５０円

０円 ０円 ０円

区分

全部支給

一部支給

全額停止

請求者本人
　扶養義務者
　配偶者
　孤児等の養育者全部支給 一部支給

０人 ４９０，０００円 １，９２０，０００円 ２，３６０，０００円

２，３００，０００円

扶養親族
等の数

１人

３人

２人

８７０，０００円

１，２５０，０００円 ２，６８０，０００円 ３，１２０，０００円

１，６３０，０００円 ３，０６０，０００円 ３，５００，０００円

１人につき　　　　　　　　　　　　110000 ,,000000円円

60,000円

(ただし、扶養親族が全て
老人扶養の場合は１人除
く）

以降１人
につき

３８０，０００円
加算

３８０，０００円
加算

３８０，０００円
加算

加算額

老人扶養親族、老人控除対象配偶者
扶養親族が2名以上で、う
ち老人扶養親族がある場
合、老人扶養親族１人に
つき

特定扶養親族１人につき　　　115500 ,,000000円円

２，７４０，０００円
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（ウ）新規支給申請件数 

児童扶養手当の新規支給申請件数は、２０２０（令和２）年度が２６

２件、２０２１（令和３）年度が２９２件、２０２２（令和４）年度が

２４６件であった。 

 

（エ）支給件数及び支給金額 

 

 

 

控
除
の
額

障害者控除

勤労学生控除 医療費控除等

特別障害者控除 400,000円
給与・公的年金等の所得の合

計額から控除
100,000円

270,000円

※ひとり親控除 350,000円 ※寡婦控除 270,000円

配偶者特別控除
当該控除額

（単位：人・円）

R2年度予算 R2年度決算 R3年度予算 R3年度決算 R4年度予算 R4年度決算見込

延べ人数 15,054 15,455 14,218 14,485 14,453 13,953

支給額 737,914,874 765,677,280 699,239,320 719,082,820 710,782,400 693,414,460

2子加算 75,038,330 79,444,100 70,338,100 74,733,410 71,628,380 72,870,520

3子以降加算 14,013,924 19,616,860 13,560,260 18,989,880 14,833,300 19,364,240

延べ人数 12,518 12,124 13,711 12,393 12,778 12,040

支給額 409,344,356 397,602,420 445,756,829 406,201,870 419,210,400 389,579,610

2子加算 34,612,888 34,247,735 36,790,450 36,145,400 36,370,340 33,834,170

3子以降加算 3,865,274 4,435,460 3,778,635 4,706,910 4,771,740 4,455,920

延べ人数 27,572 27,579 27,929 26,878 27,231 25,993

支給額 1,147,259,230 1,163,279,700 1,144,996,149 1,125,284,690 1,129,992,800 1,082,994,070

延べ人数 648 600 724 615 519 598

支給額 31,832,510 29,642,560 36,192,780 29,807,840 25,186,860 28,871,180

2子加算 3,157,600 2,852,000 3,773,670 2,598,450 2,315,210 2,573,410

3子以降加算 745,210 910,060 1,084,690 665,990 452,810 536,870

延べ人数 969 1,063 934 917 867 729

支給額 32,102,996 28,709,200 30,747,837 24,525,460 28,699,840 20,226,080

2子加算 3,075,504 3,069,540 2,723,010 2,354,250 2,606,720 2,082,390

3子以降加算 319,585 395,780 423,213 433,660 440,900 332,200

延べ人数 1,617 1,663 1,658 1,532 1,386 1,327

支給額 63,935,506 58,351,760 66,940,617 54,333,300 53,886,700 49,097,260

延べ人数 64 34 71 34 46 29

支給額 3,204,720 1,784,690 3,504,450 1,726,230 2,366,490 1,319,380

2子加算 366,690 244,460 357,970 203,800 305,980 162,740

3子以降加算 79,400 73,290 73,540 54,990 73,430 36,640

延べ人数 65 54 81 46 60 51

支給額 2,024,330 1,406,100 2,598,675 1,064,950 2,056,740 1,110,200

2子加算 129 0 199,860 35,880 222,730 71,690

3子以降加算 0 0 5,019 0 58,790 0

延べ人数 129 88 152 80 106 80

支給額 5,229,050 3,190,790 6,103,125 2,791,180 4,423,230 2,429,580

延べ人数 15,766 16,089 15,013 15,134 15,018 14,580

支給額 772,952,104 797,104,530 738,936,550 750,616,890 738,335,750 723,605,020

2子加算 78,562,620 82,540,560 74,469,740 77,535,660 74,249,570 75,606,670

3子以降加算 14,838,534 20,600,210 14,718,490 19,710,860 15,359,540 19,937,750

延べ人数 13,552 13,241 14,726 13,356 13,705 12,820

支給額 443,471,682 427,717,720 479,103,341 431,792,280 449,966,980 410,915,890

2子加算 37,688,521 37,317,275 39,713,320 38,535,530 39,199,790 35,988,250

3子以降加算 4,184,859 4,831,240 4,206,867 5,140,570 5,271,430 4,788,120

延べ人数 29,318 29,330 29,739 28,490 28,723 27,400

支給額 1,216,423,786 1,224,822,250 1,218,039,891 1,182,409,170 1,188,302,730 1,134,520,910

児児童童扶扶養養手手当当　　予予算算・・決決算算額額推推移移（（RR22年年度度～～RR44年年度度））

母

養育者

父

一部支給者

計（加算は含まない）

計（加算は含まない）

計（加算は含まない）

内数

内数

内数

内数

内数

全部支給者

一部支給者

全部支給者

一部支給者

全部支給者

内数

計（加算は含まない）

全部支給者

内数

一部支給者

内数

合計
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（２）福祉医療制度の運用 

佐世保市では、福祉の増進を図ることを目的として、下記の対象者に

医療費の一部を支給している。 
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第２ 地域での子どもと子育ての支援 

  

   地域での子どもと子育ての支援に関して、施策の目的や市民等に求めら   

れる基本的な姿勢は以下の通りである。 

   

① 施策の目的 

子育て家庭が、地域で支えられながら楽しく子育てできるようにす   

ることが目的である。 

   ② 市民等に求められる基本的な姿勢・役割 

身近にいる子どもに関心を持ってふれ合い、地域の親睦を深めなが  

ら子どもを育てる活動を進めることが望まれる。 

町内会等の地域関係団体及び子どもの育成に関わりのあるボランテ   

ィア団体、ＮＰＯ法人などが、身近にいる子どもに関心を持ち、体験 

学習の機会を提供するなど、子どもを育てる活動を積極的に進め、子育

てに係る地域コミュニティの輪を広げるように務める。 

 

 １ 地域における子育て支援の充実 

地域における子どもと子育ての支援を進めるため、保育所等に通ってい

ない乳幼児とその保護者が相互に交流等を行う地域子育て支援センター、

子育て等の援助を受ける方とその援助を行う方の相互援助活動をコーディ

ネートするファミリーサポートセンター等の事業を推進する。 

また、子育て講演会の開催等を通じ、地域で子どもや子育てを支えよう

とする市民意識の醸成を図る。 

 （１）地域子育て支援機能の充実 

  ア 事業の目的及び内容 

地域子育て支援センターを拠点に、認定こども園における子育て支援
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事業と連携及び役割分担を図りながら、地域の子どもや保護者に対する

子育て支援を総合的に提供する。 

  イ 根拠法令 

児童福祉法第２１条の９は、「市町村は、児童の健全な育成に資するた

め、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事

業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援事業、一

時預かり事業、病児保育事業、及び子育て援助活動支援事業並びに次に

掲げる事業であって主務省令で定めるもの（以下「子育て支援事業」とい

う。）が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならな

い。」とし、「児童及びその保護者又はその他の者の居宅において、保護者

の児童の養育を支援する事業」「保育所その他の施設において保護者の児

童の養育を支援する事業」「地域の児童の養育に関する各般の問題につき、

保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業」の３

つの事業を列挙している。 

本事業は、かかる規定に基づき、実施されるものである。 

また、佐世保市では、佐世保市立保育所、佐世保市子育て支援センター

及び保育事業所条例を制定し、第１条２項において、児童福祉の推進を

図るため、保育所を拠点とした子育て支援センターを設けることを規定

する。 

佐世保市では、佐世保市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成１

９年４月１日施行)が制定されている。 

  ウ 実施方法 

地域子育て支援センター事業として、公立の施設での対応及び民間施

設への委託を通じ実施する。 

２０１８（平成３０）年度で月あたり延べ利用人数８４０２名であり、

２０２４（令和６）年度の同目標人数は７９５０名である。なお、第２期
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新させぼっ子未来プラン中間見直し版によると月あたり延べ利用人数見

込みは、２０２２（令和４）年度で７０４０名、２０２３（令和５）年度

で６９００名、２０２４（令和６）年度で６７７０名である。 

  エ 実施結果 

 

    

オ 達成状況等 

 

 

地域⼦育て⽀援センター事業︓利⽤延⼈数推移（Ｈ30〜R4）

平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

私⽴施設 37,740 36,692 21,174 19,513 21,720

公⽴保 29,889 23,935 17,442 15,299 18,353

幼教 11,973 9,271 4,442 4,983 7,244

21,222 23,408 16,122 13,995 15,391

100,824 93,306 59,180 53,790 62,708

⽉あたり延べ人数 8,402 7,776 4,932 4,483 5,226

⼦ども発達センター

合計

保育幼稚園課

年度

─ 225 ─



226 
 

 

相談内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

1.食事（卒乳・離乳食・偏食・小食等） 3 5 7 6 5 2 2 7 2 5 4 4 52

2.睡眠（生活リズム・睡眠時間等） 0 0 2 0 4 2 0 1 0 2 1 0 12

3.排泄（トイレトレーニング等） 1 0 3 1 1 0 2 3 0 0 1 0 12

4.衣類（大きさ・枚数・着脱等） 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4

5.歯磨き 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 7

6.その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合合計計 4 7 14 7 11 8 4 13 2 7 6 4 87

1.夜泣き 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 8

2.かんしゃく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.噛みつき 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.指しゃぶり 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

5.こだわり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.行動（多動・おとなしい・マイペース等） 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6

7.きょうだいとの関わり（赤ちゃん返り等) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4

8.その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合合計計 0 0 2 1 1 1 6 3 1 2 3 1 21

1.子どもとの関わり方の問題 0 1 3 2 1 2 2 3 1 0 3 0 18

2.育児協力者・相談者の有無 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3

3.親の精神的・身体的問題 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 5

4.その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合合計計 0 1 3 2 1 2 6 5 1 0 3 2 26

1.身体発達（ほふく・歩行等） 0 0 3 0 1 2 0 0 2 1 1 2 12

2.言語（発語・発育・吃音・理解力等） 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4

3.社会性（友達関係・恥ずかしがりや等） 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5

4.遊び 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 5

5.イヤイヤ期 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

6.その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合合計計 1 1 4 1 2 3 0 3 4 2 1 6 28

1.病気・けが 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 2 0 11

2.予防接種 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

3.アレルギー（アトピー等） 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6

4.その他（障害等） 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3

合計 1 0 3 0 1 2 1 4 6 1 2 1 22

1.家庭・地域 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 2 9

2.保育所・幼稚園 1 0 3 0 0 3 3 2 1 3 1 2 19

3.子育て情報提供 4 0 8 1 0 3 2 6 0 1 3 3 31

4.習い事 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 5

5.その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合合計計 5 0 11 1 1 8 6 11 3 5 6 7 64

1.個別相談 0 1 0 0 0 1 5 1 0 0 1 0 9

2.電話相談・問い合わせ 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

3.関係機関からの紹介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.関係機関への紹介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合合計計 0 1 0 0 0 1 9 1 0 0 1 0 13

総総合合計計 11 10 37 12 17 25 32 40 17 17 22 21 261

令和４年度　相談件数（幼児教育センター)

基
本
的
生
活
習
慣

気
に
な
る
行
動

親
の
問
題

生
活
環
境

そ
の
他

医
学
的
問
題

発
育
・
発
達
の
問
題
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【意見】 

 平成３０年度以降、利用延べ人数は減少している。これは、子どもの人数の

減少、及び新型コロナウィルス感染症の影響等で利用が制限されたことにも起

因すると考えられる。 

 令和４年度の利用人数が回復傾向にあるとはいえ、令和６年度取組目標の７，

９５０名には約２，７００名不足している状況である。なお、見直し版での見

込みは、７，０４０名であり、これにも大きく不足している。 

 新型コロナウィルス感染症の影響も緩和されてきているため、今後は市民の

ニーズを調査し、適切なサービスの提供を講じるとともに、その周知を徹底す

る方策を検討・実施すべきである。 

  

（２）ファミリーサポートセンターの運営 

  ア 事業の目的及び内容 

育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者で会員組織を設立

し、育児に関する相互援助活動を行うことにより、地域の子育て環境を

整備することを目的とする。 

その事業内容としては、以下のとおりである。 

 

①  会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務 

②  相互援助活動の調整 

③  会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会及び会員の交

流を深め情報交換の場を提供するための交流会の開催 

④  アドバイザーとサブリーダーとの定期的な情報交換のための連絡調

整会議の開催 

⑤  関係機関との連絡調整 
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⑥  定期的な広報誌の発行等広報業務 

⑦  その他、ファミリーサポートセンター事業実施に必要な業務 

 

  イ 根拠法令 

上記（１）イと同様である。また、佐世保市では、佐世保市ファミリー

サポートセンター事業実施要綱(平成１２年４月１日施行)が制定されて

いる。 

  ウ 佐世保市による具体的取組目標 

    佐世保市においては、以下の通り具体的な取り組み目標を設定してい 

る。 

 

①   保育所の送迎や預かりなど、他の保育サービスでは満たされない

一時的な保育ニーズへの対応を図るため、ファミリーサポートセン

ターの運営を通じ、支援を希望する「依頼会員」と「提供会員」のコ

ーディネートを行うこと。なお、２０１８（平成３０）年度の延べ利

用人数は１，７０３名であり、令和６年度の取組目標は１，８１０

名である。なお、第２期新させぼっ子未来プラン中間見直し版によ

ると、延べ利用人数の見込みは、２０２２（令和４）年度で２，４３

０名、２，０２３（令和５）年度で２，５４０名、２０２４（令和６）

年度で２，６５０名である。 

②   利用しやすい環境をつくるため、依頼会員と提供会員の交流会を

継続して開催するとともに、情報発信を強化することにより制度の

周知に努めること。 

③   会員養成講座やスキルアップ研修会等の開催を通じ、提供会員の

質の確保を図ること。 

④   「西九州させぼ広域都市圏」の連携事業として、関係自治体間に
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おける会員養成講座やスキルアップ研修会等の相互受講のほか、フ

ァミリーサポートセンター事業を実施していない自治体に対しては、

佐世保市を中心に支援講習会を開催し、立ち上げ支援を行うこと。 

 

  エ 実績等 

  （ア）２０２２（令和４）年度会員数 

     ２０２２（令和４）年度の会員数は以下の通りである。 

 

    

    

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
合計

（増減）

会員数 2,177 2,194 2,217 2,075 2,028 2,052 2,076 2,100 2,121 2,133 2,152 2,185 28

入会 21 17 24 14 21 24 24 24 21 13 19 34 256

退会 1 0 1 156 68 0 0 0 0 1 0 1 228

会員数 193 194 194 187 186 183 184 184 185 185 175 181 -12

入会 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 9

退会 0 0 0 7 1 3 0 0 0 0 10 0 21

会員数 63 63 63 63 63 63 63 63 62 62 62 62 -1

入会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退会 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2,433 2,451 2,474 2,325 2,277 2,298 2,323 2,347 2,368 2,380 2,389 2,428 15

会
員
数

依頼会員

提供会員

両方会員

合計
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（イ）２０２２（令和４）年度利用件数 

   ２０２２（令和４）年度の利用件数は以下の通りである。 

 

 

   

  

区分 R3.3 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

① 0 0 0 3 2 6 3 0 5 36 0 0 0 55

② 11 7 13 29 20 15 16 13 19 72 7 22 22 255

③ 0 0 5 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 20

④ 2 0 0 0 1 0 0 17 28 19 25 24 21 135

⑤ 37 27 13 5 5 0 4 6 10 16 16 20 19 141

⑥ 62 74 64 90 89 70 83 93 74 75 59 73 109 953

⑦a 5 4 21 39 41 42 35 39 60 39 69 45 33 467

⑦ｂ 17 7 1 11 9 4 8 10 3 22 23 37 55 190

⑦ｃ 5 0 0 0 2 7 5 2 3 2 2 2 0 25

⑦ｄ 6 30 21 65 44 42 41 59 28 33 20 50 61 494

⑦e 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

⑦ｆ 37 15 63 29 22 16 19 14 17 47 14 11 6 273

182 165 201 275 239 205 218 253 247 361 235 284 326 3009

8 12 13 12 10 17 13 12 8 10 9 5 8 129

35 11 28 28 23 31 31 29 48 35 48 39 63 414

冠婚葬祭や他の子どもの
学校行事の際の子どもの
預かり

依頼内容

保育施設の保育開始時や
終了後の子どもの預かり

保育施設までの送迎

放課後児童クラブ終了後
の子どもの預かり

学校の放課後の子どもの
預かり

買い物等外出の際の子ど
もの預かり

その他　産前産後の
サポート

その他　専業主婦の育児
サポート

その他　学習会参加時の
サポート

その他
保護者等の病気・急用の
場合の援助

その他
子どもの病気の時の援助

その他
保護者等の求職活動中、
臨時的就労の場合の援助

合　　計

相談件数

新規利用者数

─ 231 ─



232 
 

（ウ）養成講座等 

    １年に３回会員養成講座を開催している。その他以下の講座等を開催   

している。 

 

 【２０２２（令和４）年度実施事業（法人主催）】 

月日 テーマ 参加者 

4 月 21 日 
「みんなでつくった わがまち佐世保の子ども発達センター読み
合わせ」 
・発達センターができる前の佐世保の子育て状況 
・親たちの願いを知る 
・行政主導ながら市民（専門職も含めた市民の願い）の集約 

 

9 名 

5 月 19 日 
明石市の子育て支援を学ぶ 
子育て支援策で有名な兵庫県明石市の市長「泉房穂さん」の講演を
動画で視聴 

8 名 

6 月 16 日 
産前産後ケア実践報告と研修会 
NPO 法人ちいきのなかま実践報告 
講師：濵脇文子氏  
大阪大学招致准教授・一般社団法人女性の健康推進協会代表理事 

14 名 

8 月 18 日 
つながる会議＆ぼちぼちいこか食堂ジョイント会議 
地域で配食活動や民生委員などを経て、長く活動されてきた方々
と親子広場活動の仲間の方との出会いの場。これからの地域活動
の在り方を話し合う。 

12 名 

9 月 15 日 
以降の講演会の準備会 

7 名 

12 月 15 日 
伴走型支援学習会 
テキスト読み合わせ 
伴走型支援の基本的な考え方を知る 

7 名 

3 月 28 日 
成年後見相談会 
いずれも障がい者のきょうだいや家族の参加、基本的な知識の共
有と相談会として開催した 

3 名 

   

【講演会】NPO 法人子どもと女性のエンパワメント佐世保と共催 

日時 会場 参加者 託児 

10 月 15 日 
包括的支援研修会① 
14：00～16：00 

崎辺地区コミュニティ
センター 

22 名（スタッフ 2 名・
オブザーバー1 名含む） 

3 名 

11 月 5 日 
包括的支援研修会① 
13：00～15：00 

男女共同参画センター
スピカ 

21 名（スタッフ 3 名含
む） 

0 名 

  
合計 

 

 
43 名 

 
3 名 

 

─ 232 ─



233 
 

  （エ）西九州させぼ広域都市圏の連携事業について 

ａ 会員養成講座の相互受講 

佐世保市において会員養成講座を実施する際、連携市町へ案内を

送付している（毎年度３回）。過去３年間において相互受講の実績な

し（そもそもの提供会員のなり手不足によるもの）。ただし、会員養

成講座以外に開催しているスキルアップ研修会などへの近隣市町か

らの参加実績はある。 

２０２８（令和１０年）度までに新規提供会員登録者数を年間１名

ずつ増やすものとしてＫＰＩを設定している。 

ｂ 立ち上げ支援講習会 

現在までに特に要望がなかったため、現時点では実績はない。 

立ち上げ支援講習会では、要望のハードルが高く現在までに要望

が上がらなかったと分析し、２０２４（令和６）年度以降の第２期ビ

ジョンにおいては、講習会の開催に代わり、「視察受け入れ、立ち上

げに係る助言等を行う」とする予定である。 

  （オ）地域子育て支援拠点における多機能型支援の先進事例 

２０２３（令和５）年１０月１３日に開催された「令和５年度ファミ  

リーサポートネットワーク事業ファミリー・サポート・センター全国ア

ドバイザー講習会・交流会（以下「令和５年度講習会・交流会」）」にお

いて、以下の事例が報告された。 

 

自治体と基礎
データ 

概要 ポイント 効果 今後の展望・課
題 

岩手県大船渡市 
人口：36、655 人
（平成 31 年 1 月 1
日） 
出生数：199 人 
（平成 30 年） 

社 会 福 祉 協 議 会
が 運 営 す る 地 域
子 育 て 支 援 拠 点
事業「つどいの広
場 わ い わ い ス テ
ーション」は、複
合施設内にあり、
ファミリー・サポ
ート・センター事

◎ 拠 点 で の 交 流
支 援 を 中 心 と し
て 、 必 要 に 応 じ
て、ファミサポ事
業 や 利 用 者 支 援
事 業 に 繋 ぐ こ と
ができる。 
◎3 つの事業者間
で 利 用 者 に 関 す

◎ 拠 点 の 利 用 に
併せて、ファミサ
ポ 事 業 の 登 録 や
利 用 者 支 援 事 業
の 相 談 支 援 が で
きるため、無理な
く 子 育 て 支 援 事
業 の 活 用 が 図 ら
れ、早期の支援体
制 が 予 防 的 に 機
能している。 
◎ 個 人 宅 に 子 ど

◎ 市 内 の 他 の 子
育 て 支 援 拠 点 で
の 利 用 者 支 援 事
業 の ア ウ ト リ ー
チ活動の実施 
◎ 子 育 て 支 援 ネ
ッ ト ワ ー ク の 一
層の強化 
◎ 子 育 て 世 代 包
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業（以下「ファミ
サ ポ 事 業 」 と い
う。）と利用者支
援 事 業 を 併 せ て
実施。 
ア ウ ト リ ー チ 活
動として、お出か
けひろばを市内 1
か 所 の 複 合 施 設
等で毎週 1 回開催
するほか、利用者
ニ ー ズ を 反 映 し
た 各 種 講 習 会 や
支 援 者 向 け の 研
修会を開催 

る 情 報 を 共 有 で
きる。 
◎ 地 域 の 関 係 機
関 と の 連 携 強 化
を図れる。 

も を 預 け る フ ァ
ミ サ ポ 事 業 に 抵
抗 を 持 つ 親 に 対
して、利用しなれ
て い る 拠 点 で の
フ ァ ミ サ ポ 事 業
の 活 用 が 推 進 さ
れ、子育ての負担
が 軽 減 さ れ て い
る。 
◎ 拠 点 に フ ァ ミ
サ ポ 担 当 者 や 利
用 支 援 担 当 者 が
付 加 さ れ て い る
ことで、親子の状
態 を 見 極 め た 予
防的な関わりを、
い つ も の 拠 点 で
特 別 な 支 援 を 意
識 さ せ ず に 様 々
な レ ベ ル で 展 開
できる。 

括 支 援 セ ン タ ー
との連携 

神奈川県横浜市 
人口：3、745、796
人（平成 31 年 1 月
1 日） 
出生数：27、891 人
（平成 30 年） 

NPO 法人びーのび
ー の が 運 営 す る
地 域 子 育 て 支 援
拠点事業「港北区
地 域 子 育 て 支 援
拠 点 ど ろ っ ぷ 」
は、専用施設で実
施しており、そこ
で フ ァ ミ サ ポ 事
業 と 利 用 者 支 援
事 業 を 併 せ て 実
施している。 

◎ 常 設 の 場 が あ
る と い う 強 み が
多 様 な 人 と の 出
会 い や 交 流 を 生
み出し、必然的に
子 育 て 家 庭 に 必
要な資源、多機能
化をもたらす。 
◎敷居が低い「安
心 で き る 場 所 」
で、ファミサポ事
業 な ど 他 の 支 援
活 動 を 見 て 知 る
ことができる。 
◎ 複 数 の 子 育 て
支 援 事 業 が ワ ン
ス ト ッ プ で 行 わ
れることで、様々
な 子 育 て 支 援 事
業 を 利 用 す る た
めに、親子連れで
拠 点 以 外 の 場 所
に 出 向 い て 登 録
等 を す る 手 間 が
省ける。 
◎ 妊 娠 期 か ら の
切 れ 目 な い 支 援
が 効 果 を 上 げ て
いる。 

◎ 利 用 者 支 援 事
業 が 拠 点 に あ る
ことで、親が他の
親 に 支 え ら れ る
ことや、親子を他
者 と の 関 り の 中
で見ることで、利
用 者 支 援 担 当 者
が 支 援 の 手 立 て
や 方 向 性 の 検 討
が 多 方 面 か ら で
きるようになり、
子 育 て 支 援 の 幅
が拡がった。 
◎ 拠 点 利 用 者 が
フ ァ ミ サ ポ 事 業
の 様 子 な ど を 見
ることで、子ども
を 他 者 に 預 け て
も 安 心 で あ る こ
と を 理 解 し て も
らう機会となり、
また、拠点利用の
際 に フ ァ ミ サ ポ
の 登 録 が で き る
など「ワンストッ
プ」の効果などに
より、拠点でファ
ミ サ ポ 事 業 を 実
施 し て か ら 登 録
者数が 20 倍以上
になった。 
◎ フ ァ ミ サ ポ 事
業は小学校 6 年生
ま で 利 用 が 可 能
なため、拠点自体
は 未 就 学 児 対 応
施設ではあるが、
下 の 子 が 拠 点 を
利用した際に、上
の 子 の 相 談 に 関
わ る ケ ー ス に 対
応する他、学童・
思 春 期 ま で 見 通
せる場となった。 

◎ 柔 軟 な 一 時 預
かりの必要性、夜
間 の フ ォ ロ ー 体
制 
◎ 情 報 共 有 や 支
援 の 在 り 方 を 検
討 す る 時 間 の 確
保 
◎ 支 援 に 関 す る
協働視点、エンパ
ワメントの視点、
支 援 に 関 す る 意
識の共有 
◎ 包 括 的 な 調 整
役の配置 

愛知県大府市 
人口：92、356 人
（平成 31 年 1 月 1
日） 
出生数：951 人 
（平成 30 年） 

大府市が直営で 
運 営 す る 地 域 子
育て支援事業「子
ど も ス テ ー シ ョ
ン」は、市の中核
的 な 公 設 公 営 の
子 育 て 支 援 施 設
であり、ファミサ
ポ 事 業 や 利 用 者
支 援 事 業 及 び 養

◎ 効 果 的 な ワ ン ス

ト ッ プ の 総 合 的 支

援が可能（日頃から

事 業 担 当 者 間 に お

い て 情 報 が 共 有 さ

れているため、特別

な 支 援 が 必 要 な 事

例に対し、各種事業

間 が 繋 が り や す く

連 携 が 図 り や す

◎ 同 一 施 設 内 で
各 種 事 業 を 実 施
していることで、
職 員 同 士 は 日 常
的 に 顔 を 合 わ せ
ており、必要に応
じ て 連 絡 を 取 り
合 い 情 報 共 有 で
き る 環 境 と な っ
ているため、事業

◎ 拠 点 事 業 の 相
談機能、利用者支
援 事 業 な ど の 相
談支援について、
そ れ ぞ れ が 担 う
役 割 や 機 能 を 整
理すること 
◎ 職 員 の 専 門 性
の向上や、より専
門的な知識・技術
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育 支 援 訪 問 事 業
を 併 せ て 実 施 し
ている。 
また、子育て中の
親からの依頼、ま
た は 保 健 セ ン タ
ー や 家 庭 児 童 相
談 室 か ら の 紹 介
などにより、子育
て 家 庭 へ の 訪 問
支 援 も 行 っ て い
る。訪問支援に関
しては、必要に応
じ て 保 健 師 が 同
行している。 

い）。 

◎拠点の利用を「入

口」として、ファミ

サ ポ 事 業 や 利 用 者

支 援 事 業 等 の 他 の

子 育 て 支 援 事 業 に

結びつけるため、子

育 て 支 援 事 業 全 体

の 促 進 効 果 が 図 ら

れる。 

◎ 親 子 が 抱 え る 問

題 の 早 期 の 予 防 効

果が高まる（各事業

担当職員が、事業を

利 用 し て い る 親 子

の 変 化 や か か わ り

を 通 じ て 得 た 情 報

を 他 の 担 当 職 員 と

共有し、問題が重篤

化 す る 前 に 対 応 す

ることができる）。 

者 間 連 携 や チ ー
ム ワ ー ク の 基 盤
となっている。 
◎ 日 頃 か ら 事 業
担 当 者 間 で 情 報
共 有 が 可 能 で あ
るため、情報共有
を 目 的 と し た 定
期 的 な カ ン フ ァ
レ ン ス に 時 間 を
割 か れ る こ と が
なくなり、業務効
率が向上した。 
◎ 親 子 の 居 場 所
となる「場」の利
用を通じて、様々
な 子 育 て 支 援 事
業 の 活 用 に 結 び
つき、きめ細やか
な 支 援 が 可 能 と
なった。 

を 備 え た 人 材 育
成 

   

（カ）提供会員の充足について 

令和５年度講習会・交流会において、提供会員の充足等について以下

のとおりの報告がなされた。 

 

① ファミサポ事業者の約９割が提供会員不足を感じている 

② 提供会員の認知経路として「子育て関連施設、子育てイベント、会   

議等での周知」及び「民間施設（商業施設等）での広報」が有効であ 

る（提供会員の多くが子育てを終えた者だと考えると、その者らが 

どこで情報にアクセスしているかということから） 

③ 提供会員の強い「不足感」は、ファミサポ事業だけの課題ではな 

く、地域の子育て支援の有り様全体の喫緊の課題として議論をして 

いくときではないか 

④ 提供会員の活動年数が５年以上になってくると、「依頼会員に信頼   

され、やりがいを感じる」「自分や家族と援助している子どもとのふ 

れ合いが楽しい」「地域に新しい知り合いができる」という得たもの 

に大きい差が出たように、提供会員の活動の継続性と、得るものと 
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の間に、関係性があることが明らかとなった。 

継続的な活動のメリットとして、ファミサポから得るものが多く 

なることは、広く周知・広報していく必要がある 

 

また、令和５年度講習会・研修会において、周知広報について以下の事

例が報告された。 

 

事 業 者 と そ の 概

要 

周 知 広 報 を お こ

なう背景や課題  

周 知 広 報 と し て

実 施 し た 具 体 的

内容や工夫点 

取組結果 

結 果 に 結 び つ い

たポイント 

取組課題 

高 島 市 フ ァ ミ リ

ー サ ポ ー ト セ ン

タ ー た す け あ い

高島 

平成 25 年 7 月設

立 

◎ 高 島 市 は 地 域

性もあり、ファミ

サ ポ に 託 児 を 依

頼 す る 必 要 性 を

感 じ て い る 方 が

少ない 

◎ 時 給 が 低 く フ

ァ ミ サ ポ を 利 用

し て ま で 働 く 必

要性を感じない 

◎ 長 時 間 預 け る

のであれば、保育

園 の 一 時 預 か り

（200 円/時間）を

希望し、ファミサ

◎ フ ァ ミ サ ポ に

ぜ ひ 入 り た い と

思 う よ う な イ ベ

ント開催 

子 ど も 用 品 の リ

ユースイベント 

FAMISAPO PLUS 

HOME CAFÉ 

会 員 交 流 の た め

の ワ ー ク シ ョ ッ

プ（クラフトや料

理等） 

◎ 託 児 の 必 要 性

は 感 じ て い な く

て も 遊 び に 来 た

【結果】 

◎CAFÉ や講 座の

きっかけで、ファ

ミ サ ポ を 知 り 入

会する方の増加 

◎公式 LINE を講

座 の 案 内 チ ラ シ

に 載 せ て い る の

で、LINE で気軽に

申 し 込 み や 問 い

合わせがある 

【ポイント】 

◎ 講 座 や カ フ ェ

イ ベ ン ト の 内 容

に 惹 か れ て 参 加

◎NPO の運営なの

で、形式にとらわ

れ な い 柔 軟 性 を

持 っ た 取 り 組 み

を行いたい 

◎ フ ァ ミ サ ポ の

基本運営の中に、

子 育 て 世 代 の ニ

ー ズ を 取 り 込 ん

で、地域ぐるみで

多 彩 な 支 援 が で

き る 仕 組 み や 環

境 づ く り の 手 伝

い を し て い き た

い 
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ポ は 保 育 園 の 時

間 外 に 利 用 を 希

望 す る ケ ー ス が

多い 

◎ フ ァ ミ サ ポ を

利用する方は、利

用 料 の 助 成 を 受

けられる方か、保

育 園 で 預 け ら れ

な か っ た 方 又 は

未就園児。ファミ

サ ポ の 利 用 料 の

負 担 額 の 大 き さ

が 大 き な 壁 に な

っている 

く な る よ う な 講

座の開催 

講座+実習（試食

付き）のような体

験参加型の講座 

◎ 子 育 て 世 代 に

関 心 を 持 っ て も

ら う よ う な 目 に

留 ま り や す い デ

ザ イ ン の 案 内 チ

ラシ作成 

◎ イ ベ ン ト や 講

座は SNS で直接案

内 

◎ 地 域 の イ ベ ン

ト と も 共 催 し て

ワ ー ク シ ョ ッ プ

を開催 

し、そこから活動

の 相 談 や 依 頼 に

繋 が る こ と が 多

い 

◎ カ フ ェ の イ ベ

ントでは、両会員

が 参 加 し 交 流 す

るため、提供会員

の 人 柄 に 触 れ て

信 頼 性 が 高 ま っ

ている 

◎ カ フ ェ の 手 伝

い を し た 提 供 会

員 が 運 営 の サ ポ

ー ト や 企 画 ま で

手 伝 っ て く れ る

よ う に な り 心 強

い 

枚 方 市 フ ァ ミ リ

ー サ ポ ー ト セ ン

ター 

平成 13 年 4 月設

立（民営化平成 25

年～） 

◎ 提 供 会 員 数 は

微 増 し て い る も

のの、会員数に地

域 的 な 偏 り が あ

り、車を使っての

サ ポ ー ト が で き

る 人 が 限 ら れ て

◎ 養 成 講 座 の ポ

ス タ ー を 地 域 の

掲示板へ 

◎ 提 供 会 員 の サ

ポ ー ト 力 向 上 と

ア ッ プ デ ー ト を

図るため「サポー

【結果】 

◎ 幅 広 い 世 代 に

知 っ て も ら え る

よ う に な り 現 役

子 育 て 世 代 の 申

し込みが増加 

◎ 受 講 者 の 年 齢

◎ 提 供 会 員 よ り

も 依 頼 会 員 を 増

や す 努 力 を し て

いく 
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い る こ と か ら 、

様 々 な 依 頼 に 応

え ら れ る 人 材 を

確保したい 

ト力アップ講座」

の実施 

◎併設・おやこの

広場の活用（行事

の お 手 伝 い ボ ラ

ンティア、講座で

の預かり保育） 

◎ 依 頼 会 員 か ら

両方会員へ 

「 子 育 て 中 も で

き る 子 育 て 支 援

～ 両 方 会 員 に な

ろう！」 

◎ イ ン ス タ グ ラ

ムを活用し、講座

や 広 場 で の 預 か

りの様子を「見え

る化」 

層が若返った 

◎ フ ァ ミ サ ポ の

存 在 自 体 が 認 知

される効果あり 

◎ 互 い の サ ポ ー

ト に つ い て 話 し

合 う 交 流 の 場 に

なった 

◎ ア ド バ イ ザ ー

や 広 場 ス タ ッ フ

とも「顔の見える

関係」が築けた 

◎ 自 身 の 子 育 て

に も 役 立 つ 講 座

内 容 で 関 心 が 高

い 

【ポイント】 

◎ 本 当 に 提 供 会

員 は 不 足 し て い

る の か と い う 発

想の転換 

◎ 活 動 し て い な

い 会 員 の 掘 り 起

こし 

◎ 広 場 を 活 用 し

て、乳幼児に触れ

─ 238 ─



239 
 

る機会を作る 

◎ 依 頼 会 員 も 預

け る 側 の 人 だ け

ではなく、提供会

員 に な れ る 人 と

認識してもらう 

美 浦 村 フ ァ ミ リ

ー サ ポ ー ト セ ン

ター 

平成 19 年 4 月設

立 

◎人のつながり 

◎ 保 健 セ ン タ ー

との連携 

◎ 子 育 て 支 援 セ

ン タ ー で の 開 か

れた預かり 

◎全体への周知 

ホームページ、広

報、チラシ 

⇓ 

◎ 保 護 者 へ 個 別

管内 

保健センター、子

育 て 支 援 セ ン タ

ー 

【結果】 

◎ 多 様 な 人 材 の

協力が得られ、多

様 な 預 り ニ ー ズ

に対応 

課 題 解 決 の 一 助

となる 

【ポイント】 

◎安心の可視化 

（ サ ポ ー タ ー の

顔・活動の様子が

見える連携（支援

体制）←保健セン

ター、福祉） 

◎柔軟な体制、適

材適所（それぞれ

の 強 み を 引 き 出

し、活かす） 

◎ 現 役 サ ポ ー タ

ーの継続 

◎ 次 の 担 い 手 確

保 
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【評価】 

 令和４年度の利用延べ人数は３００９名であり、中間見直し版を前提として

も、目標を大幅に上回るもので、評価できる。 

 どのような点がこの効果に繋がったのか分析するなどすれば、今後の周知広

報等に役立つと思われる。 

 

【意見】 

 利用人数（依頼会員）については、周知広報等の一定の効果があると評価さ

れる一方、提供会員については不足を感じるとの現場からは声が上がっている。 

提供会員不足については全国的な問題と考えらえるところ、地域子育て支援拠

点における多機能型支援の実例や枚方市での取り組みが参考になると思われ

る。すなわち、「子育て関連施設、子育てイベント、会議等での周知」及び「民

間施設（商業施設等）での広報」が有効であると考えられるところ、複数の子

育て支援事業が連携を図ることで、それぞれの事業で広報を行うこともできる

ようになると考えられる。また、他の事業での手伝いとしてファミリーサポー

ト事業の預かり保育を行うことで、依頼会員に対する広報になることは当然の

こと、提供会員に対しても、サポート内容を明確に示すことができると考えら

える。 

 このような取り組みは、ファミリーサポートセンター単独で表立って動くこ

とは困難であり、佐世保市主導の下、各子育て支援事業が連携を図れるように

取り組んでいくべきである。 

 なお、そもそも、地域子育て支援拠点における多機能型支援は佐世保市が目

標とする地域における子ども子育ての支援にも資すると考えられる。 
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（３）子育て支援サークルの自主的活動へのサポート 

  ア 事業の目的及び内容 

市民が主体となった子育て支援を推進するため、子育て支援サークル

に対して、各種講座の開催や情報発信等を通じ、サークル相互または他

団体との交流促進による自主的な活動の広がりと活性化を図る。 

  イ 根拠法令 

佐世保市では、佐世保市子ども育成条例第７条において、「町内会等の

地域関係団体及び子どもの育成に関わりのあるボランティア団体、特定

非営利活動法人など（以下「地域等」という。）は、身近にいる子どもに

関心を持ち、体験学習の機会を提供するなど、子どもを育てる活動を積

極的に進め、地域コミュニティの輪を広げるよう努めるものとする」と

定め、第９条１項において、「市は、家庭、学校等、地域等、企業等の子

どもを育てる営みの調整役として相互の連携を図るとともに、市民の意

識を高め、社会全体で子どもを育むために必要な施策を策定し、実施す

るものとする。」と定める。 

ウ 実施方法 

自主的に活動している各子育てサークルは、情報交換、交流の場を設

け、子育てや子育て支援の輪を広げることを目的として、２０００（平成

１２）年にサークルネットワークを発足した。 

佐世保市幼児教育センターは、その事務局として関わっており、年６

回の運営委員会、５回の行事に参加、活動に対して支援を行っている。そ

して、同センターは、開催に関して、会場費、講師謝礼金、託児謝礼金、

及び資料作成に係る費用等を支出している。 
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エ 実施結果、達成状況等 

（ア）業務内容等 

 

 

─ 242 ─



243 
 

 

（イ）情報発信について 

① サークル一覧 

 ３，５００部配布 

      （未来部・支援センター・小児科・支所・コミュニティセンター、

民生委員・各サークル等） 

 個人の携帯電話番号等掲載しているので、許可が取れたサークル

のみ、育児情報誌ｍａｍａｐａｐａのホームページに掲載してい

る。 

 サークル一覧については、各サークルにサークル紹介のためのア

ンケートを実施のうえ、その内容をもとにサークルネットワーク

させぼ運営委員がデータをまとめ、育児情報誌ｍａｍａｐａｐａ

の作成者に原稿作成を依頼している。幼児教育センター事務局は、

アンケ―ト配布と回収、原稿最終確認、印刷、及び発送等を担当

している。 
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 ２０２３（令和５）年度は、２６サークル中、２１サークル掲載

している。掲載されているサークルは以下のとおり。 

 

 
グループ名・サ
ークル名 活動場所 曜日・時間 コメント 

1 ちびの輪 西 地 区 コ ミ ュ
ニ テ ィ セ ン タ
ー 第 一 講 座 室
等 

毎月第 4 木曜日 
10：30～12：00 

子育て支援センター菫ヶ丘幼稚園の先
生による読み聞かせや季節の制作など
を行います。子育ての悩み相談も話し合
いながら楽しく過ごしています。お部屋
も広いので、子どもも走り回って遊べま
す。 

2 TUNAGU（つなぐ）-
BA（ば） 

西 海 み ず き ビ
ル 4F 

第 2・4 木曜日 
11：00～12：00 

新生児から 1 歳前後の一人目ママさん
に向けて『ファーストベビーの会』を開
催しています。初めての育児の中で生ま
れる些細な疑問や不安、悩みや楽しいこ
ともママ同士でお話することで一緒に
リラックスしませんか？転勤族の方や
パパのご参加も大歓迎です！ママ向け
のワークショップも不定期で開催して
おります。 

3 ペプにゃん 早 岐 地 区 コ ミ
ュ ニ テ ィ セ ン
ター和室 

毎月第 2、第 4 木
曜日 
11：30～12：30 

カプラという積み木を取り入れた「かぷ
かぷ☆☆ かぷ ら 」と いう 遊び 広場 を 開
催。 0～2 歳の幼児とその親御さんを対
象に、カプラで遊んでもらいながら、情
報交換の場にも利用してほしいです。 

4 九十九地区子ども
文化を考える会 

代 表 自 宅 及 び
九 十 九 地 区 の
自然観察 

木曜以外いつでも 
9：30～17：00 

九十九地区の子どもだけでなく、九十九
地区に来てみたいと思った方はだれで
もどうぞ。自宅ホールはバリアフリーに
してありますので高齢や障害のある方
でもおいでください。来られる際にはお
電話いただけるとありがたいです。 

5 ちびママ倶楽部 大 野 地 区 コ ミ
ュ ニ テ ィ セ ン
ター2F 児童室 

第 1・第 3 月曜日 
10：30～12：00 

支援センターからの出張保育、個別相
談。児童室開放日は自由に遊びます。夏
あそび、ミニ運動会、クリスマス会は日
曜日に開催しています。 

6 発達凸凹応援隊 
にじいろサロン 

佐 世 保 市 子 ど
も 発 達 セ ン タ
ー、させぼ市民
活 動 交 流 プ ラ
ザその他 

おしゃべり会 
第 3 金曜日 
10：00～12：00 
グループ相談会 
第 1 金曜日 
10：30～12：00 

発達凸凹な子どもを持つ保護者が企画
運営している会です。おしゃべり会では
保護者、支援者で情報交換等していま
す。グループ相談会、特性理解を深める
勉強会を開催。お気軽にご参加くださ
い。 

7 長崎県自閉症協会
佐世保地区 

佐 世 保 市 子 ど
も 発 達 セ ン タ
ーその他 

定例会 
毎月第 2 火曜日 
10：00～12：00 

自閉症や発達障がいで発達に凸凹のあ
る子育てに不安のある方、皆でお話しま
せんか?勉強会や相談会、 ボランティア
さんとの遊びの会あり、お試し参加歓迎
です。 自閉症協会のホームページもご
覧ください。会費¥10、000 円/年。 

8 心臓病の子どもを
守る会 

佐 世 保 市 子 ど
も 発 達 セ ン タ
ー 

第 4 水曜日 
11：00～14：00 

心臓病の子ども達の成長を見守り、喜び
合ったり悩みを聞き合ったりしている
サークルです。 気軽にご連絡くださ
い。 会費 600 円 

9 あすぺ・ワールド 佐 世 保 市 子 ど
も 発 達 セ ン タ
ー2F 談話室 

毎月第 2 日曜日（8
月はお休み） 
10：00～12：00 

子どもとの意思疎通がうまくいかない。
子どもの教育方法などについて家族や
周囲の人に理解してもらえないなど、経
験者同士でお茶やおしゃべりしてリフ
レッシュしましょう！ 

10 あおぞら サ ン ア ビ リ テ
ィーズ佐世保 

第 2 火曜日 
10：00～14：00 

ダウン症児育児に関する情報交換や悩
み相談などを行い、皆で楽しくお話した
りしています。参加費１００円／回 

11 きりんの会（ソト
ス 症 候 群 家 族 の
会） 

県内 年に 1～2 回 先天性ソトス症候群の子どもとその兄
弟姉妹、親の交流会等を行います。現在
活動は休止中ですが、何かご相談があれ
ばご連絡ください。 

12 子育て支援サーク
ル「木風っ子」 

木風 2 組公民
館 

第 4 金曜日 
10：00～11：30 

子育て中の親子の憩いの場となってい
ます。友達を作りたい方、リフレッシュ
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したい方、子育ての悩みを相談したい
方・・etc、ちょっとのぞいてみません
か? 

13 はいき子育て「つ
くしんぼ」 

早 岐 児 童 セ ン
ター 

毎月第 2 火曜日 
但し 8 月は休み 
10：30～12：00 

未就学児を対象に早岐地区の民生委員・
児童委員が子育てを支援します。いろん
な行事を取り入れています。 

14 柚木ほたるっ子 柚 木 地 区 コ ミ
ュ ニ テ ィ セ ン
ター2F 講堂 

毎月第 2 月曜日 
10：30～12：00 

「ホタルを大切に守り続ける柚木地区
で子ども達が元気に育ってほしい」とい
う願いを込めて結成。支援センターの保
育士さんのサポートで読み聞かせ、手遊
び、工作等実施。お気軽にどうぞ!!会費
はいりません。 

15 なかよし広場 中 里 皆 瀬 地 区
コ ミ ュ ニ テ ィ
セ ン タ ー 文 化
ホール 

毎月第 3 金曜日 
10：00～11：30 

子育ての情報交換や、交流の場を提供し
ています。季節ごとの行事も大切にして
います。 

16 ひよこクラブ 黒 髪 児 童 セ ン
ター 

第 3 もしくは第 4
月曜日（2 か月に 1
回） 
10：30～12：00 

子どもたちが遊ぶ様子を見守りながら、
お母さんたちはおしゃべりでリフレッ
シュ！！手遊びやパネルシアター、季節
の製作なども楽しんでいます。 

17 アレルギーっ子の
会 

コ ミ ュ ニ テ ィ
センター（清水
地区 or 山澄地
区） 

月 1 回（土曜日 or
日曜日） 
10：00～12：00 

食物アレルギーや喘息、アトピーといっ
た様々な症状をもつ子どもたちと親の
た め の 情 報 交 換 の 場 を 作 っ て い ま
す。 活動日時は LINE かメールでお問い
合わせ下さい。 

18 佐世保子ども劇場 
夢いっぱい絵本の
会 

佐 世 保 市 立 図
書 館 お は な し
の部屋 

毎月第 2、第 3 水
曜日 
11：00～11：30 

絵本を開くことで楽しく幸せな時間が
たくさん生まれますように。いつの日
か、そのひとときが、子どもたちとその
まわりの人たちにとって宝物となるこ
とを願って 26 年間活動を続けていま
す。 

19 親子いこいの広場
もくもく 

西 海 み ず き ビ
ル 4F 

①もくもくの輪 
毎週木曜日 
10：30～13：30 
②もくもく食堂 
毎月第 3 金曜日 
16：00～18：00 

①親子や妊婦さん、子どもがお好きな
方、おしゃべりをしながら一緒に過ごし
ませんか?多種なワークショップもして
います。大人 200 円、子ども無料で食事
もできます。 
②みんなで温かい食事を囲みましょう。
どなたでも参加 OK です。予約制のお弁
当配布も。（大人 200 円、子ども無料）
SNS にて配信中。 

20 親子のつどい え
がおのたね 

地 域 交 流 拠 点
セ ン タ ー ご ち
ゃまぜその他 

1 か月に 1 回 
曜日は不定期 
10：00～12：00 

毎月 1 回 子ども服リユース会、味噌作
りやお茶会、ベビーマッサージなど、子
連れでも参加 OK な集いを開催していま
す。早岐地区を中心に活動中。気軽に遊
びに来て下さいね! 

21 育児情報誌ママパ
パ 

高 砂 町 4-12 
2F 

 「育児情報誌ママパパ」「WEB 版ママパ
パ」を奇数月に発行。紙面スーパーや公
共機関にて無料配布しています。ホーム
ページ・Instagram・Facebook でも情報
発信。毎月ママ向け&子ども向け&親子で
楽しめるイベントを開催していますの
で遊びに来てくださいね♪ 

    

 ②行事（総会を除く４回）の申し込みについては、昨年度よりＧｏｏｇ

ｌｅフォームを運営委員が作成して活用している。 

    ③親子のつどい 

     サークルだけでなく、市内の乳幼児の親子を対象としている。 

     広報させぼ、すくすくＳＡＳＥＢＯ、ライフさせぼ、ｍａｍａｐａ

ｐａのＨＰ等に案内記事掲載し、関係機関へチラシ・ポスター配布
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を行っている。 

    ④すくすくＳＡＳＥＢＯ 

     「子育てレポート」にサークル独自のイベントやネットワークの 

     イベントについてレポートを掲載してもらっている。 

 

【評価・意見】 

  親子のつどい等の行事につき、様々な媒体で広報していること、及び、申込

に関し、Google フォームを利用するなど、利用者の便宜を考えている施策につ

いて評価できる。特に親子のつどいについては、令和４年度の実績では大人３

６名、子ども３２名が参加しており、広報や申し込み方法の簡易化の効果が表

れているものと評価できる。 

 Google フォームを利用して以降の参加人数の増減等を分析することで、より

利用者のニーズに資することができるようになると考えられる。 

 

（４）子育てサポーターの養成 

  ア 事業の目的、概要及び目標等 

子育てサポーター養成講座事業は、１９９９（平成１１）年より開始し

ている。 

事業の概要としては、子どもの心の健康づくり対策事業の主旨である

「身近な地域での親子支援の充実を図る」ための地域の基盤づくりの一

環として、グループ活動や保健活動を支える子育てサポーターを養成す

ることである。 

子育てサポーターの主な活動内容は、以下のとおりである。 

 

① 乳幼児健診での親子支援 

② 子育て支援センターの親子教室における見守り等 
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③ 赤ちゃん訪問員としての活動（子育てサポーターとしての一定の

経験をされた方） 

④ その他、育児サークル等の自主グループ活動 

 

具体的な取組目標としては、まず、子育てサポーターの確保を図るた

め、子育てサポーター養成講座を開催することである。また、講座修了者

に対するフォローアップ研修を行うなど、継続したサポーター育成を行

うことである。 

そして、子育てサポーターへの理解を促進するとともに、養成講座へ

の参加者の拡大を図るため、情報発信の強化に努めることである。 

  イ 根拠法令 

母子保健法第９条が「都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは

幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応

じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の

活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ

ればならない。」と定めているところ、本事業は、かかる法令に基づいて

実施されている。 

  ウ 実施方法 

年に１回、全４回コースの講座を開催する。 

 

１回目 子育てサポーターの役割について 

    （講師：子ども保健課保健師、子育てサポーター） 

２回目 佐世保市における乳幼児健診について 

    （講師：健康づくり課 栄養士、歯科栄養士） 

    遊びの工夫（講師：子ども発達センター 保育士） 

３回目 子どもの発達及び子育て中の親の支援 
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    （講師：子ども発達センター 小児科医） 

４回目 親子の関係について学びましょう 

    （講師：子ども子育て応援センター 臨床心理士） 

 

  エ 実施結果、達成状況等 

  （ア）子育てサポーター養成講座の経過 

 

 

  （イ）令和５年度市事業における子育てサポーター活動者（実人数３１名） 

 

 

  

【意見】 

 子育てサポーター養成講座の参加実人数は、平成２９年以降減少し、以降横

這いの状況である。また、講座修了者に対するフォローアップ研修や情報交換

会への参加人数も減少または横這い状況である。 

 子育てサポーターへの理解を促進し、子育てサポーターの実働人数を増加さ

講座名 29年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

参加実人数 24 11 5 0 6 6
参加延人

数
92 31 30 0 36 31

年度修了
者数

23 11 5 0 6 5
事業開始

～
修了者数

312 323 328 328 334 339

子育てサ
ポーター活
動人数

54 63 56 40 31 31

子育てサポーター
養成講座

3名（健診協力と2名とも重複あり）

乳幼児健診協力本庁

東部

合併町

すくすく親子教室

プレパパ学級

19名

5名

5名

10名（健診協力と9名の重複あり）
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せるために、子育てサポーターのやりがいや魅力を積極的に発信する、また、

そのための情報発信方法を工夫するなどして子育てサポーターの確保、継続支

援の施策を積極的にとるべきである。 

 

 （５）子育て支援意識の高揚 

  ア 事業の目的及び内容 

地域に向けた子育て講演会・地域懇談会等のふれあいイベントの開催

を通じ、地域による子育て支援の意識高揚を図る。 

「西九州させぼ広域都市圏」の連携事業として、関係自治体間におい

て子育て講演会等を合同で開催する。 
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